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令和２年東吾妻町議会第２回定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 
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第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 承認第 １号 専決処分の承認について（令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第 

           ２号）） 

第 ５ 同意第 １号 東吾妻町教育委員会委員の任命について 

第 ６ 報告第 １号 令和元年度東吾妻町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

第 ７ 報告第 ２号 令和元年度東吾妻町地域開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ 

           いて 

第 ８ 議案第 ４号 東吾妻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一 

           部を改正する条例について 

第 ９ 議案第 ５号 東吾妻町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

           する条例について 
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第１３ 議案第 ９号 吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

           る条例について 

第１４ 議案第１０号 東吾妻町介護保険条例の一部を改正する条例について 

第１５ 議案第１１号 東吾妻町税条例の一部を改正する条例について 
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           する条例について 
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第１８ 議案第 １号 令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第３号）について 
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第２３ 請願書の処理について 
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 議事日程に同じ 

 

出席議員（１４名） 
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教 育 長 小 林 靖 能 君 総 務 課 長 水 出 智 明 君 

企 画 課 長 関   和 夫 君 
ま ち づ く り 
推 進 課 長 武 井 幸 二 君 

保健福祉課長 加 藤 俊 夫 君 町 民 課 長 片 貝 将 美 君 

税 務 課 長 谷   直 樹 君 農 林 課 長 飯 塚 順 一 君 



－3－ 

建 設 課 長 福 原 治 彦 君 上下水道課長 高 橋   篤 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 一 場 正 貴 君 学校教育課長 堀 込 恒 弘 君 

社会教育課長 丸 橋   昇 君   

 

職務のため出席した者 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議長挨拶 

○議長（須崎幸一君） 皆さん、おはようございます。 

  開会に当たりご挨拶を申し上げます。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策による制約が続く中、緊急事態宣言が解除され

ましたが、いまだ終息に至っておりません。今定例会で、当町に必要な新型コロナウイルス

感染症対策について、多くの政策提言等を議員各位に期待をするところであります。 

  さて、本日ここに、令和２年第２回定例会が招集されましたところ、議員各位には極めて

ご多用の折、ご参集をいただき開会できますことに対し、心から御礼を申し上げます。 

  本定例会では、新型コロナウイルス関連による専決処分をはじめ、人事案件、報告、条例、

令和２年度補正予算案、その他の議案など、多くの重要案件が提案される予定になっており

ます。どうか議員各位におかれましては、格別なるご精励をもって審議に臨まれることをお

願いしたいと思います。会期中、町長をはじめ執行部各位におかれましても、特段のご協力

をお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。 

  なお、議会事務局長は病気治療のため欠席をしておりますので申し添えます。 

  本日は傍聴の申出があり、これを許可いたしました。 

  傍聴される方に申し上げますが、受付の際にお渡しした傍聴人心得をお守りの上、静粛に

傍聴されますようよろしくお願いいたします。また、傍聴席にございます議案等の傍聴用資

料は、お帰りの際にはお返しくださいますよう、併せてお願い申し上げます。 

  なお、今定例会におきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、傍聴者

の皆様にもマスクの着用や手、指のアルコール消毒等をお願いしておりますが、ご理解、ご

協力をお願い申し上げます。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎町長挨拶 

○議長（須崎幸一君） 開会に当たり、町長のご挨拶をお願いいたします。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 
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○町長（中澤恒喜君） おはようございます。 

  令和２年第２回定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  議員各位におかれましては、公私ともにご多用のところご出席をいただき、ここに開催で

きますことに対し、心より厚く御礼を申し上げます。 

  コロナウイルス感染症につきましては、５月25日には全国的な緊急事態宣言が解除され、

群馬県においても警戒レベル２となり、社会経済活動が徐々にではありますが、戻りつつあ

ります。しかしながら、第２波、第３波の感染拡大も懸念されておりますので、引き続き３

密の回避やマスクの着用、手洗いなど、基本的な感染症対策を継続していく必要があります。

議員各位におかれましても、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  さて、本定例会では、専決処分の承認について１件、教育委員の任命についての人事案件

１件、東吾妻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例についてなど条例関係10件、令和２年度東吾妻町一般会計補正予算など予算関係３件、報

告関係２件、その他で契約関係２件、合計19件を提案させていただく予定でございます。 

  慎重かつ熱心なご審議をいただきまして、全てを原案どおりご議決を賜りますようお願い

いたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（須崎幸一君） ただいまより令和２年第２回定例会を開会し、直ちに本日の会議を開

きます。 

（午前１０時０５分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議事日程の報告 

○議長（須崎幸一君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  
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◎会議録署名議員の指名 

○議長（須崎幸一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第125条の規定により、３番、井上英樹議員、４番、

高橋弘議員、５番、茂木健司議員を指名いたします。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎会期の決定 

○議長（須崎幸一君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から６月16日までの12日間とし、その日

程はお手元に配付の日程表のとおりとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 異議なしと認め、会期は12日間とし、その日程は日程表のとおりとす

ることに決定いたしました。 

  町政一般質問通告書の提出期限は、６月８日正午までといたしますので、よろしくお願い

をいたします。 

  一般質問通告書の内容が具体性に欠け、要旨が明確に分からない場合、または町の事務の

範囲外であったり適性を欠く内容の場合は、通告書の修正を求めたり受理しないことがあり

ますので、あらかじめご承知おきください。 

  なお、執行部におかれましては、誠実、簡明な答弁に努めていただき、活発で能率的な議

会運営にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎諸般の報告 

○議長（須崎幸一君） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

  前期定例会に報告以降、議長としての報告事項は、印刷をしてお手元に配付のとおりであ

ります。後ほどご覧をいただき、議会活動または議員活動に資していただければと思います。 

  なお、町長より東吾妻町議会採択請願・陳情処理経過一覧が提出されましたので、併せて
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配付してありますことを申し添えます。 

  また、東吾妻町商工会から提出された要望書「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事

業者支援の要望書」及び全国町村議会議長会が内閣総理大臣をはじめ、政府・政党関係者に

対し提出した「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望」もおつけしてありますの

で、ご確認をください。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎承認第１号の上程、説明、質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第４、承認第１号 専決処分の承認について（令和２年度東吾妻

町一般会計補正予算（第２号））を議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 承認第１号 令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第２号）の専決

処分の承認について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る経費について、特に緊急を

要するため、令和２年５月８日付で専決処分し、同日付で告示いたしました。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご承認ください

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  企画課長。 

○企画課長（関 和夫君） お世話になります。 

  今回ご承認をいただく専決処分につきましては、町長が説明申し上げましたとおり、新型

コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴います経費について、速やかに予算措置を講ずる必

要がありましたため、５月８日付で専決処分を行ったものでございます。 

  それでは、お手元の補正予算書１ページをご覧ください。 

  今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15億7,917万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ97億5,998万7,000円としたもの
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ございます。 

  事項別明細書の７ページをご覧ください。 

  初めに、歳入でございます。 

  11款、１項１目地方交付税につきましては、特別地方交付税8,992万8,000円の追加でご

ざいます。今回の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業に対する国庫補助金等の特定

財源を除く費用の８割を計上しております。 

  続きまして、15款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金につきましては、子ども・子育

て支援交付金324万8,000円の追加でございます。こちらは学童保育所の感染拡大防止対策

と財政支援のための交付金でございます。 

  同じく２項１目総務費国庫補助金でございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金9,123万8,000円、こちらにつきましては、国の第１号補正で１兆円が計上され

まして、地方に配分されるものでございます。特別定額給付金給付事業費補助金につきまし

ては、町民１人10万円の給付金として13億4,650万円、特別定額給付金給付事務費補助金と

して800万円、対象経費の全額10割をそれぞれ計上しております。 

  同じく２目民生費国庫補助金につきましては、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費

補助金1,217万円、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金86万円でございます。

こちらもそれぞれの対象経費の全額10割を計上しております。保育環境改善等事業費補助金

につきましては、保育所の感染拡大防止対策費用に対する補助金として100万円を計上して

おります。 

  続いて、８ページをお願いします。 

  16款県支出金、１項１目民生費県負担金につきまして、先ほどの国庫負担金と同様、子ど

も・子育て支援交付金を124万円8,000円追加するものでございます。負担割合としまして

は、国が３分の１、県が３分の１となっております。 

  続きまして、２項７目教育費県補助金につきましては、群馬県教育支援体制整備費補助金

として250万円の計上でございます。こちらは県の単独事業でありまして、こども園の感染

拡大防止対策費用として、１施設当たり50万円が助成されるものでございます。 

  19款繰入金、１項２目財政調整基金繰入金につきましては、それぞれの特定財源等で不足

する財源として、2,248万円1,000円を繰り入れるものでございます。 

  以上が歳入でございます。 

  歳出につきましては、それぞれの担当課長より説明させていただきますので、よろしくお
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願いします。 

○議長（須崎幸一君） 総務課長。 

○総務課長（水出智明君） お世話になります。 

  そうすれば、歳出ですが、２款総務費、１項１目一般管理費でございます。特別定額給付

金給付事業、いわゆる１人10万円を給付するという事業でございますが、４月27日を基準

日としまして、そのときの住民基本台帳に登録されている人口が１万3,465人、世帯は

5,659世帯、これが積算の根拠となっております。総額で13億5,450万円の追加となります。

内訳としますと、給付金が13億4,650万円、事務費が800万円ということになります。 

  続きまして、５目財産管理費でございますが、庁舎管理事業としまして169万9,000円の

追加でございます。万が一、コロナウイルスの感染が役場で起こったときに、庁舎を消毒し

なくてはならないということになりますので、その費用としまして施設管理委託料というこ

とで149万5,000円、それから消毒用の電解水を生成する装置、これは大量に生成できるも

のではなくて、湯沸器みたいなものですけれども、ガスは使わないんですが、１階の授乳室

に設置をしていく予定ということで、そのリース料として20万4,000円を追加いたしました。 

  総務課については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） お世話になります。 

  10ページをお願いいたします。 

  ３款２項１目児童措置費につきましては、1,303万円の追加のお願いでございます。子育

て世帯への臨時特別給付事業につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策にお

いて、子育て世帯の児童手当を受給する世帯に対し、対象児童１人当たり１万円を上乗せす

るための対象者1,217人分と、システム改修費等を見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（堀込恒弘君） お世話になります。よろしくお願いいたします。 

  ２目保育所費では、保育所運営事業に129万6,000円の追加でございます。10節需用費の

消耗品費48万3,000円は、アルコール消毒液、手洗い用洗剤や調理員が使用いたしますマス

クを購入するもの、17節備品購入費81万3,000円は、加湿器13台を購入するものでございま

す。 

  続きまして、３目学童保育費では、学童保育事業に619万8,000円の追加でございます。
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１節報酬97万3,000円は、小学校の臨時休業に伴い、放課後児童クラブを午前中から開設い

たしましたことによります会計年度任用職員報酬の追加でございます。10節需用費の消耗品

費115万1,000円は、放課後児童クラブ４施設で使用いたしますアルコール消毒液、手洗い

用洗剤やマスク等の衛生用品を購入するもの、17節備品購入費100万円は、同じく４施設に

加湿器をそれぞれ４台ずつ購入するものでございます。 

  18節負担金、補助及び交付金307万円4,000円の追加のうち、原町児童クラブ運営費補助

金及び学童保育所ジャンケンポン運営費補助金、それぞれ93万7,000円は、小学校の臨時休

業に伴い、両施設ともに午前中から開設をしていただいたことに対する財政支援のための補

助金でございます。また、放課後児童クラブ支援員等支援金120万円は、４施設の放課後児

童クラブ支援員等と放課後等デイサービス事業所支援員等の40名の対象予定者に対し、１人

当たり３万円を支援金としてお支払いするものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） 11ページをお願いします。 

  ４款１項１目保健衛生総務費につきましては、1,740万円の追加のお願いでございます。

新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、町内の感染症指定医療機関へ医療機器整備

補助金300万円と、地域医療にご尽力していただいている町内の医療機関に従事している方

へ１人当たり３万円の支援金として、対象者480人分の1,440万円を見込んでおります。 

  よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  ７款商工費、１項２目商工振興費でございます。こちらにつきましては商工業対策事業

4,300万円の追加でございます。雇用調整助成金申請費補助金につきましては、助成金支給

に伴う申請業務委託料を１業者につき１回、上限を50万円として補助する事業で、1,500万

円をお願いするものでございます。中小企業事業継続支援補助金は、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた事業者の事業継続を、１業者につき20万円を支援する事業で、2,800万

円のお願いでございます。 

  続きまして、緊急経済対策商品券支給事業でございます。こちらにつきましては、１億

3,873万4,000円の追加でございます。こちらの計算の根拠につきましては、先ほど総務課

のほうで申し上げました人数、世帯数等で計算をしてございますが、まず印刷費の135万円
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は商品券、また送付用の封筒の印刷代、通信運搬費につきましては243万4,000円でござい

ますが、こちらは郵送代でございます。また、町内登録店で使用できる商品券をお一人様１

万円分を支給し、町民生活と地域消費を支えることを目的としております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（堀込恒弘君） 12ページをお願いいたします。 

  10款教育費、１項教育総務費、４目通学バス運営管理費では20万9,000円の追加でござい

ます。10節需用費の消耗品費におきまして、アルコール消毒液を購入するものでございます。 

  続きまして、10款４項こども園費、１目こども園管理費では310万7,000円の追加でござ

います。10節需用費の消耗品費104万5,000円はアルコール消毒液を購入するもの、17節備

品購入費206万2,000円は加湿器33台を購入するものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

  10番、竹渕議員。 

○１０番（竹渕博行君） お世話になります。 

  商工費の中で、町内の中小企業の事業継続支援補助金ということで、１者20万円というこ

とで大変ありがたいことだと思うんですけれども、これについては、うちの町の判断として

20万円ということなんでしょうけれども、ほかの町村でも30万円というところもあったり、

金額的にある程度ばらつきがあると、これは仕方ない部分だと思いますけれども、基本的に

はどういったものを基準にして20万円というような方向になったのか、その辺をちょっとお

聞かせいただきたい。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  まず、20万円というか、商工会に加盟をしている小規模事業者の数、また町内で営業して

いる商工業者、事業者の方をおおむね計算をさせてもらって、そのうちの４分の１程度、百

数十社が困っているのかなというふうなことで計算をさせていただきました。 

  20万円という額につきましては、議員申されますように、30万円がいいのか、10万円で

より広くやったほうがいいのか、いろいろな考えはございましたが、20万円ということで今

回はさせていただいたわけでございます。申請をいただいているのにつきましては、この１
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月から、こちらですけれども、月当たり前年比で３割以上営業収益等が減額になった者に20

万円を補助するという事業になってございます。 

  よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） 新型コロナウイルス対策では大変皆さんにお世話になっておりまして、

ありがとうございます。感謝をいたしております。 

  それで、二、三、質問がございますけれども、新聞報道によりますと、たしか町独自の予

算が大体２億円と、こう書いてございました。今日のこの書類を見ますと、歳出のところ、

６ページのところを見ますと、一般財源として約１億1,200万円ほど支出されているわけで、

この新聞報道のほうのと食い違いがあるんですけれども、そのほかに何か町独自の事業をや

る予定なんでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（須崎幸一君） 企画課長。 

○企画課長（関 和夫君） お世話になります。 

  今回の補正の総額につきましては、15億7,900万円余という数字なんですけれども、この

補正額の中には、先ほどご説明いたしました特別定額給付金事業、これは国の10割の事業と

いうことで、合計13億5,000万円ほど入っております。それらの国の直接の補助事業につい

て除きまして、町の単独事業ということで、おおむね２億円ほどがこの予算の中に組み込ま

れているということでございます。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） 分かりました。そういう意味で約２億円ということを新聞報道でされ

たということで、これは理解いたします。 

  次に、商工費についてちょっと質問、先ほども同僚議員から質問がございました。これに

ついては、国の場合は50％以上というような売上げ減少がないと駄目だということで、大変

厳しい条件がついており、なかなかクリアするのが大変だろうと思います。 

  町では、先ほど説明がございましたように、30％以上というようなご説明があったんです

けれども、それで20万円ということになるわけですけれども、30％以上、特に中小のいろ

いろ商売やられている方というのは、本当に大変厳しい条件下で商売をやられております。

ですから、30％売上げの減少がないと駄目だというような条件があるようですけれども、こ
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の辺について、もうちょっと下げるというようなことは考えておりませんでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  町のほうでは30％減額で20万円と、月の当たりの計算でございますが、やってございま

す。この間、コロナでなくても、例えば10％程度の波というのは、普通の営業の中でも発生

をしているのかな、そこで、だから20％ぐらいまでも発生している。ただ、うちのほうで

30％とさせてもらったのは、国で、先ほど申されましたように50％ということでやってお

りまして、より国よりかは実際に事業者さんと近いところにいる町としては、30％というこ

とで予算の根拠、また補助金交付要綱の根拠は30％とさせていただきました。それよりか少

ない額だと、その影響以外の波もやっぱり、例えば高齢者によるお客さんの減少とか、そう

いうのもございまして、それが直接コロナの影響なのか、そこら辺の見極めもございますの

で、30％ということでさせていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） 一応説明は理解したつもりであります。ただ、今回の要望書には10％

以上の減少があったらやってほしいような、これたしか要望書なんでしょうね、まだ完全に

読んではいないんですけれども。そういうことで、確かに10％ぐらいの前後がございますけ

れども、もうちょっと手厚くやられてもいいんではないかなというような気がしますので、

ぜひこの辺をよろしくお願いできればと思います。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） ご意見をお聞きしておきまして、また、商工会からの

要望書につきましても私どもも預かってございます。検討させていただきます。よろしくお

願いします。 

○議長（須崎幸一君） 10番、竹渕議員。 

○１０番（竹渕博行君） 今回これは専決ということで、よりスピード感を持って、やはり町

民に支給しなければならんというような予算でございますので、基本的に先ほど課長が説明

したとおり、うちの町では取りあえず１者20万円ということで、それはそれでいいんだと思

うんですが、新型コロナ、これが現在も終息していないというような中で、やはり柔軟性を

持って、今後、例えば２回目支給するだとか、これは仮定でありますけれども、基本的には

事業者に直接支払うお金というものも非常に大事なことだと思いますし、また、緊急経済対
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策の商品券、これについては町民１人当たり１万円の商品券が配付され、町内事業者、商工

業者というんですか、登録をした業者で買物ができると、これは幅広く町民に直接町として

支給ができて、そして町の商工業の支援になると、非常に大事なものだと思いますので、こ

れはこれとして、これを例えば第２回、第３回というような形で柔軟性を持って行っていた

だければありがたいなというふうに思いますけれども、これは仮定の話です。 

  この辺は課長に話ししてもちょっと答弁に困ると思いますので、町長にお尋ねを最後にさ

せていただいて、終わりにさせていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 竹渕議員のお尋ねの件でございますけれども、これにつきましては、

議員の趣旨、理解できます。今後の状況を見ながら、町として十分に検討してまいりたいと

思います。 

○議長（須崎幸一君） よろしいですか。 

○１０番（竹渕博行君） 結構です。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 商工費の関係でありますけれども、この緊急対策に対しての商品券の

支給ということでありますが、これにつきましては、コロナの終息後に商品券を配付すると

いうような通知があったと思いますけれども、その判断基準はどのように考えておるのか。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  緊急事態宣言も一応下ろされたということでございます。私どもとしましては、もうすぐ

に発送したいなというふうに考えております。 

  余計な話ですが、本日印刷をしたものが一部上がってまいりました。至急にもう皆さんに

お配りをして、地域の商店で使っていただけるようにしていきたいと思っています。よろし

くお願いします。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 分かりました。早急に対応していただきましてありがとうございます。 

  続きまして、４ページでありますけれども、19番の繰入金の2,248万1,000円、この数字

の根拠は何でしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 企画課長。 

○企画課長（関 和夫君） 今回のこの繰入金につきましては、財政調整基金の繰入れという
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ことで、今回の財源につきましては、国あるいは県からの補助金等、特定財源となります。

そういう特定財源を除いたところに、特別交付税ということで、最初に国のほうからの指示

では、今回のコロナ対策事業に係る単独事業については、特別交付税措置、おおむね0.8、

８割を特別交付税措置を行うというお話がありました。先ほど言ったその国・県補助金、そ

れと特別交付税の８割分を除いた分がどうしても一般財源ということで、負担する必要があ

るということで、その不足する財源を財政調整基金から繰上げして、財源に充てるというも

のでございます。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 分かりました。特別交付税の0.8％という数字であるということで解

釈してよろしいでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 企画課長。 

○企画課長（関 和夫君） 特別交付税につきましては、事項別明細書の７ページの一番上段

をご覧いただきたいんですけれども、こちら11款地方交付税、この中の特別地方交付税

8,992万8,000円、こちらが国・県補助金等を除いた部分に対して0.8、80％の額を特別地方

交付税として見込んでおります。さらに、おおむねこの0.2ですね、20％ほど不足する部分

を、最後の繰入金として財政調整基金のほうから繰り入れるという形で予算編成をさせてい

ただいております。 

○議長（須崎幸一君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 先ほど質問した商工の緊急経済対策商品券支出事業、１万円という

話ですが、これの使えるお店はどの範囲で考えているんですか。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） 町内のお店でございます。まずは、５月末までに申込

みをお店のほうから申請をいただきまして、登録店舗ということでさせてもらってございま

す。この後についても、随時、12月まで使えるということでやっていきたいというふうに考

えておりますので、追加で店舗登録は受付をするということでやっておりますけれども、今、

106者だったかな、お店の登録が来てございます。今、言った106者は間違っていたらごめ

んなさい。 

  そんなんで、もうずっとお店のほうに案内を差し上げまして、今までプレミアム商品券と
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かいろいろやってきて、今まで協力いただいたお店さんには、こちらから直接通知を差し上

げて、またあと、広報等でお知らせをしながら登録店舗を募ってまいりました。それが５月

末でまず一回まとまってございます。この後も追加を受け付けて、町内で使ってもらうと、

そういう形になってございます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 前回のときに使える券と使えない券で、ある程度商工会に入ってい

る小さいお店のところと、それから大きいスーパーでも使える券と分けていたと思うんです

が、その辺はどういう扱いになるんですか。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  今回の１万円につきましては、その登録店舗、全て平等に使うという形になってございま

す。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） じゃ、全ての、うちの町に存在し得る商店に関しては使えるという

解釈でよろしいわけですね。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） 登録店舗、申請をしていただいた店舗でございます。

よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  ７番、里見議員。 

○７番（里見武男君） 特別定額給付金ですか、これは４月27日を基準日ということで、４月

27日に生まれた子ですか、出生届された人は27日にやれば、27日が基準日ですからもらえ

るんですが、例えば４月28日に出生届をなされたときはもらえないです。これはそれでいい

と思うんですが、違う自治体では、同級生、要するに今年の４月２日から来年の４月１日ま

でに生まれた子には支給するという自治体もあるんですが、当町ではそういう考えはありま

せんか。 

○議長（須崎幸一君） 総務課長。 

○総務課長（水出智明君） 当町においては、国が示したマニュアルに準拠してやっています

ので、そのパターンの場合には支給はしないという判断で今、事業を進めております。 
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○議長（須崎幸一君） よろしいですか。 

○７番（里見武男君） はい。 

○議長（須崎幸一君） ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

  討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、町長報告のとおり承認することに賛成の方は起立願

います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は承認されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎同意第１号の上程、説明、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第５、同意第１号 東吾妻町教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 同意第１号 東吾妻町教育委員会委員の任命について、提案理由の説

明を申し上げます。 

  教育委員は、地方教育行政法第４条の規定により、人格が高潔で、教育、学術、文化に関

し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て町長が任命するものでございます。任期は

４年でございます。 
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  現在、教育委員としてお世話になっております齋●貴史さんは、６月20日をもって任期満

了になりますが、引き続き保護者代表委員として任命したいと考えております。 

  齋●さんは平成28年６月21日に教育委員に就任し、現在、教育長職務代理者を務めてお

りまして、知識と経験を備えていることから適任者と考えておりますので、ご同意くださる

ようお願い申し上げます。ご同意いただければ、６月21日付で任命する予定でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件につきましては、人事案件ですので、質疑、自由討議、討論を省略して、直ちに採決

を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 異議なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件につきましては、原案のとおりこれを同意することに賛成の方は

起立願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は同意されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（須崎幸一君） 日程第６、報告第１号 令和元年度東吾妻町一般会計繰越明許費繰越

計算書についてを議題といたします。 

  説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 報告第１号 令和元年度東吾妻町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いての説明を申し上げます。 

  この繰越明許費繰越計算書につきましては、令和元年度中の補正予算においてご議決いた

だきました繰越明許費補正の計算書で、合計18事業がございます。一覧のとおり、繰越事業

費の繰越額及び財源内訳となっております。 
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  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  以上で、本件の報告を終了いたします。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（須崎幸一君） 日程第７、報告第２号 令和元年度東吾妻町地域開発事業特別会計繰

越明許費繰越計算書についてを議題といたします。 

  説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 報告第２号 令和元年度東吾妻町地域開発事業特別会計繰越明許費繰

越計算書についての説明を申し上げます。 

  この繰越明許費繰越計算書につきましては、３月議会においてご議決をいただきました繰

越明許費補正の計算書でございます。繰り越した事業につきましては、８月末までに完了す

る予定でございます。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  以上で、本件の報告を終了いたします。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第４号の上程、説明、議案調査 
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○議長（須崎幸一君） 日程第８、議案第４号 東吾妻町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第４号 東吾妻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の対策に伴い、町独自で実施する

事業の一部財源を確保することや、町民の家計負担の増などに配慮する観点から、町長、副

町長、教育長の給与の減額を特例的に措置するものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  総務課長。 

○総務課長（水出智明君） お世話になります。 

  そうすれば、議案書をめくっていただきまして、新旧対照表があると思いますが、ここを

ご覧いただきまして、附則の部分になります。特別職の給与を10％削減するものでございま

す。期間は７月から12月の６か月間ということになります。また、この期間におけます期末

手当についても、10％減の給与を算定の基礎といたします。減額分の額につきましては、町

長、副町長、教育長の３人で151万7,000円ほどとなります。この減額分は町で独自で行い

ます新型コロナウイルス感染症対策事業の財源等に充てていくという予定でございます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いをいたし

ます。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第５号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第９、議案第５号 東吾妻町防災行政無線施設の設置及び管理に
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関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第５号 東吾妻町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、吾妻広域消防本部移転に伴う防災無線遠隔制御局の位置変更と名称を改め

させていただくものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご議決をくださ

いますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  総務課長。 

○総務課長（水出智明君） それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

  町長が申し上げたとおり、吾妻広域消防本部が移転することに伴いまして、吾妻広域消防

本部の東部消防署に設置をしてあります防災行政無線の遠隔制御局の設置場所、これも移転

に伴いまして変更になるということで、原町35番地から植栗1174番地１に改正をするもの

でございます。 

  また、設置場所の名称が、改正前は「吾妻広域東部消防署内」となっておりましたが、こ

の今回の移転の改正に合わせまして、「吾妻広域消防本部東部消防署内」という名称に改め

るものでございます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第６号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第10、議案第６号 東吾妻町監査委員条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 
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  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第６号 東吾妻町監査委員条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、県市町村公平委員会の共同設置により、町公平委員会が廃止となったこと

に伴い、改定するものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決をくださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  総務課長。 

○総務課長（水出智明君） これにつきましても、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

  町長提案理由のとおり、県での共同設置によりまして、町の公平委員会が廃止となったと

いうことで、条文中から「公平委員会」という文言を削除するものでございます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第７号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第11、議案第７号 東吾妻町職員団体の登録に関する条例の一部

を改正する等の条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第７号 東吾妻町職員団体の登録に関する条例の一部を改正する

等の条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、県市町村公平委員会の共同設置により、町公平委員会が廃止となったこと
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に伴い、改正するもの及びこれに併せて町公平委員会設置条例を廃止するものであります。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  総務課長。 

○総務課長（水出智明君） これにつきましても、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

  先ほど来言っております県での共同設置によりまして、町の公平委員会が廃止となったた

めに、条文中にある「東吾妻町公平委員会」を「公平委員会」に変えるものでございます。

この改正後の公平委員会は、群馬県市町村公平委員会と読み替えるものとします。 

  もう一つは、「すべて」という平仮名を漢字に改正するものでございます。 

  また、その前のページをご覧いただきまして、改め文の第２条のところでございますが、

ここで東吾妻町公平委員会設置条例の廃止を規定することによりまして、この条例を廃止を

するという内容でございます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第８号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第12、議案第８号 東吾妻町固定資産評価審査委員会条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第８号 東吾妻町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、条文中で引用している法令名が変わることに伴い、改定するものでござい

ます。 
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  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  総務課長。 

○総務課長（水出智明君） これにつきましても、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

  条文中で引用しております法律名及び条項が、改正前につきましては、「行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律第３条第１項」だったものが、法律名が変わりまし

て、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項」に変わるものでご

ざいます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いをいたし

ます。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第９号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第13、議案第９号 吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第９号 吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  吾妻峡温泉天狗の湯の使用料金につきましては、令和２年７月１日に改定をされます。現

在ご利用いただいております回数券及び定期券の条例改正後の使用について、附則の追加を

お願いするものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご議決をくださ

いますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 
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  まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  こちらにつきましても、１枚はぐってもらって、新旧対照表の新のほうしかございません

が、見ながらお聞きください。 

  吾妻峡温泉天狗の湯の使用料金につきましては、本年７月１日に改定をされます。現在お

客様にご利用いただいております回数券及び定期券の料金、改定後の使用につきましては、

そのまま１回または期日までご利用いただける旨、説明をしてまいりました。このたびは、

吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の附則に（経過措置）を追加し、使用料金の改定以前に購入

された回数券及び定期券については、使用料条例改正後の規定によらず使用できる旨を明記

するものでございます。 

  町民の皆様により親しまれる施設となるよう、指定管理者と協力してまいりますので、ご

審議をいただき、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１０号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第14、議案第10号 東吾妻町介護保険条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第10号 東吾妻町介護保険条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、令和元年10月から消費税の引上げに伴い、低所得者の介護保険料の軽減強

化を行うための条例改正でございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決をくださいます

ようお願いいたします。 
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○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） お世話になります。 

  今回の改正は、ただいま町長からの提案理由のとおり、令和元年10月以降の消費税率引上

げに伴いまして、その財源を手当にして低所得者の保険料の軽減強化を行うものです。これ

は、国で進めております社会保障と税の一体改革の一環でありまして、消費税の引上げによ

る増税分を安定財源として介護保険料の軽減を行うものです。対象者は低所得の第１号被保

険者となりまして、第１段階、第２段階及び第３段階のいわゆる非課税世帯で65歳以上の方

が減額の対象となります。 

  介護保険施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令が令

和２年４月１日から施行されたため、具体的な減額幅が示され、令和２年４月分の保険料か

ら適用することになりました。 

  改め文をご覧ください。 

  具体的な保険料といたしましては、第１段階が年額２万4,800円を１万9,800円に、第２

段階が４万1,300円を３万3,000円に、第３段階につきましては４万7,900円を４万6,200円

にそれぞれ減額するものです。この減額された保険料相当につきましては、国が２分の１、

県が４分の１、町が４分の１を、一般会計を通じて介護保険特別会計へ繰り入れることとな

ります。これは、平成26年に施行されました地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されまして、保

険料を減額賦課した額を一般会計から繰り入れる仕組みが創設されております。 

  今回の条例改正に伴います一般会計及び介護保険特別会計の補正につきましては、後ほど

改めてお願いをさせていただきます。 

  また、減額に伴う本年度の保険料につきましては、特別徴収及び普通徴収ともに平準化し

て徴収する予定です。 

  以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いをいたし

ます。 

  ここで11時15分まで休憩といたします。 

（午前１１時００分） 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１１号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第15、議案第11号 東吾妻町税条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第11号 東吾妻町税条例の一部を改正する条例について、提案理

由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、令和２年４月30日、地方税法の一部を改正する法律が公布され、同日施行

となりました。この改正を受けて、東吾妻町税条例等の一部を改正するものでございます。 

  主な改正内容は、新型コロナウイルス感染症等に係る特例に関連する規定の整備でござい

ます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  税務課長。 

○税務課長（谷 直樹君） お世話になります。 

  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた納税者への対応を行うため、

地方税法の一部を改正する法律が令和２年４月30日公布施行されたことに伴う東吾妻町税条

例の一部改正が主なものでございます。 

  新旧対照表をご覧ください。 

  初めに、第１条から説明させていただきます。 

  第81条の９の改正につきましては、令和元年10月１日に施行されました軽自動車税の環
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境性能割の施行に伴う改正でございます。「軽自動車税」を「種別割」に改めるものでござ

います。 

  続いて、附則第10条の改正につきましては、地方税法附則第61条、新型コロナウイルス

感染症等に係る中小事業者等の家屋や償却資産に対する固定資産税の特例及び同法附則第62

条、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定

資産税の課税標準の特例の新設に伴う改正でございます。 

  法附則第61条では、中小事業者等が所有する償却資産及び事業の用に供する家屋に係る固

定資産税について、新型コロナウイルス感染症の発生により売上高が減少している場合、令

和３年度分に限り軽減措置を講ずるものでございます。 

  また、法附則第62条は、生産性向上特別措置法に規定する計画に位置づけられた一定の事

業の用に供する家屋や構造物を適用対象に追加、また適用期限を２年間延長する措置を講ず

るものでございます。 

  続いて、附則第10条の２の改正につきましては、地方税法附則第15条、固定資産税等の

課税標準の特例の改正に伴う改正でございます。地方決定型地方特例措置、いわゆるわがま

ち特例となる課税標準の特例について、条例において割合を定める措置を講ずるものでござ

います。先ほど附則第10条と関連するものでございます。 

  続いて、附則第15条の２の改正につきましては、地方税法附則第29条の８の２、軽自動

車税の環境性能割の非課税の改正に伴う改正でございます。軽自動車を取得した場合の環境

性能割の税率を１％分軽減する特例措置について、その適用期限を６月延長する措置を講ず

るものでございます。 

  ２ページになります。 

  続いて、第24条の改正につきましては、地方税法附則第59条、新型コロナウイルス感染

症等に係る徴収猶予の特例の新設に伴う新設でございます。地方税法附則第59条第３項にお

いて準用する法の規定において、条例に委任している事項の細目を定める措置を講ずるもの

でございます。新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年２月１日以降に一定の

期間において納税者の事業収入の減少等がある場合及び納入することが困難であると認めら

れた場合に、納期限から１年間に限り、その徴収を猶予することができる措置を講ずるもの

でございます。 

  ３ページになります。 

  続いて、第２条について説明させていただきます。 
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  10条の改正につきましては、地方税法附則第63条及び地方税法附則第64条の改正の条ず

れに伴う条ずれを反映するものでございます。また、第10条の２の改正につきましても、

10条と同様に地方税法附則64条の改正により、条ずれに伴う条ずれを反映するものでござ

います。 

  続いて、第25条の改正につきましては、地方税法附則第60条、新型コロナウイルス感染

症等に係る寄附金税額控除の特例の新設に伴う新設でございます。イベントを中止等した事

業者に対する払戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における措

置を講ずるものでございます。 

  ４ページになります。 

  続いて、26条の改正につきましては、地方税法附則第61条、新型コロナウイルス感染症

等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の新設に伴う新設でございます。住宅ローン控除

の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応と、その適用期限を令和16年度分の個人

住民税まで延長する措置を講ずるものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いをいたし

ます。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１２号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第16、議案第12号 東吾妻町地方活力向上地域における固定資

産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第12号 東吾妻町地方活力向上地域における固定資産税の課税の

特例に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の改正は、地域再生法の一部改正が行われたことに伴い、条例改正の必要が生じたた

めに行うものでございます。 



－30－ 30

  主な改正内容は、適用期限の延長に伴う規定の整備でございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  税務課長。 

○税務課長（谷 直樹君） お世話になります。 

  今回の改正は、地域再生法第17条の６、地方公共団体等を定める省令の改正に伴う改正で

ございます。 

  新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

  ２条でございますが、地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令の改正に伴う

適用期限が令和４年３月31日に２年間延長されたことに伴う改正及び租税特別措置法に規定

している条文に合わせた条例の改正でございます。 

  以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１３号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第17、議案第13号 東吾妻町放課後児童クラブの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第13号 東吾妻町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回提案させていただくこの議案は、現在あづまこども園下の青少年支援センター内に設

置をしておりますあづま児童クラブを、東小学校体育館１階部分の東武道館内に移設するた

めの改正でございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご議決をくださ
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いますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  学校教育課長。 

○学校教育課長（堀込恒弘君） よろしくお願いいたします。 

  詳細についてご説明をさせていただきます。 

  本議案につきましては、ただいまの町長の提案説明にありましたとおり、あづま児童クラ

ブをあづまこども園下の青少年支援センターの場所から、東小学校体育館１階部分の東武道

館内に移設をするために改正をお願いするものでございます。 

  それでは、新旧対照表をお願いいたします。 

  改正前の位置、「東吾妻町大字箱島1270番地11」を、改正後は「東吾妻町大字箱島1596

番地１」と改めるものでございます。 

  また、附則にございますとおり、この条例につきましては、令和２年８月１日から施行い

たします。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第18、議案第１号 令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第１号 令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第３号）につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回補正をお願いする額は、歳入歳出ともに３億4,174万4,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を101億173万1,000円とするものでございます。 
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  今回の補正につきましては、４月の人事異動に伴う人件費補正に加え、新型コロナウイル

スの影響で国のＧＩＧＡスクール構想が加速したのを受けまして、小・中学校の情報機器整

備や太田小学校の改修工事費などを計上しております。 

  詳細につきましてはそれぞれの担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決をく

ださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  企画課長。 

○企画課長（関 和夫君） お世話になります。 

  それでは、一般会計補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  令和２年度一般会計補正予算（第３号）でございます。 

  初めに、第１条ですが、今回補正をお願いする額は、歳入歳出それぞれ３億4,174万

4,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ101億173万1,000円とするものでございます。

第２条につきましては、繰越明許費の補正、第３条は地方債の補正でございます。 

  次に、詳細について説明いたします。 

  ５ページをお願いいたします。 

  第２表繰越明許費補正につきましては、太田小学校改修事業２億4,762万3,000円の追加

のお願いでございます。 

  第３表地方債補正につきましては、道路整備事業（過疎債）の借入限度額２億1,200万円

を２億3,430万円に、小学校施設整備事業（過疎債）の限度額560万円を１億8,580万円にそ

れぞれ増額変更するものでございます。 

  続きまして、９ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  11款地方交付税、１項１目といたしまして、普通地方交付税1,194万8,000円の追加でご

ざいます。 

  次に、15款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金です。児童手当交付金25万6,000円に

つきましては、マイナンバー情報連携に伴うシステム改修に係る追加でございます。低所得

者保険料軽減負担金437万8,000円につきましては、昨年の消費増税に伴いまして、低所得

者の介護保険料の軽減強化として、軽減分の２分の１を国が負担するものでございます。 

  同じく国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金としまして、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金534万1,000円の追加と、特別定額給付金給付事務費補助金200万円の
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追加でございます。 

  ６目教育費国庫補助金につきましては、小・中学校の生徒１人１台の情報機器端末を整備

する国のＧＩＧＡスクール構想に伴いまして、公立学校情報機器整備費補助金2,376万円と、

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金667万7,000円の追加でございます。

学校施設環境改善交付金6,733万2,000円につきましては、太田小学校改修事業に伴う追加

でございます。学校臨時休業対策費補助金115万5,000円につきましては、今回の新型コロ

ナの影響による、食材等の仕入れ先に対する補償金の４分の３を国が負担するものでござい

ます。 

  続きまして、10ページをお願いいたします。 

  16款県支出金、１項１目民生費県負担金につきましては、先ほどの国庫負担金同様に低所

得者介護保険料軽減負担金として218万9,000円、県が４分の１を負担するものでございま

す。 

  同じく、県支出金、２項７目教育費県補助金につきましては、ＩＣＴ教育環境整備費県補

助金130万6,000円の追加でございます。こちらもＧＩＧＡスクール構想に伴う県推奨の学

習支援ソフトに対する補助金となります。 

  ３項３目教育費委託金につきましては、群馬県立吾妻特別支援学校給食委託金125万

7,000円の追加でございます。 

  21款諸収入、４項６目ダム関連事業雑入につきましては、水源地域活性化支援事業3,542

万円の減額でございます。７目雑入でございます。町道植栗・十二ヶ原線整備事業費4,707

万4,000円の追加につきましては、上信自動車道建設事業に伴う県の追加負担金となります。

多面的機能支払交付金過年度返還金79万1,000円につきましては、過去５年分の精算金でご

ざいます。オリンピック観戦事業負担金につきましては、開催の延期が決定されたことに伴

っての減額でございます。 

  11ページをお願いします。 

  22款町債、１項４目土木債につきましては、道路整備事業債（過疎債）2,230万円の追加

と、５目教育債、小学校施設整備事業債（過疎債）１億8,020万円の追加でございます。そ

れぞれの事業費の増加に伴っての追加でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  歳出につきましては、それぞれの担当課長より説明させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 
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○議長（須崎幸一君） 総務課長。 

○総務課長（水出智明君） お世話になります。 

  そうすれば、12ページの歳出をお願いいたします。 

  １款１項１目議会費でございますが、４月の人事異動に伴う職員人件費の補正でございま

して、409万9,000円の減額でございます。 

  続きまして、２款総務費、１項１目一般管理費でございます。説明欄にいきまして、職員

人件費につきましては、人事異動に伴うもので2,841万8,000円の減額でございます。次の

13ページ、一番上段の特別定額給付金給付事業につきましては、時間外勤務手当として200

万円の追加でございます。一般管理費合計で2,641万8,000円の減額となります。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） お世話になります。 

  17目地域活性化対策費でございます。こちらにつきましては、まず地域活性化事業で会計

年度任用職員退職手当組合負担金65万6,000円につきましては皆減でございます。 

  続きまして、吾妻渓谷活性化対策事業、こちらにつきましては52万4,000円の追加のお願

いでございます。測量・設計・監理委託料の48万円の追加は、群馬県への委託料に対して事

務費の追加分でございます。財源としましては下流都県からの基金の歳入が見込まれてござ

います。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 税務課長。 

○税務課長（谷 直樹君） 続きまして、２款２項１目税務総務費でございます。人事異動に

伴います人件費361万5,000円の増額のお願いでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 町民課長。 

○町民課長（片貝将美君） お世話になります。 

  それでは続きまして、３項１目戸籍住民基本台帳費393万6,000円の追加のお願いでござ

います。人事異動に伴う職員人件費でございます。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 建設課長。 

○建設課長（福原治彦君） 大変お世話になります。 

  ７項１目のダム対策総務費でございますが、７万1,000円の増額でございます。これにつ
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きましては人事異動に伴う人件費の増額でございます。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） お世話になります。 

  続きまして、３款の民生費でございます。１項１目の社会福祉総務費737万2,000円の減

額のお願いでございます。社会福祉事業におきましては、人事異動に伴う人件費の減額でご

ざいます。 

  15ページをお願いいたします。 

  次に、４目の老人福祉費915万5,000円の追加のお願いでございます。老人福祉事業の介

護保険特別会計繰出金875万6,000円の追加につきましては、低所得者保険料軽減分であり

まして、後ほど介護保険特別会計でご説明させていただきます。地域包括支援センター事業

につきましては、人件費39万9,000円の追加でございます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 町民課長。 

○町民課長（片貝将美君） それでは続きまして、６目国民健康保険費204万1,000円の減額

のお願いになります。これにつきましても人事異動に伴う職員人件費でございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） 次に、３款２項１目の児童措置費1,217万7,000円の追加の

お願いでございます。システム改修委託料38万5,000円は、児童手当に係るマイナンバー情

報連携体制整備事業のシステム改修費の追加でございます。みらい子育て臨時支援金につき

ましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、６月１日の基準日に町内に住

所があり、現在中学３年生までの子供及び令和２年度中に出産予定の妊産婦に対し、１人当

たり１万円のプリペイドカードを配付するための対象者1,150人分の支援金1,150万円と郵

送料等の追加でございます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（堀込恒弘君） よろしくお願いいたします。 

  16ページをお願いいたします。 

  ３款２項２目保育所費では、保育所運営事業で1,083万7,000円の減額のお願いでござい

ます。２節給料から４節共済費まで人事異動に伴います一般職と会計年度任用職員の人件費

となります。 
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  続きまして、３目学童保育費では、学童保育事業で288万4,000円の追加のお願いでござ

います。３節職員手当等45万円の減額は人事異動に伴います会計年度任用職員の期末手当を

減額するものでございます。10節需用費では278万5,000円の追加のお願いでございます。

消耗品費28万8,000円の追加は、７月１日に開設することとなりましたいわしま児童クラブ

に、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、アルコール消毒液や手洗い用洗剤、マス

クほか衛生用品を購入するものでございます。これは令和２年度一般会計補正予算（第２

号）において、町内にございます他の放課後児童クラブ４施設に対して行った措置と同様の

対応をするためのものでございます。庁舎等修繕料249万7,000円の追加は、いわしま児童

クラブ園庭の遊具撤去やメンテナンスに要する費用と、学童保育所ジャンケンポンが現在使

用しております旧太田幼稚園建物のトイレや門扉等の修繕に要する費用でございます。 

  14節工事請負費22万円の追加は、議案第13号でお願いをいたしておりますあづま児童ク

ラブの移設に伴います電話引込み工事費用でございます。17節備品購入費では32万9,000円

の追加のお願いでございます。いわしま児童クラブに、他の４施設同様に新型コロナウイル

ス感染拡大防止対策として加湿器を購入する費用と、いわしま児童クラブには特別な支援を

要するお子様の利用が予定されておりますため、簡易診察台等を購入する費用でございます。 

  ３款民生につきましては、以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） 17ページをお願いいたします。 

  続きまして、４款１項１目保健衛生総務費29万9,000円の追加でございます。保健総務費

840万5,000円は、保健センターの人事異動に伴う人件費の追加でございます。 

  次の国民健康保険特別会計施設勘定繰出金810万6,000円の減額は、後ほど本特別会計で

説明いたしましますので、よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 農林課長。 

○農林課長（飯塚順一君） お世話になります。 

  ６款１項１目農業委員会費31万8,000円の減額のお願いでございます。人事異動に伴う人

件費の減額でございます。 

  続きまして、２目の農業総務費では544万7,000円の減額のお願いでございます。これも

人事異動に伴う人件費の減額でございます。 

  次ページをお願いいたします。 

  ３目農業振興費では155万1,000円の追加のお願いでございます。農業振興対策事業の農
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業機械導入事業補助金及び直売所施設管理事業の修繕料の追加でございます。 

  ６目農地費では59万4,000円の追加のお願いでございます。多面的機能支払交付金事業の

還付金の追加でございます。 

  続いて、２項１目林業振興費では、林地台帳管理システム構築業務委託料の追加、また森

林環境譲与税基金積立金の減額のお願いでございます。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（武井幸二君） ７款１項１目商工総務費でございます。こちらにつき

ましては、商工総務費としまして266万9,000円の減額のお願いでございます。一般給料か

ら職員共済組合負担金までにつきましては、人事異動によるものでございます。また、社会

保険料、こちらにつきましては観光協会事務局の職員１名、再任用の職員を配置したことに

よる社会保険料の追加でございます。費用弁償の７万円につきましては、キャンプ場の係員

の通勤手当をこちらに盛り込ませていただきました。よろしくお願いします。 

  続きまして、３目観光費でございます。こちらにつきましては、東吾妻町観光協会補助金

の200万円の減額でございます。先ほどのところで観光協会の職員１名、再任用職員を充て

ることによりまして、観光協会としての人件費１名分が減になるということで、200万円の

減額ということにさせていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 建設課長。 

○建設課長（福原治彦君） ８款１項１目道路橋りょう総務費1,093万2,000円の追加のお願

いでございます。これにつきましては、人事異動に伴う人件費の増額でございます。 

  続きまして、20ページをお願いいたします。 

  １項３目道路改良費6,928万2,000円の追加のお願いでございます。これにつきましては、

上信自動車道関連事業の町道植栗・十二ヶ原線の道路改良事業に伴う16節の土地購入費

2,477万8,000円、18節町道植栗・十二ヶ原線整備事業負担金45万8,000円、21節補償金

4,404万6,000円の増額でございます。 

  続きまして、３項１目公営住宅管理費450万円の追加のお願いでございます。これにつき

ましては、上河原団地排水路整備事業の14節工事請負費の増額でございます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（堀込恒弘君） 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費では243万
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3,000円の追加のお願いでございます。説明欄をご覧ください。事務局費では519万4,000円

の追加のお願いでございます。２節給料において、特別職給料32万5,000円の減額は議案第

４号に係る減額でございます。特別職給料を除く２節給料から４節共済費までと18節負担金、

補助及び交付金は、人事異動に伴います一般職と会計年度任用職員の人件費となります。次

のオリンピック観戦事業では、本年度の夏季オリンピック開催が延期されたことに伴い、

276万1,000円を皆減するものでございます。 

  続きまして、５目給食センター運営管理費では915万8,000円の減額のお願いでございま

す。２節給料から４節共済費までと、次ページの18節負担金、補助及び交付金では、人事異

動に伴います一般職と会計年度任用職員の人件費となります。10節需用費における庁舎等修

繕料48万8,000円の追加は、給食センター外調・空調機８台分のフィルター交換を行うもの

でございます。また、21節補償金154万1,000円の追加は、国の要請に基づいた３月４日か

ら３月27日の学校臨時休業期間を対象期間として、町から３月分の給食食材の発注を受けて

おりました町内５業者と町外１業者に対し、その費用を学校臨時休業対策費補助金の名目で

お支払いをするものでございます。 

  続きまして、10款２項小学校費、１目小学校管理費では、学校管理費事務局分について

214万3,000円の減額のお願いでございます。３節職員手当等、４節共済費、18節負担金、

補助及び交付金ともに人事異動に伴います会計年度任用職員の人件費となります。 

  次の３目小学校施設整備費では、太田小学校改修工事の実施と、児童生徒１人１台端末及

び高速大容量の通信ネットワークの一体的整備を行うとしたＧＩＧＡスクール構想に対応す

るため、２億8,466万4,000円の追加をお願いするものでございます。11節役務費の検査手

数料８万円は、太田小学校改修工事に伴います建築確認申請手数料及び完成検査手数料の追

加、12節委託料440万円は改修工事に伴う設計監理業務委託料の追加でございます。13節使

用料及び賃借料228万5,000円の追加は、ＧＩＧＡスクール用の県推奨学習支援ソフトウエ

ア506台分のリース料167万円と、フィルタリングソフトウエア506台分の追加費用61万

5,000円でございます。 

  14節工事請負費では、太田小学校改修工事に２億4,318万3,000円の追加と、タブレット

電源保管庫設置工事等のＧＩＧＡスクールネットワーク環境施設整備費に966万7,000円の

追加をお願いするものでございます。17節備品購入費2,504万7,000円の追加は、児童用タ

ブレット端末506台分の購入費でございます。 

  今回お願いをいたしております太田小学校改修工事においては、太田地区の放課後児童ク
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ラブを太田小学校内に設置するための改修も含めて検討をしております。また、この太田小

学校改修事業では、繰越明許費補正として２億4,762万3,000円の繰越明許費の追加をお願

いさせていただいておりますので、併せてよろしくお願いいたします。 

  続きまして、10款３項中学校費、１目中学校管理費では、学校管理費事務局分について

104万5,000円の減額のお願いでございます。２節給料、３節職員手当等ともに人事異動に

伴います一般職の人件費となります。 

  ３目中学校施設整備費では、統合中学校施設整備事業に1,915万4,000円の追加のお願い

でございます。13節使用料及び賃借料129万2,000円の追加は、ＧＩＧＡスクール用の県推

奨学習支援ソフトウエア286台分のリース料94万4,000円と、フィルタリングソフトウエア

286台分の追加費用34万8,000円でございます。14節工事請負費では、タブレット電源保管

庫設置工事等のＧＩＧＡスクールネットワーク環境施設整備費に370万5,000円の追加のお

願いでございます。17節備品購入費1,415万7,000円の追加は、生徒用タブレット端末286台

分の購入費でございます。 

  10款４項こども園費、１目こども園管理費では、こども園管理費事務局分について1,074

万5,000円の減額のお願いでございます。２節給料から４節共済費、次ページの18節負担金、

補助及び交付金は、人事異動に伴います一般職と会計年度任用職員の人件費となります。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（丸橋 昇君） お世話になります。 

  社会教育課の10款５項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。社会教育総務費

92万1,000円の増額のお願いでございます。これは職員の人事異動に関係する人件費等でご

ざいます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件は議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第２号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第19、議案第２号 令和２年度東吾妻町国民健康保険特別会計補
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正予算（第１号）を議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第２号 令和２年度東吾妻町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回補正をお願いする施設勘定についてご説明申し上げます。 

  歳入歳出それぞれ810万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を7,718万6,000円とする

ものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご議決をくださ

いますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  町民課長。 

○町民課長（片貝将美君） それでは、国民健康保険特別会計の補正についてご説明申し上げ

ます。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第１表施設勘定でございますが、歳入歳出それぞれ810万6,000円を減額し、予算総額を

7,718万6,000円とするものでございます。 

  続いて、４ページをお願いいたします。 

  歳入でございますが、４款１項１目一般会計繰入金としまして810万6,000円の減額とな

ります。 

  次に、歳出、１款１項１目一般管理費でございますが、人事異動に伴う職員人件費の減額

でございます。 

  以上、国民健康保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  
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◎議案第３号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第20、議案第３号 令和２年度東吾妻町介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第３号 令和２年度東吾妻町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

  今回の補正は、先ほど提案いたしました介護保険条例の一部改正に伴う財源組替えの補正

でございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議の上、ご議決をくださいます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  保健福祉課長。 

○保健福祉課長（加藤俊夫君） 今回の補正は、先ほど町長からの提案理由のとおり、介護保

険条例の一部改正に伴いまして、低所得者の第１号被保険者の保険料を軽減するための財源

組替えの補正でございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入でございますが、１款１項１目の第１号被保険者保険料を875万6,000円を減額し、

７款１項４目の低所得者保険料軽減繰入金を同額の875万6,000円を追加するものでござい

ます。軽減の対象となる第１段階から第３段階までの第１号被保険者合計1,647人が対象と

なります。 

  なお、この低所得者保険料軽減繰入金につきましては、一般会計において国が２分の１、

県が４分の１を負担金として追加して繰り入れるものでございます。 

  以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１４号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第21、議案第14号 工事請負契約の締結について（防災行政無

線固定系デジタル化更新工事 戸別受信機）を議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第14号 工事請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上

げます。 

  防災行政無線固定系デジタル化更新工事は、４年をかけてアナログからデジタルへ整備を

していく予定でございます。今年度は各家庭内の戸別受信機の整備をしていくもので、防災

行政無線固定系デジタル化更新工事 戸別受信機の請負契約についてご審議願うものでござ

います。 

  昨年度に屋外子局を更新整備した経験、知識のあるパナソニックシステムソリューション

ズジャパン株式会社と２億4,585万円で仮契約を締結したものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご議決をくださ

いますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  総務課長。 

○総務課長（水出智明君） お世話になります。 

  今回の工事につきましては、各家庭内にあります戸別受信機の更新工事ということになり

ます。４年計画の３年目でございまして、原町、太田地区、それから岩島地区の一部、これ

は郷原、矢倉地区になりますが、合計で2,850台を整備する予定でございます。 

  この事業につきましては、平成30年度に親局のデジタル化と移設工事、令和元年度が屋外

子局32機の整備、そして今年度と来年度で各家庭の戸別受信機の整備を行います。令和３年

度にはデジタル化完了をしたいというものでございます。 

  議案書をめくっていただくと仮契約書がありますが、議決の日が本契約日ということにな

ります。 

  最終ページに写真が載っておりますが、各家庭に入れる戸別受信機の見本の写真になりま
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す。大きさとしますと、現在使用している戸別受信機とほぼ同じくらいで、若干薄い感じで

ございます。 

  以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１５号の上程、説明、議案調査 

○議長（須崎幸一君） 日程第22、議案第15号 業務委託契約の締結について（東吾妻町防

災・減災省エネルギー設備導入事業委託）を議題といたします。 

  提案理由の説明を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 議案第15号 業務委託契約の締結について、提案理由の説明を申し上

げます。 

  東吾妻町防災・減災省エネルギー設備導入事業委託の業務は、平成30年度からの環境省の

公募申請による補助事業で、本年度が最終事業年度となります。災害時における避難場所等

防災施設におけるエネルギー、主に電力の確保と併せて省エネルギー設備を導入し、ＣＯ₂

の削減を行うことを目的とした施設整備事業であります。今回、角田電気工事株式会社と５

月27日に１億1,713万9,000円で仮契約の締結をしたものでございます。 

  詳細につきましては担当課長より説明させますので、ご審議をいただき、ご議決をくださ

いますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、担当課長の説明を願います。 

  社会教育課長。 

○社会教育課長（丸橋 昇君） お世話になります。 

  それでは、説明させていただきます。 

  町長が申し上げましたとおり、平成30年度からの環境省の公募申請による補助事業で、今

年度が最終事業年度となります。昨年度、平成30年度の繰越事業でお世話になりました東吾
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妻町防災・減災省エネルギー設備導入事業と同じ角田電気工事株式会社と、５月27日に１億

1,713万9,000円で仮契約の締結をしたものでございます。業者の選定につきましては、昨

年度の事業と関連がございますので、随意契約とさせていただきました。履行期間につきま

しては、東吾妻町議会議決の日から令和３年１月20日までとなります。 

  昨年度の事業と同じ二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域の防災・減災と低炭素

化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業）という補助事業で、補助金

の交付申請業務から業務を委託しております。５月27日付で補助金の交付決定通知を頂きま

したので、仮契約を締結し、東吾妻町議会の議決をいただくため、議案の提出でございます。 

  事業内容でございますが、コンベンションホールの空調設備の整備でございます。議案の

資料をご覧ください。図面の１枚目、色塗りがされておりますところが工事の設置場所、コ

ンベンションホールの位置になります。２枚目の図面ですが、室外機、それからＧＨＰ４台

の設置場所と配管等の図面でございます。３枚目はコンベンションホールの１階機械室内に

空調の機械を設置する図面でございます。現在の機械室内の空調関係の機械を撤去し、新た

に８台の空調の機械を設置して、ホール内の冷房、暖房が調節できるように整備をいたしま

す。 

  補助金ですが、既存の設備の撤去費用等を除いた補助基本額１億1,062万7,000円のうち、

8,297万円が補助金でございます。残りの事業費については、地域活性化事業債、充当率

90％、償還時に交付税措置が30％がある起債が対象となります。 

  以上、説明とさせていただきます。契約の締結についてご審議をいただき、ご議決いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  本件を議案調査といたします。６月12日までに調査が終了いたしますようお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎請願書の処理について 

○議長（須崎幸一君） 日程第23、請願書の処理についてを議題といたします。 

  さきの議会運営委員会までに受け付けた請願書は、お手元に配付した請願文書表のとおり

常任委員会に付託しますので、その審査を６月12日までに終了するようお願いいたします。 
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  以上で請願書の処理についてを終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎散会の宣告 

○議長（須崎幸一君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  議員各位に申し上げます。 

  本定例会に提案されました議案につきましては、時間を有効に活用し、十分調査されるよ

う願います。 

  なお、次の本会議は６月15日午前10時から開きますから、ご出席をお願いいたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

（午後 零時０６分） 



令和２年６月15日(月曜日) 

（第 ２ 号） 
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令和２年東吾妻町議会第２回定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和２年６月１５日（月）午前１０時開議 

第 １ 議案第 ４号 東吾妻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一 

           部を改正する条例について 

第 ２ 議案第 ５号 東吾妻町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

           する条例について 

第 ３ 議案第 ６号 東吾妻町監査委員条例の一部を改正する条例について 

第 ４ 議案第 ７号 東吾妻町職員団体の登録に関する条例の一部を改正する等の条例につ 

           いて 

第 ５ 議案第 ８号 東吾妻町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

第 ６ 議案第 ９号 吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

           る条例について 

第 ７ 議案第１０号 東吾妻町介護保険条例の一部を改正する条例について 

第 ８ 議案第１１号 東吾妻町税条例の一部を改正する条例について 

第 ９ 議案第１２号 東吾妻町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する 

           条例の一部を改正する条例について 

第１０ 議案第１３号 東吾妻町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正 

           する条例について 

第１１ 議案第 １号 令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第３号）について 

第１２ 議案第 ２号 令和２年度東吾妻町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい 

           て 

第１３ 議案第 ３号 令和２年度東吾妻町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第１４ 議案第１４号 工事請負契約の締結について（防災行政無線固定系デジタル化更新工 

           事 戸別受信機） 

第１５ 議案第１５号 業務委託契約の締結について（東吾妻町防災・減災省エネルギー設備 

           導入事業委託） 

第１６ 請願書の委員会審査報告 
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第１７ 発委第 １号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

           条例について 

第１８ 委員会報告について 

第１９ 閉会中の継続審査（調査）事件について 

第２０ 町政一般質問 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

◎開議の宣告 

○議長（須崎幸一君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日は傍聴の申出があり、これを許可いたしました。 

  傍聴される方に申し上げますが、受付の際にお渡しした傍聴人心得をお守りの上、静粛に

傍聴されますよう、よろしくお願いをいたします。 

  なお、新型コロナウイルスの感染防止対策として、傍聴者の皆様にもマスクの着用をお願

いしておりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

  また、傍聴席にございます議案等の傍聴用資料は、お帰りの際にはお返しくださいますよ

う、併せてお願いを申し上げます。 

（午前１０時００分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議事日程の報告 

○議長（須崎幸一君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第４号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第１、議案第４号 東吾妻町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 
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○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第５号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第２、議案第５号 東吾妻町防災行政無線施設の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 
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  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第６号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第３、議案第６号 東吾妻町監査委員条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第７号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第４、議案第７号 東吾妻町職員団体の登録に関する条例の一部

を改正する等の条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 
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○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第８号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第５、議案第８号 東吾妻町固定資産評価審査委員会条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立
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願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第９号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第６、議案第９号 吾妻峡温泉天狗の湯使用料条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１０号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第７、議案第10号 東吾妻町介護保険条例の一部を改正する条例
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についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１１号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第８、議案第11号 東吾妻町税条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 
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（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１２号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第９、議案第12号 東吾妻町地方活力向上地域における固定資

産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  
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◎議案第１３号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第10、議案第13号 東吾妻町放課後児童クラブの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第11、議案第１号 令和２年度東吾妻町一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 
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○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第２号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第12、議案第２号 令和２年度東吾妻町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 
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  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第３号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第13、議案第３号 令和２年度東吾妻町介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１４号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第14、議案第14号 工事請負契約の締結について（防災行政無

線固定系デジタル化更新工事 戸別受信機）を議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 
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○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１５号の質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第15、議案第15号 業務委託契約の締結について（東吾妻町防

災・減災省エネルギー設備導入事業委託）を議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、議案調査としてありますので、続いて質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立
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願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎請願書の委員会審査報告 

○議長（須崎幸一君） 日程第16、請願書の委員会審査報告を行います。 

  請願１号 東吾妻町簡易水道事業への移行に関する件を議題といたします。 

  本件については、去る３月５日、総務建設常任委員会にその審査を付託してありますので、

審査結果の報告を願います。 

  総務建設常任委員長。 

（総務建設常任委員長 重野能之君 登壇） 

○総務建設常任委員長（重野能之君） それでは、請願１号に関しまして報告を申し上げます。 

  本件は、令和２年第１回定例会で総務建設常任委員会に付託され、継続審査となっており

ました東吾妻町簡易水道事業への移行に関する請願であります。 

  去る６月８日、烏帽子区長相野様、前区長春原様、水道組合長富澤様が、説明者として委

員会に出席いただきました。３月定例会以降に地元住民の方々で行われた配管工事の状況な

どをご説明をいただき、また、改めて、簡易水道への移行と町管理の要望を受けました。 

  翌９日には、上下水道課の所管事務調査を行い、その中で、請願１号についての見解もお

聞きしました。 

  上下水道課の見解としては、表流水を元とする水道管理の経験がなく、技術的・人員的に

も町管理は現状では難しいこと、また、国の方針で、小規模自治体でも令和６年には簡易水

道の公営企業会計への移行が求められ、水道事業が様々な形で厳しい局面に立たされる旨の

説明がありました。同時に、町も、約30近くある東吾妻町の小水道組合等の今後について真

剣に考えていることも分かり、人口減少と高齢化の中で、地域住民の方々の負担が増えるこ

とを懸念されていました。 

  当委員会としては、町上下水道課の見解も参考に、各委員が意見を出し合い、真剣に審査

を行いました。 
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  町の厳しい現状は理解できます。しかし、生命維持に欠くことのできない水の安定供給は、

政治行政の責務であり、地域住民の方々が安心して生活できるように、小水道組合の今後の

在り方を全体的に考えていくべきものだと、この思いを委員間で共有をし、総合的に判断し

た結果、本請願について、賛成多数で趣旨採択と決しました。 

  本会議においても、同様にご判断いただきますようお願い申し上げます。 

  なお、当委員会としまして、この問題はこれで終わりではなく、人口減、高齢化の中で厳

しさを増していくことが予想される、約30ある町の小水道組合の在り方を今後も積極的に考

え、地域・町・議会が一体となって水の安定供給の実現を図らねばならないとの思いを各委

員が認識し、共有しました。 

  以上、報告といたします。 

○議長（須崎幸一君） 報告が終わりました。 

  委員長に対する質疑を行います。 

  12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 委員長にお伺いします。 

  皆さん、第１回、また第２回、２つの定例会において審査いただきまして、本当にありが

とうございます。ご苦労様でございました。 

  委員長のお話の中で、水道行政について、改善していくべき点があるとは思うけれどもと

いう形で、結果的に執行部、行政側の現状を追認するような審査結果になったということに

ついて、もう少し、どのような議論があったのか、お聞かせ願えればと思います。 

○議長（須崎幸一君） 委員長。 

○総務建設常任委員長（重野能之君） 委員会の中で、本当に様々な議論がありました。 

  まず前提として、請願の結論を出す判断の仕方というのは、基本的には、その請願の願意

というか、願意の妥当性というもの、そして実現が可能かどうか、ある意味での実現可能性、

基本的にはこの２つを基本として、物事を考えていくんだというふうに認識しております。

そして、この２つを基本に、一定の判断基準を基本に、個々のケースにそれを当てはめて判

断をしていくということだろうというふうに思います。 

  今回のこの請願に関しまして、本当に様々な意見が出ました。そして、自分が委員長とし

て、全体的な議論の流れを見ていきますと、あえてここで言うことが妥当かどうか、ちょっ

と分かりませんが、やはり政治も行政も人と人だと思うんですね。現実的なものを考えたと

きに、私たちは議会でありまして、執行側というのは、町のもちろん執行部です。執行する
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のは町側です。 

  今回のこの大切な問題を解決するために、執行部がある意味で、基本的には今、実現可能

性というのは、近い将来にそれが可能かどうかということだと思うんですね。非常に私たち

が受けたのは、厳しいだろうと。近い将来に町管理というのは、ちょっと厳しいようなふう

に私たちは受け止めました。その中で、それでも何とかこの問題というものは、上下水道課

においても、これは本当にこれから大変な問題になってくるだろうと、こういう認識を持っ

ていただいている。 

  そういう中で、実現が近い将来厳しい状況の中でこれを採択とすることは、これは委員長

の見解として聞いていただきたいんですが、できないということをやれということになって

しまうんだと思うんですね、ある意味。それはあまり、今回のこの大切な問題に、この請願

に関しては、あまり得策ではない。町と議会が一体となって、そして地域の人たちが一体と

なって、町の考えも尊重する。そういう意味での趣旨採択です。 

  やれ、採択にするんなら幾らでも実際できます。採択にしてくれたんだと、みんな喜んで

くれます。でもやはり、過剰な期待を持たせて喜ばせることだけが、議会の委員会の仕事じ

ゃない。現実を見て、そして、これからいいものをつくっていく。そのための協議を考えて、

話し合っての結論であります。 

  そういう意味で、ちょっと抽象的な言い方になってしまったんですが、この問題を解決し

たい、しなきゃならないという思いを町と共有した中での趣旨採択です。採択にすれば、こ

れは残ります、確かに。でも、それがいつまでも、例えば委員会が採択、議会が採択しても、

なかなか手のつかないものだってあるわけですね、何年たっても。そういった、この請願の

採択というのは、非常に重いものだというふうにも考えておりますので、様々な、そこら辺

の議論をみんなでした中で趣旨採択と、今回は結論に至ったというふうに委員長として感じ

ております。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員、再質問ありますか。よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君）  質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

  12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 今、委員長から審査結果についてお伺いいたしました。 
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  私は、ちょっと委員会の皆さんの見解と違う考えにあります。 

  町内の小水道、この組合は現在、組合数は21あります。供給戸数が232、小水道を利用さ

れている人口は577人です。 

  ところで、郡内を見回してみますと、中之条町は組合数が10、戸数が124、供給人口は

244、私たちの町の半分以下であります。じゃ、残りの人たちはどんな水を飲んでいるんだ

ろうかといいますと、これは川から水をくんで飲んでいるわけではありません。全てが上水

道と簡易水道で、町が管理した水を供給して、利用されているということです。 

  また、高山村には小水道は存在していません。長野原町にも小水道は存在していません。

全て上水道と簡易水道、行政の管理の下、良質な水を供給しているということです。 

  また、草津町においては、小水道２組合、戸数が27、供給人口は57人。嬬恋村において

は、組合数が２、戸数が28、供給人口は76人の方ということです。 

  これを見ていきますと、我が町の水道行政は、怠慢が積み重なってきての、これの結果で

あるというふうに思います。私どもの地区には上水道が来ております。東京オリンピック前

に、これは整備されたものです。行け行けの時代に水を確保し、上水道を普及させようとし

て始めたけれども、途中でその勢いが途絶えてしまった。そういう結果であります。 

  ちなみに、旧東村地区においては、小水道はほとんどありません。簡易水道で多くを賄っ

ている状態です。言い換えれば、旧吾妻町の行政のツケがずっと持ち越されているというこ

とであります。 

  委員長、先ほど、人と人がつくり上げていく、確かに私たちの政治、人と人がつくり上げ

ていくんです。私も人、皆さんも人、執行部の皆さんも人、無論そういう中で議論をしてい

かなければならないんですけれども、一番大切な地域の皆さんのご努力、お気持ち、これを

無視していくわけにはまいりません。 

  同じ榛名西麓の北麓の開拓地域であります手子丸・古賀良地区においては、たまたま大型

農道の建設に関わる水門調査で試掘した水が出て、そのまま簡易水道化しています。西榛名

も同様に、こちらも非常に苦労しながら、地元で水を得るための努力を続けてきながら、最

終的に、たまたま同じ事業で水を得ることができた。それが井戸水であったということで、

これは簡易水道化されました。 

  烏帽子地区においては、全く同じことが行われたにもかかわらず、岩盤に掘削機が当たっ

て、そして、そこで断念をしたという経過がございます。 

  地元の人たちのお気持ちを考えれば、新たな水源を求めることも含めて、行政に対して簡
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易水道化を求める、水道行政をいま一度根本から見詰め直して、そして安全な水、かれない

水を供給していく責務が町にあると私は思います。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ほかにございませんか。 

  10番、竹渕議員。 

○１０番（竹渕博行君） 私も総務建設常任委員会の１人として、先ほど委員長が趣旨採択に

至った経緯、こういったものを説明をいただきました。 

  様々な議論の中で、委員長が端的にまとめていただいた、こういった内容の中で、なかな

か議員の皆様も理解をしていただくというのは、なかなか難しいわけでありますけれども、

先ほど根津議員が申し上げた町内の小水道組合、これが約27施設あると聞いております。こ

の小水道組合でも、なかなか一軒一軒、状況を調査したわけではありませんけれども、状況

が違うようです。 

  今までの歴史の中で、簡易水道、上水道、こういったものが引かれないがために小水道を

担保してきた、そういった地域もございますし、現状は上水道と簡易水道があるわけですけ

れども、それと併用して小水道を使っていらっしゃる、そういった地域もたくさんあるよう

に見受けられます。 

  町民のほとんどは上水道を使い、水源地域で我々住んでいるにもかかわらず、なかなかお

値段のいい金額を払ってきております。そういった中、小水道組合の中でも併用して使って

いるその地域、いろいろ現状を聞いてみますと、小水道の部分については、年間幾ら使って

も2,000円、例えばですね。そうすると、洗車したり、畑に水くれたり、花に水くれたり、

非常に一般的な上水を使っていらっしゃる町民から比べると、利益を得てきたというような

ことも当然ございます。 

  しかしながら、委員長も報告しました。そしてまた、根津議員もおっしゃっていましたけ

れども、やはり安全・安心の水の確保、こういったものは、町にとっても今後の課題であり

ますし、我々議員にとっても非常に大切なことだということで、委員長からも報告をただい

ま受けたわけでございます。 

  そういった中で、委員会の中でも、町長、副町長のお時間の中で、非常に前向きな答弁も

いただきました。今後の課題ということで。ただし、今の現状はこの小水道については、町

の管理でもございませんし、町の予算にもない。そして、計画にも当然予算がないというこ

とは、ないわけであります。 
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  しかしながら、こういった課題が今後ますます出てくるだろうということで、委員会とし

ても執行部に対して、予算にないけれども、今後そういった要望があったときには十分に相

談に乗っていただいて、そして、町の計画にもし入れられるようであれば、前向きに検討し

ていただきたい。そして、今の現状で町が受けられるものなのか、または、小水道組合のほ

うでこういうように設備していただいたら、町としては受けますというような形になるのか、

その辺も今後の課題だというふうに、委員会全体が捉えているわけでございます。 

  しかし、委員長も申し上げましたけれども、今回の請願、それは請願の内容、その現状で

判断しなければならない。それ以上でもそれ以下でもない。そういった状況の中で、やっぱ

り我々は判断しなければならんということだと私も考えております。 

  そういった中で、委員会としては、紳士的に趣旨採択というふうに判断をいたしましたの

で、どうぞ議員各位におかれましては、委員会同様ご議決くださいますようにお願いを申し

上げます。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） いいですか。12番、根津議員、よろしいですね。今の10番、竹渕議

員の意見に対して、討議に対して、いいですか。 

  ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討議も尽くされたようですので、自由討議を打ち切ります。 

  討論を行います。 

  12番、根津議員。 

  賛成討論ですか、反対討論ですか。 

○１２番（根津光儀君） 反対討論です。 

○議長（須崎幸一君） 反対討論ですね。 

  確認しますけれども、原案に対してのですよね。 

○１２番（根津光儀君） 趣旨採択に対しての反対討論。 

○議長（須崎幸一君） 反対討論ですね、はい。 

（１２番 根津光儀君 登壇） 

○１２番（根津光儀君） 委員長報告の趣旨採択という原案に対しての反対討論を行います。 

○議長（須崎幸一君） 暫時休憩。 

（午前１０時３８分） 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午前１０時３９分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員より、請願書に対する賛成討論を行います。 

  12番、根津議員。 

（１２番 根津光儀君 登壇） 

○１２番（根津光儀君） 12番、根津。 

  請願１号に対しての賛成の討論を申し上げます。 

  これまで19号の災害に遭われた岩島開拓小水道におきましては、地域の皆さんが懸命の努

力で仮復旧、そして、今般の全面復旧を成し遂げてまいりました。 

  委員会の中では、紳士的な討論と、それから、結果に対して、考えに対して、こういうこ

とですということで、趣旨採択ということですけれども、これは本来、採択しなければなら

ないことだと思います。 

  料金につきましても、烏帽子地区の皆さんは計量器をつけて、そして維持管理の積立て等

を行ってきたわけで、これは町の水道体制と何ら変わるところはございません。 

  また、表流水を使うということが例がないと申しますけれども、実は一千何百万、東京都

民の皆さんは、利根川の水、小河内ダムの水、表流水を飲んでおるわけです。 

  この岩島開拓の水道施設については、取水口から離れた場所に40トンの沈砂池が２基、ま

た、３キロ導水路を経過した集落の上部に沈砂池が同じように２基、これはおおむね25トン

のものが２基ございます。そして、配水池が、またさらに25トンの配水池が設置されておる

わけでございます。 

  非常な努力と、それから安全管理を行って、これまでもやってきましたけれども、いかに

も高齢化していく中で、この施設を維持していくのは大変なことだと。ついては、町の力を

得たい。そのためには、簡易水道としてお認めいただき、町が管理していただく、そういう

体制にできませんかというのが請願の趣旨でございます。 
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  また、料金につきましても、町で現在設定しております簡易水道料金、１トン当たり110

円、これを当然妥当なものとしてやっていくと、その中に組み込まれていくということを選

択したいということでございます。 

  私たちこの議会の本来的な使命は、行政が困難だからできないと諦めていること、あるい

は行政の怠慢によって滞っているものを突破していく使命がございます。どうぞ議員の皆様

には、原案に賛成していただきたい。 

  採決の際には、趣旨採択、委員長についての意思表明ということになろうかと思いますけ

れども、私は原案に賛成であり、採決の際には着席してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 原案に対し反対討論はありますか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 賛成討論はありますか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は趣旨採択です。委員長報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（須崎幸一君） ２番、渡議員、３番、井上議員、４番、高橋弘議員、５番、茂木健司議

員、６番、髙橋徳樹議員、７番、里見武男議員、８番、小林光一議員、９番、重野能之議員、

10番、竹渕博行議員、11番、佐藤聡一議員、13番、樹下啓示議員、14番、青柳はるみ議員。 

  起立多数。 

  したがって、本件は趣旨採択とすることに決定いたしました。 

  請願３号 町道5242号線改良の請願を議題といたします。 

  本件については、去る６月５日、総務建設常任委員会にその審査を付託してありますので、

審査結果の報告を願います。 

  総務建設常任委員長。 

（総務建設常任委員長 重野能之君 登壇） 

○総務建設常任委員長（重野能之君） 請願３号につきまして報告をさせていただきます。 

  本請願につきましては、去る６月９日、古谷区長関様をはじめ、福原建設課長、職員の方

にもご同行いただき、現地調査を実施してまいりました。 
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  区長様には丁寧に現状の説明をしていただき、建設課長からは、危険箇所の補修には可能

な限りご対応いただけるとの話もありました。 

  その後、当委員会として審査を行いました。 

  現状、町道の改良には約４メートルの道幅を確保する方針があり、そのことに関する地権

者をはじめ地元同意及び合意形成の必要性、また、近い将来の実現性などが主な議論となり

ました。 

  慎重審査の結果、賛成多数で不採択となりました。 

  各委員の意見などを総合的に簡潔にまとめた理由としては、本請願内容に関し、もう少し

地元での全体的な協議を行っていただきたいということ、また、委員会として、当然道路改

良を否定するものでは全くなく、今後のことを前向きに考えた上での結論でありました。 

  なお、委員会で、委員会としての採決結果の理由を、でき得る限り丁寧に説明を行ってい

くことで同意いただいておりますので、先週の時点で、区長様にも委員会の判断と理由をお

伝えさせていただいているところであります。 

  本会議におきましても、同様にご判断くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上、報告といたします。 

○議長（須崎幸一君） 報告が終わりました。 

  委員長に対する質疑を行います。 

  12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 地元協議が足らないということをおっしゃいましたが、これについ

て、どういう審議経過だったのか教えていただきたいです。 

  また、近い将来にはできないであろうという委員会の審査の経緯について、お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 総務建設常任委員長。 

○総務建設常任委員長（重野能之君） 現場を見させていただきました。区長様からもご説明

をいただきました。区長様の見解、考え方、思いもいろいろ伺ってまいりました。また、ち

ょうど地権者の方も１名、地元の方も来ていただきまして、いろいろお話をさせていただき

ました。 

  そういった中で、各委員が全体的な、もちろん細かい話はいろいろありました。そういっ

た流れの中で、地元の、例えば４メートルとか、そういった認識であったり、そういったも

のをもう少し認識をしていただいてというような思いを、感想として各委員の方が、多くの
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方がそこら辺の認識を持ったのかなというふうに思います。そういうことであります。 

  細かい一言一句というのは、これは非常に難しいところもありますので、とにかく全体的

な雰囲気の中で、話の中で、各委員の方の多くがこういう、そういった思いを持ったという

ことであります。 

  近い将来という、そういった思いを抱いた委員会の雰囲気、流れでありますので、当然す

ぐすぐ、ちょっと４メートルに、実質６メートルぐらいの道幅が必要だと、そういう状況で

は、少し厳しいのかなというような認識を持ったというふうに思います。 

○議長（須崎幸一君） 根津議員、再質疑ありますか。よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

  12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 今、委員長からご説明いただきました。委員の皆さんには現地に出

向いていただき、また町からの説明、地元との聞き取りということで、お手数をおかけいた

しました。 

  紹介議員として、この件についてその後、地域の皆さんとお話をさせていただきました。

その中で様々なことが、私とすれば、あったのかなと思っております。 

  まず、委員長おっしゃっておられた地元の協議、合意形成が不十分ではないかということ

ですけれども、この件につきましては、去る２月の古谷地区のいわゆる契約、地区総会にお

いて提案がされ、そして、みんなで道を広げていこうという考えがありまして、そしてその

中で、地区はこれまで、町道拡幅、農道の整備と、本当に自分たちの力で体を張って、持て

る技術を出して、そうして村をつくり上げてきたんですけれども、やはりきちんとした道を

整備したほうがいいということになって、ここについては、町の行政のお力をいただこうじ

ゃないかという結論になりました。そして、その中で、今回の請願ということで、私は地元

の議員ですので、紹介議員として議会との橋渡しをしてまいりました。 

  近いうちには、これは無理だろうという委員会の皆さんの見解ということですけれども、

取組に当たって、遠く先でいいなんていうふうに地元は考えておりません。ぜひ近いうちに

やっていただきたい。 

  そして、土地の合意については、地権者の合意書、隣接の土地の番地もきっちり入れたも
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のを区長さんのほうで用意してくださった。また、不在の地主の方が１名おられますが、こ

の方の同意についても、区長は何回も手紙でやり取りする中で、合意をいただいてきたとい

うことでございます。 

  そして、委員会の皆さんの現地の調査についてでございますけれども、私は委員会の皆さ

んの考えを地元の人にお伝えすることよりも、まず地元の皆さんの気持ちを先に聞くという

地元の調査であってほしかったと、そういうふうに感じております。 

  私の討議は以上です。 

○議長（須崎幸一君） ほかにございませんか。 

  10番、竹渕議員。 

○１０番（竹渕博行君） 先ほど、委員長の報告も確認させていただきました。そして今、根

津議員からも、地元はこうなんだよというような意見も確認をさせていただきました。 

  そういったものを踏まえて、当委員会として、私は委員ですけれども、現地調査をしてま

いりました。地元の区長さんにも詳細に説明をお伺いいたしました。 

  そして、根津議員が申し上げた、地元としては道を広げていこうと、こういった拡幅をし

ていこうと、これの合意は取れているんだということなんだと思います。 

  しかし、現地へ行くと、大体道幅が１メートル80ぐらいなのかな、そういった中で、拡幅

という言葉がございます。当然ながら、我々委員とすると、この道路をどのぐらい広げたい

んですか。30センチなんですか、50センチなんですか、１メートルなんですか、こういっ

た質問も当然するわけでございます。いや、軽トラが取りあえず通りゃいいんだけれども、

こういう話なんですね。そして、地権者様からも判こもいただいて、そういった意味では、

拡幅という意味では合意形成をいただいているという書類であったというふうに思います。 

  まず、我々委員会とすると、町道の改良、これの基本的な町の考え方として、建設課の課

長からも当然ながら意見聴取をしました。基本的な考えは、４メートルの道路にするという

ことだということは私も認識しておりますし、ほかの委員さんについても、そういうような

認識をしておりました。 

  では、一言に拡幅と言っても、地権者の皆様方は、30センチ広げるんだか、50センチ広

げるんだか、１メートル広げるんだか、４メートル広げてもらいたいんだかという、こうい

う合意形成というのはされているんですかということを現地で確認をさせていただきました。

いやいや、これは、全くそういったものは相談していませんということを、現地での区長さ

んからの言葉で確認をさせていただきました。 
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  そうなると、今回の請願については、やはりなかなか具体的な合意形成ができていないの

ではないかと。そしてまた、拡幅という言葉の中で、メートルも書いていない。そして、請

願、議員の代表として請願をしているわけでありますけれども、請願をしている人自体がや

っぱり議員であります。やはり議員という立場で、町の基本的な考え方、こういったものを

やはり承知した上で、やはり地元との調整が必要であったのではないかということで、いま

一度地元との協議が必要ではないかということで、不採択というような形に委員会としては

なったというふうに私からも説明を申し上げて、終わりにさせていただきます。 

○議長（須崎幸一君） ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討議が尽くされたようですので、自由討議を打ち切ります。 

  討論を行います。 

  原案に対し賛成討論ですか、それとも反対討論ですか。 

○１２番（根津光儀君） 賛成討論です。 

○議長（須崎幸一君） 反対討論の方、おられますか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） それでは、12番、根津議員、賛成討論をお願いいたします。 

（１２番 根津光儀君 登壇） 

○１２番（根津光儀君） 原案に対しての賛成討論をいたします。 

  古谷地区内、町道5242号線につきましては、現状死に体の道路となっております。とい

うのは、町道でありながら、あまりにも幅員が狭く、また、その構造も危険極まりない状態

であるからです。 

  しかしながら、この5242号線は行き止まりの道路ではなく、村内の他の町道と複数箇所

で接続しておる重要な道路です。 

  また、幅員につきましてのことでございますが、地元では、具体的な設計書があるわけで

はございませんので、どうこうということではございませんが、町のほうとして、県事業で

するには４メートルの幅員の確保が必要ということでございます。そのことに、集落の中で

ご異存はありません。 

  また、全体の必要な用地幅が６メートル、７メートルになるというようなお話ですけれど

も、これにつきましては、工法そのものの問題でありますので、実際にどれだけの幅員にな

っていくか、それは、この請願の審査の中では別と思います。委員の皆さんが設計をするわ
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けではないと考えます。また、私たち議員が設計をしていくわけでもございません。 

  村内に必要、欠くべからざる道路でありまして、地域の皆さんが求めている道路改良、こ

れを採択して、そして取り組んでいくことは、今後の地域の基盤を整えていく上で、非常に

重要なことでございます。ぜひとも原案に対して賛成していただきたいというのが私の賛成

討論であります。 

○議長（須崎幸一君） ただいま、12番、根津議員より賛成討論がございました。 

  反対討論の方はございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 賛成の討論の方はございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は不採択です。 

  したがって、原案についてお諮りをいたします。請願３号 町道5242号線改良の請願を

採択することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（須崎幸一君） ２番起立、３番起立、５番起立、６番起立、11番起立、12番起立、

13番起立、14番起立。 

  起立多数。 

  したがって、本件は採択することに決定いたしました。 

  ここで休憩を取ります。 

  再開を11時20分といたします。 

（午前１１時０７分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  
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◎発委第１号の説明、質疑、自由討議、討論、採決 

○議長（須崎幸一君） 日程第17、発委第１号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提出者は趣旨説明を願います。 

  議会運営委員長。 

  11番、佐藤議員。 

（議会運営委員長 佐藤聡一君 登壇） 

○議会運営委員長（佐藤聡一君） それでは、発委第１号 議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例の提出に当たり、趣旨説明をさせていただきます。 

  今回の改正案の内容は、議員報酬月額の10％を７月から12月までの６か月間削減するも

のでございます。減額の総額は186万円になります。 

  なお、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、減額前の議員報酬月額となりま

す。 

  この提案に当たり、議会運営委員会で協議を進める中で様々な議論がありましたが、新型

コロナウイルス感染拡大による痛みを町民とともに分け合い、議員報酬削減により生じた予

算を感染対策に充てるべきだという全会一致で決定いたしました。 

  先ほど、議案第４号で、町長、副町長及び教育長の給与については減額が決定いたしまし

た。議員各位におかれましては、それらを踏まえた中でご理解いただき、ご賛同くださいま

すようお願い申し上げます。 

  なお、町執行部におかれましては、本案成立の際には、減額相当額を新型コロナ感染症対

策のために有効活用いただきますようお願い申し上げます。 

  以上で、趣旨説明といたします。 

○議長（須崎幸一君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。 

  自由討議を行います。 

（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 特にないようですので、自由討議を打ち切ります。 

  討論を行います。 
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（発言する者なし） 

○議長（須崎幸一君） 討論なしと認めます。 

  お諮りいたします。本件については、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立

願います。 

（起立全員） 

○議長（須崎幸一君） 起立全員。 

  したがって、本件は可決されました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎委員会報告について 

○議長（須崎幸一君） 日程第18、委員会報告についてを議題といたします。 

  各委員会において審査、調査を実施され、それについての報告がありましたら、お願いを

いたします。 

  総務建設常任委員会。 

  総務建設常任委員長。 

（総務建設常任委員長 重野能之君 登壇） 

○総務建設常任委員長（重野能之君） それでは、令和２年度第２回定例会における総務建設

常任委員会の報告を申し上げます。 

  ６月８日の総務課から始まり、所管事務調査を行い、町長、副町長、また担当課長から丁

寧な答弁、説明をいただきました。 

  主な内容は、新型コロナウイルス感染症対策に関連する町の経済対策をはじめとした各施

策について、質疑、議論が行われました。また、町商工会から議会に出された新型コロナウ

イルス感染症の影響に伴う事業者支援の要望書についても協議し、改めて町経済の厳しい状

況を認識するとともに、町への政策提言につなげていくことで一致したところであります。 

  請願については、委員会付託の請願３号及び継続審査となっておりました請願１号の審査

を実施しました。 

  請願３号では、地元区長様に大変お世話になり、現地調査を行ってまいりました。請願１

号についても、前回同様、地元区長様をはじめ、地元の方々に委員会にお越しいただき、説

明を受けました。そして、各委員も実に熱心に、真剣な議論を行ってきました。 
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  厳しい地域の実情から目を背けることなく、地域の方々に寄り添うことを第一に考え、今

後も請願審査の基本的判断基準に基づき、それぞれのケースについて適切な結論を出し、そ

の理由を丁寧に地域の皆様にお伝えしていくよう努めてまいりたいと思います。 

  以上、報告とさせていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 文教厚生常任委員会。 

  文教厚生常任委員長。 

  12番、根津光儀議員。 

（文教厚生常任委員長 根津光儀君 登壇） 

○文教厚生常任委員長（根津光儀君） それでは、令和２年第２回定例会中の文教厚生常任委

員会の審査についてご報告申し上げます。 

  ６月８日午前、町長、副町長においでいただきまして、町政全般についての意見交換を行

いました。午後、教育長においでいただき、また、学校教育課長、社会教育課長にもご出席

いただき、教育関係の調査を行いました。翌９日には、町民課長、保健福祉課長にご出席い

ただきまして、同じく調査を行いました。 

  この中で、上程案件、条例、予算の審査のほかに、主な議題として、新型コロナウイルス

感染症対策について、多くの時間を割いて委員各位に議論をいただきました。また、執行部

におかれましては、現状を説明いただき、ご助言をいただいてまいりました。 

  その中で、議長のほうから指示をされていました、委員会としての見解についてまとめる

ということについて、時間を割いてまいりました。 

  主な中では、抗体検査、ＰＣＲ検査等の一体的な有効な検査の確立を求めていくこと、ま

た、学校の中の３密を避け、子供たちが安全に学習できるような体制を整えていくこと、ま

た、ごみ収集についても危険が付きまとうのではないかというようなことについて、議論が

されました。 

  全体的な結果につきましては、議長のほうでまとめてくださるということで、今後それが

皆さんのほうへ示されていくものと思っております。 

  文教厚生常任委員会の報告は以上です。 

○議長（須崎幸一君） 議会運営委員会。 

  佐藤議会運営委員長。 

（議会運営委員長 佐藤聡一君 登壇） 

○議会運営委員長（佐藤聡一君） それでは、議会運営委員会の委員会報告をいたします。 



－77－ 

  去る５月28日開催の議会運営委員会の中で、以下の６項目を協議いたしました。 

  まず、議会報告会ですが、議員全員協議会で申し上げたとおり、開催日程を10月26日か

ら10月30日までの５日間と決定いたしましたが、今年度は新型コロナウイルスの秋口の状

況が分かりません。今後の状況によって、開催できるようであれば、９月議会中に詳細を決

定していくことになりました。 

  次に、高校生議会ですが、全協終了後、高校から今回は中止したいとの申出がありました

ので、中止いたします。 

  続いて、中学生議会ですが、中学校から、修学旅行の実施時期や総合的な学習の時間に余

裕がないため、中学生議会の対応ができないということで、本年度は中止することになりま

した。 

  議員報酬の減額については、発委第１号で議決されたように決定いたしました。 

  東吾妻町議会災害等支援本部設置要綱（案）については、５月28日開催の議会運営委員会

の中で検討した案を議員全員協議会に諮り、協議した結果、修正部分があれば今議会最終日

までに修正案を提出してもらい、議会運営委員会で検討後、最終案とすることになりました。 

  議会のユーチューブ（映像配信）については、議員全員協議会に諮った結果、調査研究を

進めることになりました。 

  以上で、報告といたします。 

○議長（須崎幸一君） 行財政改革特別委員会。 

  14番、青柳はるみ行財政改革特別委員会委員長。 

（行財政改革特別委員長 青柳はるみ君 登壇） 

○行財政改革特別委員長（青柳はるみ君） それでは、行財政改革特別委員会より報告いたし

ます。 

  財政について。 

  2018年度末で積立基金残高約47億9,334万5,000円、そのうち、財政調整基金残高25億

5,431万円、昨年の繰越し大型事業により、起債が償還額より多く、実質公債費比率が高く

なっていますが、有利な過疎債を運用することで、将来負担比率が0.8％の減になりました。

新規起債発行額は11億6,000万円、返済は10億8,900万円、積立金を債券運用し、613万

8,000円の運用益がありました。 

  委員会から、起債と償還のバランスを要請しました。 

  感染症対策について。 
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  本庁と東支所の分散業務を行い、ウェブ会議を施行することができたとのこと、災害時に

も滞ることのなく迅速な住民サービス、これからの勤務の在り方のために進めていただきた

い。 

  公共施設の在り方について。 

  地域の活性化、行政運営のスリム化のため、管理運営にＰＰＰ、ＰＦＩを検討していく。

当町はＰＦＩ、小水力電力で達成しましたが、近隣町村も羨むＰＦＩを実行しておりますの

で、ほかにも検討していただきたい。 

  公共施設及び利用見込みのない施設、跡地、地域が有する資源が、民間のノウハウ活用に

より、住民サービス向上に充てられるようにとのことです。 

  電子入札について。 

  ７月から本格的運用、行政と事業者の利便性が図られます。 

  指定管理について。 

  施設のできた経緯を見て、見直し、特定課題の駅南について、民間の声を聞くサウンディ

ング、サウンディングは公募による民間業者と町との対話型市場調査をいいますが、行うと

いうことで、事業検討の早い段階での実施を願い、報告を待ちたいと。 

  地域公共交通について。 

  地元ＰＴＡにアンケート調査をし、６月５日までに区長に乗降ポイントの調査をして示し

たとのことです。委員会から、個別に乗降できることが望ましいが、バスの大きさによりポ

イントを設定したとのことなので、運用する中で利用者の状況を報告してほしい旨を申し入

れました。 

  ＡＩ、ウェブ会議、判断を伴わないＲＰＡ、ロボテック・プロセス・オートメーションな

ど、ＩＣＴへの活用を考えているとのことから研究願いたいとの要請に、執行部からは、Ｉ

Ｔ活用で得た時間を、職員削減ではなく、住民のために使えるようにしていきたいとの答弁

がありました。 

  以上のことを引き続き調査していくこととし、報告といたします。 

○議長（須崎幸一君） 続いて、八ッ場ダム及び地域開発特別委員会。 

  里見八ッ場ダム及び地域開発特別委員長。 

（八ッ場ダム及び地域開発特別委員長 里見武男君 登壇） 

○八ッ場ダム及び地域開発特別委員長（里見武男君） 八ッ場ダム及び地域開発特別委員会で

は、去る６月11日に特別委員会を開催いたしました。 
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  八ッ場ダム事業も３月末で完成し、国交省の八ッ場ダム工事事務所も閉所されたことから、

今回からは八ッ場ダム水源地域対策事務所と町からの進捗状況の説明となりました。 

  県事業の進捗状況の説明では、大柏木川原湯トンネルでは、天井部のコンクリートの覆工

工事も出入り口を残しほぼ完了し、現在は照明工事を行っております。大柏木側では、電気

室棟の建屋工事を行っていて、12月末の完成目標に向けて工事を行っているとの報告であり

ます。 

  水源地域活性化支援事業では、ＪＲ吾妻線廃線敷の利活用で、自転車型トロッコの格納庫

やプラットホーム、安全施設、案内看板等終了し、横谷駐車場の整備を行っております。 

  町からは、道の駅あがつま峡の利用状況について、新型コロナウイルスの影響で４月18日

から５月21日まで閉館したことにより、昨年の４月、５月と比較すると、天狗の湯では１万

3,367人の減で、直売所てんぐでは４万7,536人の減との報告がありました。 

  ＪＲ吾妻線の廃線敷の道陸神トンネルの補修工事では、はつりや養生、エキスパンドメタ

ルの設置工事等を行っているとの報告がありました。 

  自転車型トロッコのグランドオープンについては、現在のところ９月を計画しているが、

新型コロナウイルスの状況により再延期の可能性があり得るとのことです。 

  次に、上信自動車道建設事務所との意見交換会について報告します。 

  令和２年度の事業概要では、80億円が計上されました。 

  去る６月７日に、渋川市の金井インターから箱島インターまで開通しました。 

  吾妻東バイパス２期では、水門調査、用地測量、橋梁詳細設計を実施、吾妻東バイパスで

は、水門調査、工事用道路の用地測量、用地買収の実施、用地交渉については３割が済んで

いるとのことです。西バイパスでは、厚田・三島地区では、橋梁下部工や道路改良工事等実

施中で、岩下・松谷地区では、用地買収、道路改良工事を実施中との報告であります。 

  以上で、八ッ場ダム及び地域開発特別委員会の報告といたします。 

○議長（須崎幸一君） 議会広報特別委員会。 

○議会広報特別委員長（樹下啓示君） ありません。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、各委員会からの報告を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎閉会中の継続審査（調査）事件について 
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○議長（須崎幸一君） 日程第19、閉会中の継続審査（調査）事件についてを議題といたしま

す。 

  次期定例会までの閉会中の継続審査（調査）事件について、お手元に配付のように各委員

会から申出がございました。 

  お諮りいたします。各委員会から申出のように、閉会中の継続審査（調査）事件として決

定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 異議なしと認めます。 

  各委員会の閉会中の継続審査（調査）事件が決定いたしました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎町政一般質問 

○議長（須崎幸一君） 日程第20、町政一般質問を行います。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 根 津 光 儀 君 

○議長（須崎幸一君） 最初に、12番、根津光儀議員。 

  12番、根津議員。 

（１２番 根津光儀君 登壇） 

○１２番（根津光儀君） 議長の許可を得ましたので、一般質問通告書に従って、中澤町長に

質問いたします。 

  人知を超える大きな災害が激発する中で、私たちは自らを守るため備え、身構えなくては

ならない局面に入ってきています。昨年秋の台風19号の襲来や、現在私たちが直面している

新型コロナウイルス感染症などです。 

  災厄から自らを守るため立ち向かうこと、困難にある人に手を差し伸べること、これらは、

今私たちの目の前で進行している事実です。公助として、行政の役割は極めて重要です。自

助・共助・公助が円滑に機能する東吾妻町を築いていくため、どのようなことが必要か、町

長の考えをお聞かせください。 
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  基本的な考え方として、１、平時における自助・共助・公助について。 

  ２、災害時における自助・共助・公助について。 

  ３、災害収束後における自助・共助・公助について。 

  ４、感染症流行時における自助・共助・公助について。 

  具体的なこととして、１、台風などの際、事前に集会所などを自主避難所とすることにつ

いて。 

  ２、区長による地区住民の安否確認について。 

  ３、住民活動の際、発生した事故について。 

  ４、消防団員の取るべき行動について。 

  ５、地域インフラの復旧について。 

  ６、町が発令する避難勧告と避難指示について。 

  ７、二次災害の防止について、町長のお考えをお聞かせください。 

  あとは自席にて質問させていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、根津議員のご質問にお答えをいたします。 

  基本的な考え方について、１点目から３点目まで、平常時、災害発生時、災害収束後にお

ける自助・共助・公助についてお答えをいたします。 

  自助においては、避難所の確認や非常持ち出し品のチェックなど、日頃から災害に備え、

災害時には事前に避難するなどをし、そうすることが収束後において自分を守ることにつな

がると思います。 

  共助については、日頃、地域において高齢者や乳幼児の支援など、周りの人たちと助け合

う体制をつくっておくことや、防災訓練を行うなど、災害時にはそのとおりに実行し、収束

後は、地域の方々と助け合って問題解決に当たることが大切と考えております。 

  公助については、自助・共助の担い手となる住民や地域の防災対応力の向上や環境整備が

図れるよう、支援体制の構築に努め、災害時には町や消防、警察による救助活動や支援物資

の提供を行い、収束後には、被災者の生活支援や復旧に向けた取組を進めていくことが大切

と考えております。 

  ４点目の感染症流行時における自助・共助・公助でございますが、自助においては、自分
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が感染しないためにはどうするか、共助においては、自分ではなく相手が感染しないために

はどうするか、そして公助においては、皆が感染しないためにはどうするか、また、生活な

どへの支援が基本と考えております。 

  自助・共助・公助がお互いに連携していくことこそが、被害を最小限にし、早期の復旧に

もつながると考えております。 

  次に、具体的なこととしての１点目について、さきの台風上陸時の際、役場庁舎をはじめ、

各地区の公民館及び行政区ごとの集会所を自主避難所として開設をいたしました。集会所に

つきましては、指定避難所ではありませんが、地区の中心部に立地しているので避難経路も

短く、速やかな避難を可能とし、自助の行動を促す一つと考えております。 

  ２点目の区長による地区住民の安否確認についてですが、今後、災害時の避難所設営や要

配慮者の避難等、安否確認を含めた共助についても、行政区と協議し、各地区の実情に合わ

せた自主防災組織づくりを推進してまいりたいと思っております。 

  ３点目の住民活動の際、発生した事故についてですが、防災活動中に万が一事故が発生し

た場合につきましては、消防団員は、災害によって生じた損害を補償の範囲で受けられます。

一般の町民の方が活動を行っていた際の損害も、同様に補償を受けることができます。両者

とも、内容は療養補償等となります。 

  次に、４点目の消防団員の取るべき行動についてですが、災害時には、必要に応じて消防

団にも協力要請をさせていただいております。町内の各地区には消防団員がおりますので、

有事の際には地域に密着した防災活動が行えます。昨年も、土のう作りや設置作業等の水防

活動を実施していただきました。今後も継続して、地区内巡視や避難誘導訓練を行いながら、

自主防災組織の連携も図っていければと考えております。 

  ５点目の地域インフラの復旧についてですが、道路や電力、水道、電気通信などのライフ

ラインは、被災を受けた場合、社会生活に大きな混乱を招きます。電力などは、電力会社と

連携を図りながら、できるだけの要請を行ってまいります。町道や水道については、応急措

置を講ずるとともに、早期の復旧・機能回復を図ってまいります。 

  ６点目の町が発令する避難勧告と避難指示についてですが、勧告の基準は、過去の被災時

雨量に達した場合などで、人的被害が起こる可能性が高まった状況であり、危険な場所にい

る方は避難行動を開始する目安となっております。 

  指示については、土砂災害が発生した場合などで、人的被害が発生する危険性が非常に高

いと判断され、いまだ避難をしていない対象の方は、直ちに避難をしていただくこととなっ
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ております。 

  発令は、災害時の警戒本部、対策本部内で、気象状況や降雨状況を勘案して協議いたしま

すが、町としましても、町民の方には防災マップを再度ご一読いただき、自身のお住まいの

場所を確認いただき、有事の際には早めの自主的な避難行動をお願いしたいと考えます。 

  最後に、二次災害の防止についてですが、地域の住民の方や消防団など、活動中の事故を

起こさないよう、夜間の活動は極力控え、安全保護具の着用、危険な場所には近づかないな

ど、基本的な防止策を徹底したいと思います。 

  以上、自助と共助を行う町民の方や行政区、自主防災組織を行政が支援する形でバックア

ップすることを公助と捉え、今後取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） 一般質問の途中でございますが、ここで休憩を取ります。 

  再開を午後１時といたします。 

（午前１１時５５分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午後 １時００分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 休憩前に続き、12番、根津光儀議員の一般質問を行います。 

  再質問ありますか。 

  12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 先ほど、町長にお考えをお伺いしました。 

  町長のお答えくださったことと私が思っていること、ほとんど同じで、じゃ、この後やり

取りが進まないんじゃないかというぐらいの同じ考えでございます。ただ、私が最終的にお

願いしたいことのところへ導いていくために、ちょっとやり取りをさせていただかなくては

いけない。 

  町長は、日頃の備え、そして地域の人たちが互いに助け合うこと、それが大事だと。行政
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としては、支援体制をいつでも発動できるように準備をしていくことだというふうにおっし

ゃっておられます。私は、全くそのとおりだと思います。人々がいがみ合うことなく、何事

もなく平穏に暮らすこと、それがまず、平時において一番大切だと思います。いがみ合いの

あるということでは、町も、それから地域もうまくいかないんだと思います。 

  そして、私は、行政は町民のためにあるんだというふうに思っております。町長も同じお

考えだと思いますけれども、上意下達の手段であったり、それから、お上にお金を還元して

いく集金の手段ではないんだということだと私は思います。 

  これから、災害時においての話ですけれども、災害を予測して周知すること、これが非常

に大切だと思うんですけれども、私たちは情報を入手してから動くわけですけれども、町の

段階で災害を予測して、それから私たちに知らせるための方策、これ十分であるとお考えで

しょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 昨年の台風19号、東吾妻町、初めて避難勧告を出しました。このとき

は、県の防災関係の機関、また前橋気象台からの情報、また直接、山本一太知事からの情報

も入ったりしまして、そのようなことから、群馬県全体の各地域の中でどういうふうな状況

になってきているかというものをキャッチをして、そして避難勧告につながったわけでござ

います。 

  今後も、こういうつながり、お互いの連携を密にして、いざというときのためにしっかり

と対応ができるよう、町民の皆様の安全のために、早めの避難対策、避難が行えるよう、し

っかりと取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 町は、県から主に情報を入れているということですけれども、出し

ていくほうですね。これ、各区長さんに的確に伝えるということが現在できているでしょう

か。そういう体制があるでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 昨年の状況もそうでございますけれども、それぞれの区長にお伝えを

するということはよほどのこと、その地区に限った場合以外は、そういうことはないと思い

ます。防災無線によって、町民皆様に全体に呼びかけるということを行っております。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 今日の案件の採決の中でも、防災行政無線のことがございました。
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今までよりはデジタル化されて、今度は私たちの手元の受信機も精度がよくなるのかなとは

思いますけれども、実はあの災害のときに、あまりうまく機能していなかったなというのが、

実際に町に住んでいて実感を受けました。 

  主には、やっぱり携帯電話やスマホの災害情報が、気象庁や、それから国からの発信のも

のが入ってきて、これはかなりだなということで、実際どのぐらいの状況になっているかと

いうのは分かりませんでした。 

  ぜひとも、各区長さんのところへメール配信できるような体制を整えていただきたいんで

すけれども、こういったことはできるでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 根津議員のおっしゃることが理想形だというふうに思いますけれども、

現在は、各区長さんの持っているスマホなり携帯なりに直接配信することができるかという

ものは、なかなか困難になっていくかと思います。今後の課題として、十分に調査等も行っ

てまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） ぜひ進めていっていただきたいことの一つだと思うんです。登録で

あるとか何とかというような場合に、バーコードを読み込めば自動的に設定されるというア

プリが現在あると思うので、そういったものを専門の組織とよく協議して、進めていただき

たいなと思います。 

  災害が収束した後、これからどういうふうにしていったらいいんだろうかというところで、

非常に大きな問題があると思います。先ほど、請願の審査がありましたけれども、インフラ

がやられるということは、非常に生活の基本が崩れてしまうことです。 

  電力、電話、道路、それらはそれらを管理する人があって、そして、比較的大きい力で、

これの復旧はやっていくんだと思うんですね。停電になったからといって、私たちが手を出

すことは、それは現実に無理なんですから。 

  水道ですけれども、町は無論、町が管理している水道については、これは全力を挙げて取

り組んでいく。さきの災害の際も、そうであったというふうに思っております。評価できる

んだと思いますが、町に住んでいる人全部に行き渡っていない上水道、簡易水道という中で、

やはり先ほどの570人ほどの人たちに、このインフラの復活を手助けするというのは、町の

大きな仕事なんじゃないか。平時じゃないです、災害時で、今どうするんだというところで

すから、ぜひそこを全力で支援をしていただきたいんですけれども、町長のお考えはいかが
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でしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 先ほどのメール配信につきましては、今後、町からのＱＲコードを登

録いただきまして、メール配信をいたします。その中に防災関係も当然入ってくるというふ

うになりますので、よろしくお願いいたします。 

  そして、水道の関係でございますね。小水力の地域につきまして、災害等で破壊された場

合の復旧等でございますけれども、これにつきましては、当然、町民の皆様も非常に災害に

被災をされたということでございますので、当然これにつきましては、町を挙げて復旧を支

援していくということで考えております。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） メール配信について、具体的に進んでいけるということでお答えを

いただきました。本当にありがたいことだと、いいことだというふうに思っております。 

  また、小水道の復旧等についても、町が全力で取り組んでいくということを町長からおっ

しゃっていただきました。極めて評価すべき、すばらしい姿勢だと私は思います。一般質問

の席上で、ありがとうと言うなと言われたんですけれども、ありがたいことだと思います。 

  町が発令する災害時の避難勧告と避難指示についてですけれども、これについて、町長も

読んでくださっているでしょう、この赤本ですね、赤本の防災計画の94ページです。 

  町長は、必要に応じて避難の勧告または指示を行うことができるということで、避難指示

については、この中では、法による指示ができるというふうに書いてございます。災害対策

基本法第60条ということで、法によって避難の指示を行うことができるということですけれ

ども、町長はこれまでに、避難の指示というのを行ったことがございますか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 東村、吾妻町、また東吾妻町になっても、避難指示については出した

ことがないと思います。避難勧告が昨年初めて出されたという状況にあると思います。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） なぜ勧告で止まって、指示に進まないんでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 昨年の台風19号の状況を見ておりますと、気象台からの情報等を鑑み

て、勧告としては早めに出したということでありまして、しかし、指示まで出すということ

の必要はなかったということでございます。 



－87－ 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 私は、あのときはそうだったという言い方ですけれども、あの時点

できちっとした対応、事前のシミュレーション等がなされていたならば、指示を出すことが

できたと思うんです。それは、出せなかったのには出せなかった理由があったんですよね。 

  要するに、避難場所についての体制がきちんと取られていなかったから、避難してくれと、

避難しなさいと言えなかった、そういう実情があると思いますけれども、その辺、振り返っ

てみていかがですか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 台風19号につきましては、勧告にとどまったということでありまして、

県内の市町村でも指示まで行ったところはないと思います。勧告の範囲内だったというふう

に考えておりまして、その点は、結果的に人的な被害もなく、よかったなというところでご

ざいます。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 私は、19号のような災害、あるいは形は違っても、大きな災害が再

びやってくることは十分予測されるので、実は３月第１回の一般質問の中でも町長とやり取

りしましたけれども、防災計画をきちんと実行していくためにも、組織の整備と、それから

避難訓練、あるいは、実際の災害が起きたときはこういうふうに動くか、ああいうふうに動

くかというシミュレーションを繰り返し繰り返し行っていく、様々な形で行っていくという

ことが大切だと思いますけれども、町長、そのときに、そういう体制を整えていきましょう

というお返事でした。実はそれから、感染症対策で大変な思いをしておると思うんですけれ

ども、相共通するところ、共通する部分もあろうかと思います。 

  シミュレーションの大切さについては、町長はどういうふうにお考えですか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 災害時の行動の中で、シミュレーションというものがなされておれば、

素早く避難行動等に移れるということでありまして、その重要性というものは承知をしてい

るところでございます。 

  今までは、東吾妻町、また吾妻地域全体、群馬県でもそうかもしれませんが、安全神話と

いうものがはびこっていて、この地域は安全なんだというものが、どうも頭の隅にあったと

いうふうに思っております。その点で、なかなか防災対策も、万全のものができなかったと

いう点は否めないというふうに思っております。 
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  台風19号の経験によりまして、安全神話から目覚めたというふうに思っておりますので、

今後、根津議員がおっしゃられたシミュレーション等もしっかり行うことで、防災訓練も行

うことで、いざというときのための安全な行動、素早い行動、災害から身を守る行動をする

ように行ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） それで、町長、一次答弁の中で、自主防災組織について、非常に大

切だということでお答えになっているかと思うんですけれども、私、区長さんの立場、これ

を非常に心配しています。 

  これから区長会議が行われるんですよね。そこでどういうお願いをしていくのか、私は存

じませんけれども、区長さんが集会所に自主的に避難してくださいというふうにお願いする

ようなことが実際にはある。これは事前の訓練が行われていようがいまいが、そういう事態

が私の住んでいるところでは実際に発生したわけです。 

  そのとき、区長が地区の皆さんに呼びかける際の根拠、自主防災組織がない状態で、区長

さんがここへ、集会所へ取りあえずは逃げてくれと、あるいは集まってくれというようなと

きの根拠って、どういうふうになるでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 根拠ということで、それをはっきりと申し上げるところはございませ

んけれども、区長としての立場から、当然そういう行動は取るということで、区長自身がわ

きまえているというふうに思います。 

  根津議員の地域もそうでしょう。我々の地域も、やはり区長をはじめとして各班、日頃か

ら道路愛護、あるいは農業用水の修繕等を協力して行っている状況の中でございまして、災

害時に当たっても、そういった中でお互いに協力しながら、意思疎通を早めに取って行動が

できるというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 区長が皆さんに声をかける部分、自助・共助・公助でいえば、共助

の部分だと思います。 

  この共助の部分で、何かが発生、事故が発生したと言ったらいいですかね、予測しない事

態が発生してしまったというような場合、どうなるかということで、これは、一次答弁の中

で町長は、そのような場合、区長、それから区長でない人であっても、互いに助け合ってい

る中で起きたことについては、補償は受けられる体制があるというふうにお答えいただきま
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した。３月の時点では研究するというお答えでしたけれども、ここでは補償は受けられる、

研究が実ったというふうに思っているんですけれども、そういうふうに受け取ったのでよろ

しいですか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） そういうことでありまして、消防団員の損害につきましても、また、

一般の町民の方が防災活動を行っていた際の損害も、同様に補償を受けることができるとい

うことでございます。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 消防団員のことについても、町長、話を進めてくださいましたけれ

ども、例えば災害時、消防団員が、これは一大事であるというふうに、自主的に団員として

の活動を始めてくれたというときは、無論、先ほどの補償は受けられるというふうに受けて

いいわけですね。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 当然、議員おっしゃるとおり、消防団員の生じた損害というものも、

療養補償等の対象となるということであります。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） それは、消防団員がはっぴを着ていない、要するに、帰宅途中でそ

ういう状況に行き会ったというとき、町内でですね。そういう場合でもあれですか、それは

ちょっと無理ですか。そこまではですか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 大変難しいご質問でございます。消防団員として自覚をして、団員と

しての行動の中でけがをしたというふうなところは、当然補償になりますけれども、そこら

辺の状況が一概にはっきりつかめませんので、そこら辺のところはご容赦願います。 

○議長（須崎幸一君） 12番、根津議員。 

○１２番（根津光儀君） 発言時間が私も短くなってまいりました。 

  実際に災害に、ここにいる人みんな、昨年向き合い、そして、今ここでまた、感染症と闘

っている最中でございます。本当に身につまされる問題がたくさんあるわけですけれども、

私が一つお願いしていきたいことがございます。 

  それは、自助・共助・公助の中で、公助としての町の行動が的確に行われている実感がな

ければ、自助・共助・公助が十分に機能する、そのエネルギーの源の絆が生まれてこないと
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いうことでございます。ぜひ、このことを町長と共有したいんですけれども、公助として、

自助・共助とともに、これからも様々な災害や困難に向かっていくぞというお気持ちござい

ましたら、力強い言葉で発していただければと思います。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 自助・共助・公助、これがお互いに強い連携の中で、災害時には行動

し対応することが、被害を最小限にして、また、その後の早期の復旧にもつながるというふ

うに考えております。その場合、公助がしっかりとした状況を把握して、そして各区長さん、

消防団の皆様と情報を共有しながら、的確に行動していくことが必要かと思っておりますの

で、今後も議会の皆様のご協力もいただきながら進めてまいりますので、よろしくお願いい

たします。 

○１２番（根津光儀君） 終わります。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、根津光儀議員の質問を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 佐 藤 聡 一 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、11番、佐藤聡一議員。 

  11番、佐藤議員。 

（１１番 佐藤聡一君 登壇） 

○１１番（佐藤聡一君） それでは、議長の許可を得ましたので、通告書に従い一般質問をさ

せていただきます。 

  質問の内容は、一般廃棄物処理施設の今後、学童保育の当町の今後の方針、当町木材利用

について、町長にお尋ねいたします。 

  １点目は、一般廃棄物処理施設の今後についてです。 

  ４月17日、令和２年第２回臨時会で、八ッ場ダム大柏木プラントヤード跡地で、一般廃棄

物処理施設建設を前提に、吾妻環境施設組合の設立が全会一致で可決、郡内の各議会でも可

決されました。今後の事業の進行日程や地元地域との協議方法について質問いたします。 

  地元としても、迷惑施設の受入れや運営方法の心配、地元としての要望等を、大柏木ダム

対策委員会を中心に進めていくと思われますが、町も窓口として、地元住民に寄り添った対

応を今後ともお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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  ２点目は、学童保育の当町の今後の方針についてです。 

  ３月中の原町こどもクラブの施設活用での一連の経過と当町の状況を考えると、保護者は

学童保育施設を、学校の近くで安全な場所を要望していたと思います。 

  平成26年８月11日に開かれた厚生労働省・文部科学省両省による放課後子ども総合プラ

ンに関する自治体担当者会議の中でも、学校施設を徹底活用した実施促進を提案。 

  １、学校施設の活用に当たっての責任体制の明確化。 

  ２、余裕教室の徹底活用等に向けた検討。 

  ３、放課後等における学校施設の一時的な利用の促進。 

  以上３点を挙げております。 

  振り返って当町を考えるに、各学校とも敷地外で運営していますが、国の提案のとおり、

余裕教室やランチルーム等が使えると思います。近隣町村である渋川市や嬬恋村、榛東村等

でも行っている中で、今後公営・民営を問わず、学校敷地内、建物内を積極的に利用し、至

急整備していきませんか。 

  特に、太田幼稚園跡地で運営している学童保育所ジャンケンポンの施設の老朽化を考える

と、今年度より計画している太田小学校改修工事に合わせて、ランチルームの一部を学童保

育に改修することを提案しようとしましたが、今議会の補正予算に盛り込んでありました。

まずはこれを至急進めてください。 

  また、議案第13号では、あづま児童クラブを小学校体育館１階の武道場に移設することに

なりました。今後、残りの３小学校の学童クラブも、なるべく早く学校施設の中に移設が必

要と考えますが、どのように考えますか。 

  ３点目は、平成26年度９月議会や令和元年度６月議会の一般質問の際、高知県やみなかみ

町等の自伐隊の提案をさせていただきました。 

  令和元年12月19日の上毛新聞によれば、中之条町が自伐隊方式の木の駅を造り、吾妻森

林組合にチップにしてもらい、当面、公共施設で燃料として使い、将来は温泉旅館や農業ハ

ウスなど民間へも広げたいとしています。 

  以前の自伐隊等の質問に対して、町長は広域で検討してみたいと回答しておりますが、し

かしその後、森林組合長でもある町長の当町の木材利用の施政方針がまるで見えません。今

回の補正では、森林観光譲与税基金積立金を使い、林地台帳管理システム構築を進めるよう

です。また、当町では、新規でバイオマス発電所の計画もあるということも聞いております。

併せて町長の考えを伺いたいと思います。 
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  以下は自席にて質問したいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、佐藤議員のご質問にお答えをいたします。 

  １点目のご質問である一般廃棄物処理施設の今後についてにお答えをいたします。 

  まず初めに、一般廃棄物処理施設に必要な土地の確保からとなりますが、八ッ場ダム建設

に伴う骨材プラントヤードの跡地の取扱いでございます。 

  本年３月に、八ッ場ダム工事事務所を訪問し、土地の取扱いについて確認を行いました。

プラントヤード跡地につきましては、民有地との境にくいを打つ作業等が遅れているため、

財務省側への引渡しは、令和２年の秋口になる予定との回答をいただいております。その後、

財務省内で払下げに関する条件等の確認を行い、その払下げとなる予定でございます。通常

ですと、払下げには１年半から２年ほどの期間を要するとの回答を財務省からいただいてお

ります。 

  次に、一般廃棄物処理施設建設に伴う受皿としての一部事務組合、吾妻環境施設組合の設

立に向けた動きでございますが、当町では、４月17日に開催された臨時議会において、設立

を可とする議決をいただきました。吾妻郡内構成６町村においても、４月、５月中に臨時会

が開催をされ、５月15日、最終開催町村をもって、一部事務組合の設立議案が議決をされま

した。 

  県への設立申請に向け、各町村長名合同の設立に関する協議書等、提出書類を調え、６月

中をめどに、県市町村課へ設立のための申請を行います。通常、許可には１か月程度かかる

とのことでありますので、早ければ７月中、遅くとも８月上旬には、一部事務組合の設立が

承認されるものと考えられます。 

  また、財務省からの払下げ条件として、受皿がしっかりしたものであることはもちろん、

財務省内に設置をされる払下げ審査委員会への説明材料として、土地利用計画の概要が必要

で、でき得るなら、焼却場のラフプランでもあれば一層の説明材料となる旨、３月の関東財

務局前橋財務事務所訪問時にも伝えられています。 

  このため、実施計画の作成が必要となるわけでございますが、現状では作成には着手をし

ておりません。今後、一部事務組合設立承認後、施設組合規約にのっとった負担額を各町村

に依頼をするなど、予算の確保を行い、事務を執行してまいります。 
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  町における一部事務組合設立準備事務には、建設候補予定地町村に事務局を置いて事務を

取り扱うことが、３月の町村会において確認されました。現在、兼任ではありますが、町民

課次長にその任を命じております。現状での事務執行に大きな支障は出ておりませんが、一

部事務組合設立後、事務作業等が増加することとなれば、来年度以降、各町村に職員派遣の

依頼も必要となると思われますので、その件に関しても議論を詰める必要が出てまいります。 

  本年３月に、多目的広場利用から一般廃棄物処理施設利用への計画変更をお認めいただい

た大柏木ダム対策協議会からも、地元への還元も十分考慮してもらいたい旨を伺っておりま

すので、今後の進捗において反映をさせていただくよう配慮をしてまいります。 

  繰り返しになりますが、現時点では、一部事務組合の設立申請を行うということだけが決

定していることをご確認いただければと思います。プラントヤード跡地の払下げが決定しな

ければ、計画の遂行はできません。財務省との協議を重ね、払下げの決定がなされるよう努

めてまいります。 

  ２点目の学童保育の当町の今後の方針についてのご質問において、議員から、町内に設置

をされている放課後児童クラブを学校敷地内、建物内を積極的に利用して整備を進めること、

特に太田地区における放課後児童クラブについては、太田小学校改修工事に合わせて、食堂

の一部を改修して対応していくことをご提案をいただきました。 

  今期定例会では、議員ご提案の趣旨に沿ったものと考えますが、東地区のあづま児童クラ

ブを現在の場所から東小学校体育館１階部分の東武道館内に移設するための条例改正議案を

上程し、本日ご議決をいただきました。 

  また、一般会計補正予算（第３号）の本会議での説明では、太田小学校改修工事において、

太田地区の放課後児童クラブを学校内に設置するための改修も含めて検討していることを担

当課長に説明をさせました。 

  学校の設置者として、多様な子供一人一人の学びと成長を保障する教育活動を各学校で実

践していただくためにも、学校には余裕教室はないものと認識しておりますが、あづま児童

クラブの移設を先例としながら、放課後児童クラブの設置場所等についても、今後、子供の

安全・安心と成長を第一に考え、検討してまいります。 

  ３点目の当町の木材利用の考えでございますが、木材を切って材として使用し、新たに植

えるという森林のサイクルの中で、産業として成り立つことが基本と考えております。しか

しながら、木材価格の低迷が続くなど、所有者をはじめとする林業関係者の方々には厳しい

状況となっていることも承知をしております。 
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  このような状況の中、昨年より、木材製品の運搬に対する補助を開始し、今年度からは素

材の運搬にも補助を広げております。 

  林地台帳管理システム構築についてでございますが、既に運用しておりますＧＩＳシステ

ムに林地管理機能を追加することにより、林地台帳上で検索した地番の位置を地図上で表示

するなどの地図と台帳の相互検索が可能となり、情報の効率化を図るものでございます。 

  昨年より、経営管理が行われていない森林について、市町村が仲介役となり、森林所有者

と担い手をつなぐ仕組みとして、森林経営管理制度が開始をされました。今後、管理システ

ムを活用し、森林経営管理制度に基づいた各森林所有者への管理方法などの意向調査を行う

予定でございますが、他の町村の回答状況を伺いますと、約６割の所有者が管理委託を希望

している状況でございます。 

  このような回答状況を考えますと、委託先としての森林組合をはじめとする林業関係者の

雇用・規模の拡大なども想定をされます。そのような状況になることを期待をしております

し、また、その場合には、森林環境譲与税を活用し、支援を行ってまいりたいと考えており

ます。 

  新規のバイオマス発電所の計画でございますが、計画については伺っておりません。設置

されるのであれば、事業所としての雇用確保や木材利用などが図られるのではないかと考え

ております。 

  また、森林組合のお話も出てまいりましたので、参考までにお話を申し上げます。 

  平成29年度に、当町岡崎の吾妻森林組合木材加工センター内に、チッパー重機、倉庫等、

約１億円を投資し、バイオマスチップの生産を始めました。 

  森林の伐採を行うと、素材としてＡ材、これは通直で、柱材用でございます。そしてＢ材、

これはやや曲がりがありますが、集成材用として使われます。そして、低質のＣ材に分けら

れます。Ｃ材につきましては、今まで用途がなく、現場に捨て置くなどしておりましたが、

バイオマスチップはこのＣ材を使います。このことで、森林所有者、組合員皆様には、今ま

でにない還元がなされ、有益なものとなりました。 

  平成30年度に、吾妻森林組合加工センターで約１万3,000トンを生産いたしました。町内

植栗の民営の事業協同組合は、約9,000トンを生産いたしました。以来、年間２万4,000ト

ンのＣ材がバイオマスチップとして、県内バイオマス発電所に送られております。 

  また、今年度から、中之条町役場でのバイオマス発電についてのお話がございましたが、

モデル事業として、年間約300トンのチップを使うとのことでございます。森林組合がチッ
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プを納入しているとありましたが、森林組合は納入をしておりません。中之条町内の一般事

業体が納入しております。 

  大型トラックで持ち込めない、小型で繊細な機械類等のことがございまして、効率的なメ

リットが見込めず、大規模なバイオマス発電所に大量にチップを納入することで、森林所有

者、組合員皆様に多くの還元ができると考えております。参考までに申し添えました。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） それでは、再質問のほうさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目に関して、まだ土地が、地元というか、誰が受皿になるか分かりませんけれ

ども、決まらないので、予定ができないというお話ですが、前に議会では、全協で一応日程

表が配られました。これがこのとおりになるかは別にして、この時点では、令和８年をめど

に完成を進めるような話でなっております。 

  地元としては、やはり、一応受け入れるということを前提に考えたときに、いつどういう

ふうになっていくかという日程表が、やっぱり町民に、特に地元に対しては示されていない

ですよね。議会は一応こういう資料を頂きましたが、今回一般質問させてもらっているのは、

議会だよりを通して、今後の計画をどういうふうに町としては進めていくんだよと、広域で

すけれども、というところをまずお示しいただいて、そこから、じゃ今後どういうふうに日

程的には進めていくんだというところが、まず一番に知りたいところだと思うので、まずそ

の辺を、ある程度分かればお知らせください。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） これにつきましては、財務省からの土地の払下げが決定した段階が起

点だというふうに考えておりますので、その後、計画を立てて、その計画に沿って施設整備

を完成してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 議員に示された日程でいくと、令和２年からスタートして、令和８

年という予定になっておりますが、この計画の令和２年が、土地を取得する時点が令和３年

になるか、４年になるか、５年になるか、そこから約６年という考えでよろしいんですか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 早急に払下げを完了して、そしてまた、施設整備もしっかりと計画を

練って、早期に完成したいというふうには考えております。 
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○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） やはり、ある程度、まず目安を示していただいて、今の段階では土

地がいつになるか分からないけれども、そこから何年ぐらいで計画しますよという話を、ま

ず示していただければありがたいなと思うんです。 

  それに付随して、地元とすれば、今後いろいろ中身の話も出てくると思うんです。広域で

小諸へ連れていっていただいて、そこの焼却場も見せていただきましたが、ああいうものを

見た以上、やはりああいうものも一つの材料になってきますので、判断というか、ああいう

形で造ってもらいたいような話もあるものですから。 

  そういうものも含めて、今後、地元とすると、今の段階だと、大柏木ダム対策委員会が受

皿で、窓口でやる話、それから町とすれば、今の町民課で窓口でやってもらうんだと思うん

ですけれども、町民課が結局、広域の窓口になってくるかなとは思うんですけれども、そう

いうところとの相談をなるべく密にしていただいて、やはり地元の声も早いうちに吸い上げ

てもらって、こういうものをやりたい、こういうものはどうですかという提案、要は焼却場

ですから、いろんな問題も出てくると思うので、私的には水の話が一番心配しているんです

けれども、地元であそこに井戸を掘られちゃうと、多分、水源地の水がある程度減ってくる

という話も出てくる可能性があるので、そういう部分も含めて、いろんな想定をできると思

うので、その辺が、今の段階ではもうゴーサインが出て、日程的にいつになるかだけの話に

なってくると思うので、窓口が決まればそういうところの話。 

  それから、今はまだ計画はつくっていないという話ですが、当然、先ほどの財務省に払下

げをするという前提になると計画が要るよというアドバイスが、前橋の財務局であったとい

う話、答弁でありましたけれども、やはりそういうものも、ある程度ざっくりした計画をま

ずつくって、こんなふうにやりたい、そこに地元の声も吸い上げてもらえればと思うんです

が、いかがですか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 今後、地元の皆様も小諸に行って、小諸の施設を見ていただいたとい

うことでありまして、そこには地域貢献の設備もあったというふうなことでございますので、

そういう点も十分承知をしております。 

  今後、年間計画というものもしっかりと組み立てていきまして、皆様にお示しをしてまい

りたいと思います。特に、今お話のありました水の利用ですね。これが、井戸を掘るのか、

あるいはほかから、トンネルのほうから持ってこられるのか、そういう点もございます。こ
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れも十分に県の皆様と協議をしながら、進めてまいりたいと思っておるところでございます。 

  いずれにしましても、今後も吾妻東部の衛生施設組合の職員、経験ございますので、そう

いう皆さんとも協議も重ねながら、しっかりとした最適な施設というものを整備していくこ

とは、当然のことだというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 地元の方は特に、小諸を見た段階で、お風呂がただで入れるという

イメージ湧いていて、そういうのを楽しみにしている人も出ちゃっているんですけれども、

実際この工程でいくと、令和10年、十二、三年まで延びちゃう可能性もあるかなと。 

  ただ、そこまでのことをある程度理解してもらわないと、なかなか話だけ先へ行っちゃっ

て、実現がまだかいという話もあり得るし、実現可能なところをまず押さえさせてもらって、

それに付随して、いろんなものが出てくると思うので、ぜひ今回でいくと、まず日程、それ

からどういうふうに進んでいくかだけは、町報でも構いませんが、ぜひ提示をお願いしたい

と思います。いかがですかね。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） そうですね、まず、財務省からの土地の払下げでございます。これに

つきましては、議員もよくご存じのように、森友の問題等があって、財務省もこれには大変

慎重な今、状況になっております。 

  これにつきましても、各会の委員を入れて、審議会形式で、一件一件十分に調査をしなが

ら結論を出すというふうなことになっておるそうでございますので、当然、この大柏木の施

設もラフプラン等も示して、そして、審議会の委員の皆様に見ていただいてご協議をいただ

くということも、早く結論を出していただく一つの方法かと思っておりますので、この点に

ついても早急に検討してまいりたいと思います。 

  いずれにいたしましても、地域の皆様が安心して受け入れられる施設として整備を進めて

まいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 地元も早く造ってもらいたいという話もありますが、聞くところに

よると、草津はもうバンザイ状態、炉がですね。やはり旅館、今回コロナで大分減りました

けれども、インバウンドだどうのこうので、今日のテレビだったかな、325万人草津へ来た

ということを考えると、生ごみ含めて、物すごい急を要しているんだろうと思います。 

  そういうことも含めると、なるべく早く完成していただいて、地元の声も聞きながら、い
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いものを造ってもらえればと思いますので、よろしくお願いします。 

  ２点目いきたいと思います。 

  学童保育の関係で、今回当初は、初日に教育課長のほうから、学童保育を太田小の改修に

合わせてつくるという話が出てきて、それを早くつくってくださいという要望をしようと思

ったら、町のほうで先手を打たれてしまいまして、聞くところがなくなってきたんですが、

これに付随して、東も今回議決して、武道館のほうへいくと。 

  となると今回、３月でもめた原町、それから坂上、岩島、岩島も今、投資して６月からや

るという話になっておりますが…… 

（「７月」と呼ぶ者あり） 

○１１番（佐藤聡一君） ７月か。できれば本当は、最初から入れられれば一番よかったかな

と。無駄な投資しないで、こういう話がもっと早くできていれば、予算に賛成した立場から

は言えないんですけれども、なかなかその辺が、後手後手の部分がちょっと見えるものです

から。 

  今の段階だと、一番課題は原町だと思うんですが、原町はどういうふうにするお考えです

か。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 原町小学校の空き教室ができるかどうかの話だというふうに思ってお

ります。 

  今後のＧＩＧＡスクールですとか、そういうものも新たなものが出てまいりますので、教

室の利用というものが今後どういうふうになっていくか、教育委員会当局ともよく連携しな

がら、なるべく教室を空けるということが重要なことだと思いますので、そういう方向で検

討してまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 今回の本当に、最初のあれでも申し上げましたが、原町の学童クラ

ブに預けている親御さんの話でいえば、やはり一番安全なところ、できりゃ学校の中が私は

一番ベストだと。 

  あの段階では、町は原町保育所の話まで出て、逆に遠くへ行く話があって、それで、最終

的にはまた大宮神社へ戻ってきましたけれども、やはり町とすりゃ、あそこは危険なところ

だと言い張った状態を考えると、親御さんも考えても、やっぱり学校の中に子供がいるとい

うのが一番安心・安全だろうと思っているんだと思います。いろんなあのときに集まった親
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御さんの声を聞いていると、そういうところが本当にしみじみ感じました。 

  そういうことを考えると、太田が今の話、東、太田が学校の中へある程度入ってくる流れ

からすると、なるべく早くほかのあと３小学校も、投資はしましたけれども、なるべく早く

学校の中に入れるというのが一番、今後もずっと使っていくということを考えるといいのか

なと。 

  岩島だって結局、あの何年も使った保育所を再利用しているような状況ですけれども、あ

れだっていつまで使えるか、太田の幼稚園の状況を考えると、そんなに長く使えないのかな

と。坂上にしても、やはり国道を歩かせる間がありますから、やはりあれを学校内で移動さ

せるというのが一番ベターというか、ベストだと思いますので、その辺を町長はいかが考え

ておりますか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 岩島の学童につきましては、建物としては古くなってきている。しか

し、あの場所は校内とも、ほぼ同じような条件でできるかなというふうに思っておるところ

でございます。 

  坂上につきましては、今、国道を歩かせるというふうなことがございました。実際に歩い

ているかどうかはちょっと分かりませんけれども、これにつきましても、空き校舎という面

では、非常に可能性があるかなというふうに思っております。 

  今後も、学童保育所、これからなくてはならない、そして充実をさせていかなければなら

ない施設でございますので、しっかりと検討を進めてまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 岩島の保育所はまだ使えるという話もありますが、便器が幼児用の

ものが主でできていると思うんです。やっぱり小学生、特に高学年になってきたときに、果

たして使えるかという部分になると、やっぱり学校のトイレを使っていくほうが普通だと思

います。 

  そういうものも含めて、なるべく早く、今回、太田小の改修に合わせて、急に学童保育も

盛り込んできたことを考えれば、ぜひなるべく早く、ほかの小学校も含めて、そういう施設

整備をお願いしたいと思いますが、最後にどうですか、そこは。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） そうですね、太田地区の学童保育所につきましては、ジャンケンポン

ですか、これの施設は極めて老朽化をしておりまして、私の子供が幼稚園でそこへ入った施
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設でありますので、相当なものでございますので、これにつきまして、ジャンケンポンのほ

うでも、中の改修をしてくれというふうな声もありますけれども、これにつきましては思い

切って、改修をするよりは、太田小学校の改修のときに適当なスペースをつくって、そして、

そこで学童保育所にしていくという方法を取っております。 

  今後もそのようなことで、他の地域にもできるならば、そういうような形で、校内に一緒

に入れるということを考えてまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） ぜひ、早いうちにお願いします。 

  ３点目のほうの話に入らせていただきます。 

  今回、三度目の質問をさせていただいているのは、自伐隊というか、山をどういうふうに

きれいにしていくかというテーマで、ずっと質問してきたつもりです。前回はみなかみ、そ

れから、その前は高知だ何だかんだ、いろいろ質問させてもらいました。 

  今回、あえて質問しているのは、町長としてじゃなくて、森林組合長としての町長の考え

をお聞きしたいんです。要は、吾妻全体の森林組合のトップをやっている以上は、中之条で

先ほどの質問じゃ、チップは受けていないよという話はされていますが、やはりどこもそう

ですけれども、山が荒れて、イノシシだ鹿だ熊だ、人家に近いところまで全部出てきていま

すよね。 

  今、森林組合がやっているのは針葉樹の話だけで、広葉樹の対応はしていない。やはりそ

ういうものも含めて、吾妻の山をどういうふうに今後持っていきたいのかなという、要は組

合長としての姿勢が見えていない。そこをどういうふうに考えているか、まずお聞きしたい

と思います。 

○議長（須崎幸一君） 町長、お待ちください。 

  質問者の佐藤議員に申し上げますけれども、森林組合長としての考え方をここでただすと

いうのは、一般質問にそぐわないと思いますけれども。かなり問題が出てきますけれども、

それを承知で今質問したんですか。よろしいんですか。 

（「じゃ、町長として」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 町長としての考えをお聞きしたいそうですので、よろしくお願いしま

す。 

  発言の撤回を求めますから。笑っていますけれども、真面目に答えてくださいよ。質問し

てください。 
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（「じゃ、改めて質問します」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） はい。 

○１１番（佐藤聡一君） じゃ、森林組合長としてじゃなくて、森林組合長を兼任している町

長としての考えをお聞かせください。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 国の森林経営管理制度というものが出てまいりました。森林所有者の

意向調査の結果というものも手元に来ております。森林の管理を委託したいという人が６割

以上になっておるということであります。やはりそうだというふうに私は思っております。 

  昨年、町民の方で、林業関係で大変なベテランの方が伐採時に事故で亡くなられたという

ことで、非常に悲しい思いをいたしました。 

  やはり、伐採というのは非常に危険な仕事なんですね。やはり森林組合のように、専門部

隊、森林伐採、森林作業の専門部隊を常に育成しているわけでございまして、その人数は

年々増えてきております。そしてまた、年齢層も若い人が入ってきております。前橋地区か

ら、奥さんと子供を連れてこっちに移住してきて、森林組合の森林作業の作業班に入って、

頑張ってやっているという方もいます。また、郡外から来ている方もいます。また、自衛隊

を経験して、その後、作業班を希望して来ておる人もいます。 

  やはり自伐隊、非常に最近は報道されるところもありますけれども、やっぱりそのような

危険な仕事であります。森林組合でありますと、専門の重機、伐採の重機、伐採した木材を

トラックに積み込める重機というものも整備して、それはもう女性が運転をできるようにな

っております。 

  そのような状況でございますので、機械、設備、それから道具、道具も、はいているズボ

ンは、チェーンソーが当たってもけがをしないズボンをはいている。靴も非常にそういった

専門の靴になっておるわけでございまして、そういう安全面も、非常に森林組合はお金をか

けて、安全に配慮をしているところでございます。 

  そのようなことから、自伐隊というものも脚光を浴びておりますけれども、私としては、

やはり餅は餅屋ですよ。餅は餅屋で、やっぱり専門の活動部隊に任せていただくのが一番い

いのかなというふうに思っております。そのほうが効率的な仕事ができて、そしてまた、森

林所有者への還元も多くなるだろうというふうに思います。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 中之条が木の駅という形でやり出していますよね。 
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  この前の質問のときに、町長は、広域として各町村と話合いを持つという話をしました。

その話合いの内容とか、されたかどうかも含めて、ちょっと聞きたいんですけれども。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） それにつきましては、まだ実現はしておりません。 

  しかし、私がふだん付き合っている町村長との中で、やはり森林組合に期待をするという

意向は、かなりひしひしと感じておりますので、やはり森林組合が主になって吾妻の森林を

整備していく、美林にしていくということを願っているかと思います。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 今、町長のほうは、今の森林組合の状況を教えていただきました。

実際、餅は餅屋がやるのが一番、機械化も含めて一番いいのかなと思います。当町でも町有

林持って、烏帽子山植林組合持っていますよね。あの伐期も来ているわけですね。 

  針葉樹の部分は売れる部分もあるので、先ほどの林地台帳を整理して、民間の方の意向調

査をして、どうするかという中での、問題は、切って植える部分の話が一番大事なのかなと

思うんですけれども、その流れをどういうふうにつくるか。特に、針葉樹じゃなくて広葉樹

の利用をどういうふうにしていくかというのも、町としても考えていかなくちゃならないか

なと。 

  中之条が考えたのは、結局、そこのところをチップにして、町の施設、最終的には温泉だ、

ハウスで使うという燃料としてですね、そういう発想だと思うんですけれども、やはりうち

の町としても、そこのところの利用を考えないと、山が整理していかないのかなと。 

  広葉樹の山を切って、針葉樹を植えていけるようなところがあればいいんですけれども、

やっぱり急峻なところというのは、なかなかそういう話にもならない。かといって何もしな

いと、すごい山が荒れちゃう。そうすると、この間の台風19号じゃないですけれども、結局、

どんと押し出してきちゃうという話になると思うので、その辺を、うちの町の状況を考えた

ときに、どういうふうにお考えというか、どういうふうに持っていくのがいいのか、ある意

味では一番知識があると思うので、教えていただければと思うんですけれども。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 国の最近の考え方といいますと、皆伐を行って、針葉樹なり広葉樹な

りの皆伐を行って、そこに新たに新植を行って、そして下刈りから間伐まで、森林組合等の

委託を受けた団体が行っていくということを進めているところでございます。特に、伐期が

来た森林が多いということがありますので、特にそういうことになったというふうに思いま
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す。 

  私のうちの山林が、泉沢地内の国有林境のほうにありますけれども、その近くの森林所有

者２人と全体３名の山で団地化をして、森林組合が伐採をして皆伐をして、そして植林をし

て、下刈りをして、除伐をして間伐をすると、一連の作業を委託することになりました。そ

ういったサイクル、前話した森林のサイクルというものを実践するわけでございまして、今

後はそういうものを広げていくことが必要かなというふうに思っております。そのために森

林組合等も、機械、設備等をしっかりと整備をしているところでございます。 

  今後も森林所有者のご理解をいただいて、そういったやり方で、我が町の吾妻郡の森林、

広葉樹も含めて、的確な利用をして、お金になるようにして、そして、新たにまた植栽をし

て更新ができていく、そういうサイクルをつくっていくことが必要かと思っておりますので、

ご理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（須崎幸一君） 11番、佐藤議員。 

○１１番（佐藤聡一君） 農業もそうですけれども、林業、山持っているところ、私も含めて

みんな高齢化、じゃ、私の下の代で山を見てくれるかというと、私の山は多分、私の代で終

わりで、子供は関係ないというか、相続も下手するとしてくれないかもしれないような状況

です。 

  そういうことを含めて、やはり、実際生きている町民の中で、やはり山を荒らしちゃわな

いで、そういう鳥獣害のものも含めて、どういうふうに整備していくかというところが、や

っぱり喫緊の課題だと思うんです。そういうところはぜひ、力強く町政を担っている町長が

やっていただきたいと、それが趣旨ですので、ぜひ進めていただきたいと思うんですが、方

針をつくって。 

  林地台帳も大事だと思います。調べなきゃ誰が持っているか分からないし。今、国調もま

だ半分しかやっていない中で、国調と林地台帳を一致させるところがなかなか難しいような

話もあるものですから。ただ、山の持ち主は大体境分かっていますから、その辺と、今の持

ち主が地元にいるかいないかもあるので、下の人が相続しちゃえば、その辺も何とも手がつ

かないかもしれないので、そういうことも含めて、町で率先して整理、それで山をきれいに

していく運動をしていっていただければと思いますが、最後にいかがですかね。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 林地台帳の整備というものも行ってまいりますが、森林所有者で、自

分の山がどこにあるかというのも知らない所有者が大分います。それには、空中写真が地図
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が一体となったようなものを見せて、地番が入って、所有者が入って、面積が入っていると

いうものを見て、この道を行って、これを左に上がっていけばうちの山が、これヒノキの30

年生があるんだというふうなことで確認ができるわけで、そういう点からも、林地台帳の整

備というものは、しっかりやっていかなければならないというふうに思っております。 

  森林は非常に大切な公益的機能というものを持っていまして、国土を守る、酸素をつくる、

水をつくる、そしてまた地球の環境を守る、二酸化炭素を吸収して酸素を吐き出している、

地球の温暖化を防止をしているわけでございまして、非常に大事な森林であって、そしてそ

れは、常に森林整備を行うことで、その力が大きくなっていくわけでございますので、これ

につきましては、町民の皆様のご理解をいただきながら、常に整備がされていくような状況

にしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、佐藤聡一議員の質問を終わります。 

  ここで午後２時25分まで休憩とします。 

（午後 ２時１６分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午後 ２時２５分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 小 林 光 一 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、８番、小林光一議員。 

  ８番、小林議員。 

（８番 小林光一君 登壇） 

○８番（小林光一君） それでは、議長の許可が得られましたので、人口減社会に対応した園、

学校づくりについて、町長にお伺いいたします。 

  我が東吾妻町の総人口は、2020年４月１日現在、１万3,499人であります。第２期まち・

ひと・しごと創生総合戦略によりますと、吾妻郡内の６町村のいずれの町村も人口減少傾向

にありますが、中でも当町の人口減少は比較的強く、人口減少は予想を上回る速度で進行し、
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2040年には7,448人で、嬬恋村の人口とほぼ同じになると言われております。 

  さらに、乳児と児童・生徒数は、総人口の減少率を上回って急速に減少することから、深

刻な少子化とともに、年齢別人口構成の大きな変化等が進み、14歳以下の児童・生徒数が

2040年には全人口の6.3％と極めて少ない、これまでに経験したことのないアンバランスな

人口減少社会を迎えます。 

  町は、この状況に対して危機感を持ち、もっと深刻に受け止めて、今後の施策に生かして

いくべきであると思います。 

  今回は、人口減社会に対応した園並びに学校づくりということで、４項目ほど質問させて

いただきます。 

  １点目は、保育所の支援についての質問であります。 

  当町の保育所の園児数は増加傾向にあるものの、ここ３年間80名弱で推移しており、園児

数の少ない状況が続いております。これは、当町の合計特殊出生率が0.96ということもあ

り、出生数が約50名弱で少ないためであります。 

  また、幼稚園では、平成23年210名で毎年減少し、平成29年には124名になりましたが、

国の政策で教育費が無料化されたため、認定こども園になった平成30年、206名に増加し、

令和２年の今年193名と、再び減少傾向にあります。また、将来予測によりますと、就学前

の５歳以下の児童数は現在の338名から令和６年の269名、すなわち４年間で71名も急激に

減少するとのことです。 

  この児童数の減少を食い止めるには、少子化の大きな原因の一つである子育て支援を充実

させ、中でも、安心して子供を産み育てることができるように、経済負担を軽減することで

あります。 

  認定こども園を利用する３歳から５歳児の保育料については、国により無料化されました。

一方、当町では、保育所を利用するゼロ歳から２歳児の保育料を国基準の５割として、第２

子の保育料を基準額の２分の１、第３子以上は保育料無料化が実施されており、保護者の経

済的負担軽減を図っておりますが、まだまだ子育てに対する経済的負担感が強いようであり

ます。 

  そこで、質問ですけれども、保育所の園児数を増やすための施策として、第１子、第２子

園児の保育料に対する経済的負担を軽減するお考えはありますか、町長にお尋ねいたします。 

  ２点目は、少子化に対応した小学校の望ましい教育環境の在り方について質問します。 

  東吾妻町の児童・生徒数は、小学校は平成23年703名でありましたが、減少し続け、令和
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２年483名と、10年前に比べて225名、率で32％も減少しております。当町の５校中、特に

私の在住している坂上の小学校では、平成23年92名から令和２年42名と、10年間で50名、

率で54％減少し、10年前に比べて半分以下になっております。生徒は１学年平均で７名で

す。 

  また、児童人口の将来推計によりますと、４年後の令和６年には、小学校の生徒数が現在

の483名から387名に大幅に減少するとのことでございます。国と同様に、小学校において

も小規模化が進行し続けております。そのような理由から、少子人口減少社会に対応した活

力ある教育環境並びにその整備に向けた取組を早急に進めていく必要があると思います。 

  この現状を受け止めて、次の質問ですけれども、少子化に対応した小学校の教育環境づく

りについて、町長のお考えをお聞かせください。 

  ３点目は、少子化に伴って生じた小・中学校の余裕教室の活用についてご質問させていた

だきます。このことにつきましては、先ほど同僚議員より質問がありますが、ご了承いただ

ければと思います。 

  公立小学校では、近年の少子化に伴う児童・生徒数の減少により、相当数の余裕教室が生

じております。当町においても同様だと思います。多くの自治体では、この余裕教室を地域

の実情やニーズに応じて、積極的に児童クラブ、保育所、高齢者福祉施設、社会教育施設な

どに活用し、子供と地域の連携を図っております。 

  国でも、新たに開設する放課後児童クラブの約80％、これ平成31年度末の結果ですけれ

ども、80％を小学校内で実施することを目指しており、増える傾向にあります。 

  当町においても、余裕教室を放課後児童クラブに活用し、今後、各地域にある認定こども

園、小学校、放課後児童クラブを１か所に集めて、各地域における教育拠点と位置づけたら

と思います。 

  そこで、質問ですけれども、当町でも校舎内の余裕教室を活用すべきと考えますが、町長

のお考えをお聞かせください。 

  ４点目は、少子化により部員数が少なくなった中学校の部活動についての質問でございま

す。 

  部活動は、各種のスポーツや文化芸術等の分野に興味・関心を持った生徒たちが、学級や

学年などの枠を超えて集まり、自発的・自主的に行う活動であります。そのため、学校教育

において極めて重要な役割を担っております。また同時に、楽しさや喜びを共有し、豊かな

人間関係づくりや充実した学生生活を送るためのすばらしい活動です。 
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  当町においては、平成27年に、学校の教育環境を維持するために中学校の統合がなされま

したが、中学校も毎年生徒数が減少しております。その影響を受けて部員数も減少し、大会

に参加する必要人数がそろわなかったり、続行が困難になり、廃部を余儀なくされる部活動

もあるようです。また、顧問教員の負担が多いなど、多くの問題を抱えております。 

  そこで、質問ですが、生徒の少ない学校でのクラブ活動についてのお考えをお聞かせくだ

さい。 

  以上、この場での質問は終わりまして、自席にて再質問をさせていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、小林議員のご質問にお答えをいたします。 

  １点目の保育所園児数を増やすための施策についてでございますが、現在町では、保育所

保育料を国基準保育料額の半額に設定することで、町独自の子育て支援に取り組んでおりま

す。第２子の保育料は第１子の半額に、第３子以降は県補助金を活用し、無料といたしてお

ります。 

  今後、さらなる負担軽減につきましては、社会情勢や近隣町村の動向等を注意深く勘案す

る中で、総合的に判断していきたいと思います。 

  また、保育所入所要件は、東吾妻町保育認定基準を定める条例において、保護者のいずれ

もが一月につき48時間以上の労働をすることを常態とすること等が規定をされておりますの

で、一概に園児数を増やすということはできませんが、より一層保育内容を充実をさせ、多

くの皆様に安心してご利用いただけるよう努めてまいります。 

  これから、２点目以降につきましては、小林教育長からお答えをいたします。 

○議長（須崎幸一君） 小林教育長。 

（教育長 小林靖能君 登壇） 

○教育長（小林靖能君） 小林議員さんの質問に対しまして、お答えさせていただきます。 

  ２点目の少子化に対応した小学校の教育環境づくりについてでございますが、本町の小学

校では、小規模であることを悲観的に捉えるのではなく、むしろ、小規模だからこそできる

地域に根差した特色ある教育活動を実践しております。町でも、そのような教育活動を積極

的に支援するため、独自にマイタウンティーチャーや特別支援員の配置も行っております。 

  小規模な学校には、少人数だからこそ、児童一人一人にきめ細やかな対応ができ、その個
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性や特性に応じた教育活動に取り組むことで、個々の能力や適性を伸ばしやすいといった学

習面のメリットや、異学年交流を重視した教育活動により、全校児童と先生方の一体感が深

まりやすいといった生活面のメリットがございますので、そういったメリットに目を向けな

がら、本町の教育をより充実していきたいと思います。 

  物質的な環境整備についても、ＧＩＧＡスクール構想への対応のように、引き続き機を逃

すことなく対応してまいります。 

  ３点目の余裕教室の活用についてでございますが、佐藤議員のご質問でもお答えいたしま

したとおり、学校の設置者として、多様な子供一人一人の学びと成長を保障する教育活動を

各学校で実践していただくためにも、学校に余裕教室はないものと認識しております。 

  近年では、確かに児童数は減少しておりますが、様々な理由により、特別な支援を要する

児童も多く見られるようになっており、その特性によっては、１人で１教室を使用しなけれ

ばならないこともございます。 

  限られた学校施設でありますので、今後も子供たちの成長につなげられるよう、有効に活

用してまいります。 

  ４点目の中学校の部活動についてでございますが、議員のご質問にもありましたとおり、

生徒数の減少により、多様な部活動を維持することが困難になっている学校があることも事

実でございます。 

  今後、東吾妻中学校でも、部活動の在り方を見直さなければならない時期が来るかもしれ

ませんが、そのときには、生徒や保護者、場合によれば小学生の意見も聞きながら、在校生

に最大限の配慮をした上で、数年をかけて丁寧に対応していただけるよう、町としても中学

校に協力してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） まず、ご答弁ありがとうございました。 

  それでは、ちょっと私の考え方なり、少しお話をさせていただければなと思っております。 

  私は、安心して子供を育てる、そのことの阻害になっている要因というのは、やっぱり将

来にわたる子育てにかかる経済的負担が極めて強いと、こう思っております。 

  そこで、もし保育料を例えば無料化すれば、中学校までは教育費の無料化が実現できるわ

けですね。そして、非常に安心して子育てしやすいという町になると思うんですね。 

  また、ゼロ歳から２歳児までの保育料につきましては、大体1,200万円とのことでござい
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ます。町の予算の使い方次第では、このような予算ですので、保育料の無料化は可能だと私

は思っております。 

  また、町の子ども・子育て支援事業計画、それによりますと、子育てはみんなでという、

こういう副題がついておりますね。そういうことで、町の予算で無料化するのも当然できる

のではないかなと、こう思います。 

  ですから、そういう意味で、当町では国に先駆けて、ぜひ進めていただければなと思いま

す。 

  町長、決断していただけませんでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） ただいま教育長の答弁につきましては、保育認定基準というものがあ

ります。48時間以上、一月について労働していることを常態とすることということで規定が

ございます。そのようなことから、果たして一律に無料化ということができるかどうかとい

うもの、また他の町村、県等、国の考え等も考慮しながら、これにつきましては、無料化し

たいという気持ちはございますけれども、そのような条件をクリアしていくことができれば、

到達ができるかというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） 確かに、非常に大変な問題であることは事実です。しかし、約1,200

万円ぐらいで保育料が無料化になるということになりますと、一般の保護者の人たちは大変

喜ぶと思うんですね。そういうことで、これが一つの宣伝にもなると思うんですよ。 

  例えば、ゼロ歳から中学生まで教育費は無料であるというようなことで、ぜひ、なかなか

決断をすることは難しいのかもしれませんけれども、検討していただいて、なるべくそれが

実行できるようにしていただければと思っております。 

  保育所の園児数を増やすのは、非常に大変難しい問題ではあるんですが、結局は出生数を

増やすということが必要になるわけですね。町では、2024年に合計特殊出生率を約1.25に

しようという、そういう目標設定をいたしまして、いろいろやられてはおります。どのよう

な具体的な施策をもって、このような、今が0.96ですから、1.25まで増やすことになるの

か、ちょっと教えていただければと思います。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） これが令和２年度の東吾妻町の生涯支援年表でございまして、町民の

皆様がおぎゃあと生まれてから、お亡くなりになるまでの町の支援事業を一覧としておりま
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す。これから毎戸配布をしていきます。また、窓口でも皆様に配布をして、町の支援事業を

よく知っていただいて、そして、時期を逃さずご利用いただきたいというふうに思っており

ます。 

  これにつきましては、おぎゃあと生まれてからの子育て支援、しっかり東吾妻町は事業を

つくりまして、行っておるところでございます。給食費の無料化をはじめ、最近では高校生

の通学の定期代の補助なども行いまして、しっかりその支援につきましては、他町村に比べ

て非常に充実をしているというふうには思っております。 

  また、特に若者の定住ということも必要でございますので、これにつきましても、定住に

ついての支援事業も行っております。40歳未満の若者が住宅を建てる場合に、町内の大工さ

んや会社に頼んで建ててもらう場合には、いろんな条件もございますけれども、最大150万

円の補助金を出すというふうなことで、定住化に向けても取り組んでいるところでございま

す。 

  このようなことから、この町で生まれて、育って、家を造って、そして結婚をしていただ

いて、そして子供をたくさんつくっていただくというふうな希望を持って、お願いでもって、

このような支援事業を構築をしているところでございます。 

  今後も、議員の皆様にもその点をよくＰＲをいただいて、若者定住、子育て支援等もご理

解をいただくよう、よろしくお願いをいたします。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） 今、パンフレットをいろいろお示しになって、このようないろんな事

業をやっているということをお話しなされました。 

  しかしながら、平成26年ですかね、合計特殊出生率が1.27だったんですね。その後、い

ろいろと施策をずっとやってこられました。しかし、依然としてどんどん下がって、今年で

すか、令和１年では0.96ということなんですね。そうしますと、そのような今述べられた

ような施策では、なかなか元に戻らないということなんだろうと思います。 

  ですから、そういう意味では、やっぱり何か画期的な施策をしないと、なかなか難しいと

思うんですけれども、その点、町長いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 画期的な施策ということで、小林議員のおっしゃる保育料の無料化と

いうものも一つかというふうに思っております。若者が定着できるような、そういった投資

すべき施策、事業というものも、今後も追及して制定をしてまいりたいと思います。 
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○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） ぜひ、保育料の無料化を考えていただければなと、そして建設的に検

討していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

  時間もどんどん少なくなってしまいますので、次の少子化に対応した小学校の教育環境づ

くりということで、教育長のほうから説明ありました。地域に根差した魅力ある環境づくり

をやっていくんだというようなお話であったかなと、こう思います。 

  もう一つ大事なのは、私は、集団で学び合える環境づくり、各小学校間の連携と、こうい

うものが非常に重要だと思いますので、ぜひそれを加えていただければと、こう思っており

ます。 

  私の考え方では、小学校従来の教育の拠点、それに加えて、地域コミュニティや防災の拠

点として、また、災害時には避難場所としての役割を付加しつつ、活力ある学校づくりを実

現できるよう取り組んでいただきたいと、こう思っております。 

  それと、もう一つは、教育長もお話ししておりました小規模であるメリットを最大限に生

かして、そして、小規模だからこそできるような多様な体験、また、徹底した個別指導とい

うんでしょうかね、そういうものを通じて基礎学力を保障すべきであろうと、こう思ってお

ります。 

  そういうことでですね、ぜひその辺の、もう一つ加えていただいて、各小学校間の連携を

深めていっていただければと、こう思っております。 

  特に、坂上のような過疎地におきましては、例えば統合みたいなことをやってしまいます

と、ご存じのように過疎地域の衰退を加速いたしまして、そして精神的なダメージを受ける

と、そして死活問題にもなるということであります。 

  町長もご存じでありますように、吾妻高校がなくなったことによって、駅には特急が止ま

らなくなったり、その後、駅も無人化されたり、乗客数も１日300人以上減少すると、そう

いうことも起こっております。 

  そういうことで、統合でもされますと、人が過疎地からどんどん町のほうに移動して、加

速的な人口減少を招くのは目に見えておりますので、そういうことで、統合は恐らくやらな

いということなんだと思いますけれども、これについて確認の意味で、町長にお伺いしたい

んですけれども、統合問題についてはしないということなんでしょうか、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長でいいですか。 

（「はい、教育長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） 小学校の統合は、現時点では考えておりません。 

  その理由というのは、小林議員さんもおっしゃっておりましたように、子供たちの基礎学

力というものが、きちんとそれぞれの小規模校で、小規模校なりに独自な進め方をしながら

子供たちを育てていると。社会性とかということで心配な面もあるわけですけれども、それ

は中学校へ行って、200人以上の規模の中で学んでいきますから、十分それが耐えられると

いうのが１点目です。 

  ２点目は、やっぱり小学校というのは地域のシンボルになっている、コミュニティのシン

ボルになっておりますから、どうしても私たちお年寄りにとりましては、小学校がなくなる

というのはすごく痛手に感じますので、可能な限り小学校は存続させていきたいというふう

に考えております。 

  ３点目は、今、群馬県の教育委員会と、それから、うちのほうの町のマイタウンティーチ

ャー、先ほども答弁の中でもありましたけれども、そういったすごくいい行為、配慮により

まして、複式学級が書類上はできるんですけれども、実態の勉強は各学年ごとに勉強できて

いけるという配慮をしていただいておりますから、それが続いていく限り、今の３点で、や

はり小学校の統合は当分考えていかないということであります。 

  それから、小林議員さんがおっしゃっていました、小学校で幾つかこういうふうに一緒に

なってやるというようなこと、これらは、今後ＧＩＧＡが配置されていきますので、今後検

討課題とさせてください。 

  以上ですけれども。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林光一議員。 

○８番（小林光一君） 今、社会性については中学校でというようなお話があったんですけれ

ども、やっぱり小学校からだんだん身につけるということも、非常に重要だと私は思います。 

  そういうことで、本来の学校の目的というのは、社会性を高めて、そして、切磋琢磨しつ

つ学習するというのが、本来の学校の目的だと思うんですね。ですから、そういう意味で、

なるべく小学校の間から、そういう社会性を高める努力をしていただければなと、こう思っ

ております。 

  それを補完する一つの手段としては、これは一つの例ですけれども、例えばオンライン授

業をやるとか、例えば合同授業をやるとか、そういうものによって、いろいろと社会性も身

につくのではないかなと思いますので、その辺をぜひ検討していただきたいと思いますけれ
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ども、学校間でのオンライン授業や、または合同授業について、どのようにお考えでありま

しょうか。ちょっとお伺いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） ありがとうございます。 

  社会性の根本になるものは、今の小規模校の小学校では培われていけるというふうに考え

ております。それは、一人一人が活躍する、そういった場面が随所に毎日見られていけると

いうこと、ですから、一人一人が自己有用感を持って育っていく。 

  それから、もう一つは、子供たち一人一人が、その校内にいる大人、それから地域の大人、

そういった方々にすごく大切にされながら育ってこられる。その大切にされる子供たちが、

答弁の中でもありましたけれども、縦割りの集団をつくって、高学年の子供たちが低学年の

子供たちのいろんな面倒を見ている。というのは、掃除だとか生活習慣だとか、そういった

こと等の面倒を見てくれる。そういったこと等から、社会生活を営んでいく上の基盤が十分

に、小学校の６か年の中で育てられていけるというふうに捉えております。 

  それらの中には、当然、保育所やこども園で５年間かけて、基本的な生活習慣を身につけ

てきてくださることを大事にしてきてくれるからというふうな面もあるというふうに受け止

めております。 

  テレビ授業、ウェブ授業ですか、そういうのは、今後検討課題にさせてください。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） ぜひ、オンライン授業とか、生徒を集めて合同授業をやると、そうい

うことによって、やっぱりある程度社会性も身につくと思いますので、ぜひ進めていただけ

ればと、こう思っております。 

  それで、時間も大分なくなってきましたので、これについて幾つか質問しようと思ってい

たんですけれども、ちょっとはしょりますけれども、オンライン授業をする場合に、現在パ

ソコンは１人１台ということで、今年度中にということになっていますけれども、各家庭の

Ｗｉ－Ｆｉの環境ですね、それについてちょっと、調査をされたと思いますので、教えてく

ださい。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） １割程度の子供が持っておりますので、それに……ごめんなさい、

１割程度の子供が持っていない、逆の。ですから、そういう子供さんたちにも対応できるよ
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に、例えば今度のような事態に遭遇したときには、学校を開放して、そういう子供たちにも

学びの場を提供していきたいと。提供していけるように進めていきたいというふうには考え

ております。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） だんだんに備えていくと、設備を備えていくということなんでしょう

けれども、そちら具体的に、いつから、例えばオンライン授業みたいな、できる可能性があ

りますか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） これはあくまでも県のスケジュールなんですけれども、県と共同購

入をする方向で進んでおるものですから、10月には機械がそろうようです。ですから、それ

にかかわって、もう一つは、先生方がそういう技能を身につけるということ。オンラインで

も、このＧＩＧＡ、ＩＣＴでも、あくまでも子供たちを育成していくということでの手段で

ありますので、その点も十分わきまえて取り組んでいければいいなというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） と申しますと、来年度から実施できるということでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） 今年度中には何とか着手できていけるように進めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） どうもありがとうございました。 

  放課後児童クラブにつきましては、同僚議員と同じような質問になってしまうかもしれま

せんけれども、私のほうからは、ちょっと観点を変えてお聞かせいただければと思います。 

  放課後児童クラブにつきましては、将来どうあるべきかということについて、ちょっとお

伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） 将来というよりも、今もそうなんですけれども、町長が佐藤議員さ

んのときの答弁のところにありましたように、子供たちが一人一人が安全・安心で、しかも

成長していける、そういう場であること、それは同時に、保護者の方々もそういう気持ちで、
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放課後児童クラブに期待していると思いますので。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） 私は、やっぱり将来的には、児童クラブというのは町で運営すると。

そして、小学校の余裕教室を使っていくと。そのことについては、同僚議員のほうに町長の

ほうから説明がありましたので、何かそういう方向ではないかと私も思いますので、ぜひそ

ういう方向で進めていっていただければなと、こう思っております。 

  時間もないようですので、最後のクラブ活動についてでございますけれども、これにつき

ましては、やっぱり他の市町村との合同の部活動、その取組、こういうものの推進が極めて

重要だと思うんですね。その辺について、または地域のスポーツクラブや文化クラブとの連

携ですね、こういうものについて、実際に行っているのか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） ありがとうございます。 

  昨年、うちのほうの中学校の野球部は、秋の新人戦で敗れたのは、長野原の東中学校と西

中学校と草津中学校の連合チームに決勝戦で敗れました。６対８で、というふうに、郡内の

学校でも連携して大会に出場すると、そういう方向で進んでおります。 

  東吾妻中学校は、陸上部は男女、野球部、ソフトボール部、そしてバスケットボールが男

女、ソフトテニス部が男女、卓球部男女、バレーボールが女子ですね、それで吹奏楽部があ

ります。 

  しばらくというとおかしいんですけれども、今の３歳児ぐらいの子供さんたちまではこの

部が、例えばソフトテニス部が20人ぐらいになるとかという、そういう部員数の減少はある

でしょうけれども、この部が存続していくんじゃないかというふうに、自分の今までの体験

からは、そんなふうに推定しているところなんですけれども。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ８番、小林議員。 

○８番（小林光一君） ちょっと時間も少ないようですから、私の考えを少し述べて、参考に

していただければなと、こう思っております。 

  やっぱり生徒がやりたいクラブがないというようなこととか、また、顧問の先生がいない

というようなことで、部活が休部になったり、さらには廃部になるといった状況は、絶対に

避けていただければなと思います。一言で言えば、スチューデントファーストということで
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しょうね。 

  そういうことで、ぜひ今後クラブ活動を進めていただければと思いますので、いかがでし

ょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） ありがとうございます。 

  子供たちが中学校の生活の中で、非常に重い、大きな役割になっているのが部活動だとい

うふうに認識しております。ですから、そういった生徒たちの期待に応えられるような中学

校、それから他校との連携等々も、今後、中学校と相談していきながら進めていければとい

うふうに考えておりますけれども、まだしばらく先のことになると思います。 

  今の部で、子供たちは何とか、ある面では、自分の入りたい部があるというような方向で

いるんじゃないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、小林光一議員の質問を終わります。 

  ここで午後３時15分まで休憩といたします。 

（午後 ３時０４分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午後 ３時１５分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 青 柳 はるみ 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、14番、青柳はるみ議員。 

  14番。 

（１４番 青柳はるみ君 登壇） 

○１４番（青柳はるみ君） それでは、通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

  ３項目について質問いたします。 

  まず、その１、新しい生活様式に向けての当町の取組について。 
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  消毒液を作る機器を取り入れたと伺いました。行政関係だけに使われるのか。 

  また、感染症を防ぐためには、マスク、手洗い、密を防ぐことで、住民一人一人の協力が

必要だと思います。このため、各家庭でも気をつけていただくため、１世帯500ミリリット

ルボトルを配布できないでしょうか。 

  図書についても消毒が必要になると思います。本が殺菌できる機器も必要と思いますが、

どうお考えになっていますか。 

  各役員会も、紙ベースでの決裁になっています。新しい生活様式ということで、大勢の顔

が見える会議を催し、対話や意見交換をしたい。町はどう考えているのですか。 

  災害時の避難所について、感染という課題を加えた対策が必要になってきました。どう取

り組んでいますか。また、密を防ぐため、避難所の数が多く必要となるが、空き家の活用な

どを考えていますか。 

  各自マイタイムラインをつくり、知人宅、親戚などの感染を回避するために、個人の取組

も進めることも必要だと思います。 

  次に、ＧＩＧＡスクールについてお伺いします。 

  前倒しで、ＧＩＧＡスクール構想に向かい、進めていただいています。現状と目指すもの

を伺います。 

  次、３点目、高齢者の独り暮らしや障害のある家庭では、ごみ出しに苦慮しています。安

心して暮らしてもらいため、ごみ出しについても町で仕組みを構築していただきたい。 

  以上３点について、お伺いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、青柳議員のご質問にお答えをいたします。 

  １点目、ご質問の機器でございますが、本庁舎１階に電解水生成装置を１台導入を予定し

ております。これは、昨今の報道にもありますが、消毒液ではなく、次亜塩素酸を含む酸性

電解水、次亜塩素酸水を生成するものでございます。 

  これは、主に食品の衛生管理に使用される機器で、厚生労働省の電解水の全成分規格に対

応しており、インフルエンザウイルスやノロウイルスに対しての効果は確認されております。

１階の授乳室に設置し、まずはお子様のお母さんの手洗いや、哺乳瓶の洗浄などを安心して

行っていただくことを前提としております。 
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  生成直後が一番効果が高いため、不特定多数のお客様が見える庁舎内の清掃等には使用可

能と考えております。しかしながら、コロナウイルスへの効果は実証されておらず、紫外線

や空気に触れたり、振動などで有効成分が減少していくとされております。そのことを理解

した上で、役場に出向いてくださる場合には、提供させていただくことも可能でございます

が、現在、町からの配布は計画をしておりません。 

  町民の皆様には、新しい生活様式を実践していただき、一人一人の基本的感染症対策にご

理解、ご協力をお願いしたいと思います。 

  図書についても消毒が必要になるとのご指摘がございますが、公民館では手、指の消毒を

徹底するとともに、貸出しによる感染防止のため、返却された本は、返却後、一定期間保管

をしてから貸し出すようにしております。これは、公益社団法人日本図書館協会の新型コロ

ナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づいて対応を行っております。紫外線により殺菌

をする機械もあるようでございますが、町では今のところ、購入は考えておりません。 

  公民館などに集まって、オンラインの会議ができるようにしてはとのことでございますが、

町内の公民館には町民が利用できるパソコンなどはございませんし、現時点では、青柳議員

ご提案のオンラインによる会議は考えておりません。 

  次に、災害時の避難所についてでございますが、台風や地震などの災害が発生した場合に

は、状況に応じて避難することが原則ですが、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要は

ございません。避難先は、町が開設した避難所だけでなく、安全な親戚・知人宅に避難する

ことも考えておく必要がございます。このことは、広報等においても周知をしていきます。 

  また、避難所には、消毒用エタノール、マスク、換気用扇風機などを配備して、感染症対

策に努めていきたいと思っております。 

  ご指摘の空き家の活用につきましては、個人の所有となりますので、現在のところ活用は

考えておりません。 

  ２点目のＧＩＧＡスクールにつきましては、教育長からお答えをいたします。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

（教育長 小林靖能君 登壇） 

○教育長（小林靖能君） 失礼します。 

  ２点目は、青柳議員さん、私のほうでお答えをさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  ２点目のＧＩＧＡスクールの授業の現状と学習の確保についてでございますが、ＧＩＧＡ
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スクール構想とは、議員ご承知のとおり、これからのスタンダードな学校像として、１人１

台端末及び高速大容量の情報ネットワークを一体的に整備し、多様な子供たちを誰一人取り

残すことのない、公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びを全国の学校現場に持続

的に実現させる構想のことでございます。 

  県内市町村においては、高崎市を除く34市町村が、今年度中に整備を完了する方針である

ことが発表されております。県教育委員会が示しているロードマップでは、端末の共同調達

を５月上旬から６月下旬にかけて県教育委員会が行い、市町村は７月上旬から８月下旬にか

けて落札業者と契約を締結し、10月上旬から端末を使用できる予定となっております。 

  言うまでもなく、全国一律のＩＣＴ環境整備であるＧＩＧＡスクール構想は、手段であっ

て目的ではございません。１人１台端末と高速大容量情報ネットワークの一体的整備が済ん

だ後、今までの授業では実現できなかったことができるようになるや、子供が授業に積極的

に参加しやすくなるといったＧＩＧＡスクール構想のメリットを本町の子供たちが一人残ら

ず享受できる効率的な授業づくりをしていただけるよう、町教育研究所等の組織を通じて研

修を進め、全ての先生方にＩＣＴ機器を活用できる知識・技術を習得させていきたいと考え

ております。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 続きまして、３点目のご質問についてお答えをいたします。 

  吾妻東部管内におけるごみの集積につきましては、吾妻東部衛生施設組合から許可委託を

受けた収集委託業者が行っており、当町においても、許可され委託を受けた業者により、ご

み収集が行われております。 

  また、その集積所の管理については、その行政区に任せております。町内の居住地は広大

で、地域に点在している住居も多いため、収集効率なども考慮して、それぞれの集積所を決

定しております。 

  ご質問のごみ出し介助に限定したものではございませんが、町社会福祉協議会が行う有償

ボランティアによる住民参加型在宅福祉サービスと介護認定によるホームヘルパー支援があ

り、家事一般の支援の一環として、ごみの排出も含まれるものと考えております。 

  このほか、住民の方が自主的にごみ出しの援助を行っている地域もあると伺っております

が、町として、どのような協力ができるかなどをこれから検討課題とし、住み慣れた地域で

安心して生活ができるよう、住民同士が支え合える地域づくりを目指していきたいと考えて
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おります。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） ご回答ありがとうございました。 

  初めに、消毒液について、これから機械が入るわけですか。 

  各地の支所、公民館などで、消毒の習慣を住民に見ていただいて、各家庭でも玄関とかは

消毒しなくちゃいけないんだということを知っていただくために、消毒液の配布ができれば

と思いますが、まずは公共物から始めるんだと思います。後々、また住民の立場で考えてい

ただきたいと思います。 

  全庁オンラインでという考えはないというお答えでしたけれども、これから先々、学校で

１人１台パソコンだの端末だのが来れば、パソコンなんかも少しは余ってくるのではないか

と。そして、各５か所の支所、公民館、５か所ですから５つあればいいわけで、そこで今回

延び延びになっている区長会なども、各５地区の公民館に集まれば、そこで一斉にできるわ

けで、これが今、終息に向かっていますから、今月下旬頃、区長会が開かれるようですけれ

ども、もしこれが長引けば、ずっと夏までできないという状態ですから、もしこういうとき

のために、これから先々分かりませんから、こういう仕組みもつくっておかなければいけな

いのではないかと。 

  今、私どもにも決裁が文書でいっぱい来ます。判こを押して提出するんですが、これも町

からの決裁の報告だけで、何もこっちが、文章では書きますけれども、対話ができないとい

うことで、やはり対話ができるオンラインというのを考えて、先々お願いしたいと思います。 

  次の本の消毒ですが、前橋市図書館に冷蔵庫ぐらいの、紫外線ですか、本を入れて消毒す

るのがありました。 

  私たち今、マスクしているから、こういうふうにしたいんですけれども、なめられなくて、

新聞読むときは、やっぱりこうやってなめなめやりますよね。図書館に新聞て置いてありま

すよね。どうしてもなめてしまう。そんなので大丈夫かなと非常に危惧します。そこら辺を

シュッシュッするか、何か考えていただきたいと思います。社会教育課長、よろしくお願い

いたします。 

  オンライン会議がそういうことでした。そして本の消毒。 

  それから、災害の避難所運営についてなんですけれども、この間、今、根津議員が赤い防

災の本を見ていましたけれども、災害の。この間、嬬恋に行きましたら、何と災害の本じゃ
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ないんですね、同じようなああいうのが。こういうふうに書いてあったんです、生き抜くた

めの心得帳。さすが、12階段まで行った人は助かったけれども、そうじゃない方は火砕流に

巻き込まれたという土地柄か、生き抜くための心得帳という名前でした。やはり、常に火を

噴く山を抱えているということで、私たちも油断なりません。 

  昨年は早い手を打っていただいて、すぐ麻の里会館等に避難していただきました。一番そ

こが避難した方が多かったかと思います。しかし、コロナとか感染症を考えると、避難した

先が密であれば、もう一つ災害をつくってしまう、そこで。 

  というので、今町長も言っていただきました親戚や知人の家も、一人一人が見つけておか

なければいけない。そういうマイタイムラインも各自が考えなくちゃいけない。これも防災

の候補にも入れていただきたいし、また、逃げるときに、これからは感染症ですから、マス

クと消毒と体温計も持っていかなくちゃいけない。今まで避難するので、体温計なんか持っ

たことないんですけれども、こういうことも住民に、新しく加わった避難所運営ということ

で、住民に訴えていただきたいと思います。 

  そして、昨日、11日の新聞ですかね、渋川・古巻小で、新しい避難所運営について訓練し

たという記事がありましたね。そこで、体温計、問診票、この間、原町日赤へ行きましたら、

玄関でピユッとして、問診票書いてください、お見舞いも薬も何も、玄関で全部、とにかく

入るときにはそれをしなければ入れないということで、これが避難所運営ということなのか

なと思いました。 

  そういうふうに、新しい災害ということで、訓練も、またマニュアルも作らなければ、い

ざというときに慌てますので、新しい避難所運営ということをぜひやっていただきたいと思

います。 

  もし19号台風並みの、もっとすごいのが来るかもしれません。そういうときに、保健師さ

んが全部いるわけにはいかないんだから、各地区、区長さんは毎年替わりますけれども、各

地区でそういうことができるようなものを構築していただきたいと思いますが、町長、そこ

ら辺はどうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 青柳議員から、いろいろな対応策もご提言をいただいたということで

ございます。 

  避難所に今後、台風によりまして避難所に避難をする場合にも、体温を検知する非接触型

の体温計等も用意していきたいと考えております。 
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  まさに新しい生活様式でございまして、今後はあらゆる場面で、こういうことに注意をし

て、そして、感染を広げないようにしていかなければならないというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） ありがとうございます。 

  いろんな今、渋川の例、原町日赤の例を申し上げましたが、町長言われるように、新しい

ということで、保健課でマニュアルを作っていただいたり、防災に入れたり、町の姿勢を示

していただきたいと思います。 

  次、ＧＩＧＡスクールについて、教育長、ご回答ありがとうございました。 

  教育長の機を逃すことなく取り組むということと、あと、道具を取り入れるのが目的では

ないと、個性、個々の能力を伸ばすアイテムなんだということで、ＧＩＧＡスクールって今

前倒しで、本当は５年間かかるわけですけれども、前倒しで今やっておりますが、コロナの

関係で出られなかったから、とても必要だということで、本当にやっていますけれども、初

めの目的というのを見ました。 

  今、学校へ行けないというのでやっているんだと思ったんです。そうしたら、初めのＧＩ

ＧＡスクール構想というのは、教育長おっしゃるように、個々の能力を伸ばすためのものな

んだということが分かりました。なので、今回、国で３分の２、３分の１が交付金で入りま

すね。全部それで賄えるわけです。 

  そこで、お尋ねしますけれども、そこで賄えるもの全部かと思いますけれども、ほかに学

校現場で不自由がないように取りそろえていただきたいと思いますけれども、町当局と連携

を取って、不自由のないような形でしていただきたいと思いますけれども、当局と連携を取

ってというところでは、教育長、どうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） ありがとうございます。 

  財政部局等とも連携を取って進めておりますので、何とか、十分とは言いませんけれども、

可能であるというふうに捉えております。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） 機材がそろってスタートするのが、今、小林議員の質問の中で、

今年中という話がありました。町長からも、10月ぐらいとおっしゃいました。一斉に１年生
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から中学生まで始めるのでしょうか。または高学年からとか、どのようなスタートを切られ

ますか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） 可能であれば、小学校１年生から中学校３年生までというふうに考

えておりますけれども、準備等もありますし、いろんなことを考えますと、個々になってい

く可能性もあるというふうに今は見ております。お願いします。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） 先生方もＩＴに対して、いろんな得意不得意があると思いますが、

先生のＩＴの研修というのは、交付金の中にも研さんのための費用も入っていると思います。

先生が納得できるような研修をしていただきたいと思いますが、それは外部の講師を入れる

のか、どういうふうに考えておりますか。 

  外部講師というのは、ＩＴに詳しい人かもしれませんが、その方はＩＴに詳しくても、教

育には詳しくないので、そこら辺のバランスがあると思いますが、研修についてお伺いしま

す。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） 一番先生方が活用できることは、子供たちに還元できていくことだ

というふうに考えております。 

  ですから、現場の先生方の中で、そちらのほうに堪能な先生が、必ずどこの学校にもいら

っしゃるというふうに見ておりますので、そういう先生方を講師等にしながら、それから併

せて、答弁の中でもありましたように、町教育研究所の組織等を通しまして進めていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） 研修の交付金が来ていますので、十分にできるようにお願いした

いと思います。 

  オンライン授業といいますけれども、１人でパソコン、テレビを前に学習できる子ばかり

ではないと思います。前橋市では、スマホのアンケートをしたところ、スマホを子供に預け

られますというお返事が多かったというので、スマホで最初、学校から連絡して学習したと

いうんですが、やはり学年で12人の人がそれを、スマホがあっても活用できない子供がいた。

その子は学校に来てもらって、先生が対応して、１対１で勉強したというお話、ほかの子は
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家庭学習の時期ですから、家でやったということで、やはり学習できない、幾ら端末が自分

のところへ来てもできない、そういう子供がいると思います。 

  そこで、公民館版スタディバンクといいますかね、もしまたステイホームになったときに、

公民館または小学校、中学でも、地元の５地区ありますから、中学生でも小学校の教室借り

て、また小学生でも中学の教室借りて、それで、公民館版スタディバンクということで、そ

こで勉強する、オンライン授業をするということも考えられますけれども、そういうことも

視野に入れていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） 今、青柳議員さんが提案してくださったような方法は、十分に検討

していきたいと思います。 

  それから、端末を操作するのが苦手な子供さんも当然いると思いますし、ＩＣＴそのもの

にも、やっぱり得手でないということよりも、相性が合わない子供さんも、事によったらい

るかもしれません。そういった子供さんたちに対しましても進めていけるような関わり方を

していければいいなと思いますし、教育の機会均等という、その均等の中には学習環境も含

まれているということも、併せて研修の中に取り入れていけたらいいなというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） 分かりました、ありがとうございます。 

  知事がつくったｔｓｕｌｕｎｏｓ（ツルノス）というスタジオから、５月４日から始まっ

ているオンライン授業を見ました。本当に分かりやすくて、教育委員会が作ったものですが、

元気が出る授業でした。小学校１年生から１学期分の各単元が全部ありまして、中学３年ま

で１学期分全部出ていました。本当に、大人が見ていても楽しい授業でした。 

  また、群馬テレビでは午前中、５月７日から毎日授業をやっていましたね。これ、私知っ

たの、子供さんの学校からのお知らせの中にパンフレットが入っていたということで見て、

ｔｓｕｌｕｎｏｓ見てみたら、まあ楽しい授業でした。それは、群テレはテレビで出るんで

すけれども、時間決まっているけれども、ｔｓｕｌｕｎｏｓは検索すれば出てくるので、何

時でもいいわけですよね。本当に楽しい授業、すばらしいなと思いました。 

  それで、ステイホームのときに、１人でもできること、勉強って、そのｔｓｕｌｕｎｏｓ

を見ていたら、１人でもできるんだなと思ったんですけれども、学校というのは何なんだろ
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うと。勉強は１人でもそうやってできるけれども、みんなの力を合わせなくてはできないこ

とをやるところが学校なのかな、そうすれば、学校行事や部活動の大切さを非常に感じまし

た。 

  人間関係を育むところ、自分を強くするところ、友達を励ますところ、励まされるところ、

非常に教育の現場というのは、こうやってステイホームになったときに考えるものがありま

した。教育長はどうお考えでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） １点目のお話がありました、県教委が作ったオンラインのサポート、

これは、こういうことをやりますよという連絡が県教委から入ってきましたので、すぐ校長

さん方に連絡して、子供たちが進んでということでお願いはしました。 

  それから、２点目の件ですけれども、学校が始まってからのことでお話しさせていただき

ますけれども、登校日だとか学校が始まってから、私が多分10人近くの、小学生なんですけ

れども聞きましたら、学校が始まって何が一番楽しいと聞きましたら、やっぱり友達に会え

ることだとおっしゃいました。１人ぐらい、先生という子がいるかなと思ったけれども、10

人ぐらいの子供たちが異口同音です。やっぱりそのくらい、子供たちは友達を必要としてい

るんだなということを、私自身も改めて子供から教えられました。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） 本当にそう思います。集えないということを経験したことから、

私自身も１人でもできることを確認したし、そばにいて支えてくれる友人の、とても大切な

ことなどを感じました。子供たちも、先生に会えてうれしいなんか言うんでしょうけれども、

友達に会えてうれしいということ、非常にこれはすばらしい言葉だと思います。 

  このような学校の楽しさを、また個性を伸ばすために、このＧＩＧＡスクールを進めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  町長、次に、ごみ出しなんですけれども、高齢者独り暮らしの方、高齢のお母さんと足に

障害のある50代の娘さんの家庭で、いつも人に頼むんだけれども気が引けるという声を聞き

ます。 

  次には、ごみ出しを全くしないで、集積場所まで持っていけないので、独り暮らしの高齢

者のおばあちゃんですけれども、レジ袋に詰めては積み重なっていて、近所の人がどうにか

してくれと。それで、捨てていいんでしょうかと聞いて、どこに頼むのもできないので、私、
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軽トラ５台運びました、レジ袋のごみを。近所の人も困るというわけですよね。そんなこと

で、片づけというのが非常に大変なんだということが分かりました。 

  町長、いつも安心・安全の生活を守るのが行政だとおっしゃっています。安心・安全とい

うことは、ごみ出しも安心して出せるということだと思います。 

  福祉協議会のシルバー人材協議体とか、今、ヘルパーと町長もおっしゃいましたけれども、

そういうヘルパーさんとか入っていない家庭もあるわけなんですね。 

  それで、ごみ出しをやっている自治体があるかと調べましたら、高崎市が今年の９月から

開始するんだそうですけれども、無料で軽トラで、会計年度任用職員なんだそうですけれど

も、高崎市の場合は。本人が申請するのと、あと民生委員さんとか、知り合いとか友人とか

の家へ行ってやってくれと申請すれば、１週間に１回、決められた曜日に出しておいてくれ

れば、軽トラで回収するんだそうです。 

  我が町は、もしするとしたら、１週間に１回というのは大変ですから、１か月に１回だっ

ていいと思います。これを社協のシルバー人材のお仕事にしてもらってもいいし、やはり身

辺きれいに、清潔に安心して過ごしていただくためには、ごみを一軒一軒、申請してもらっ

たところでいいですから、一軒一軒回って回収してあげないと、困る家が増えています。こ

れ、とても大切なことです。ごみがいつもある、本人も近所の人も嫌だ。これに対して、や

るところがない。業者にまで頼むわけにいかない。やはり、１か月に１回でもいいから、こ

ういうことを構築していただきたいと思います。 

  町民課の仕事かもしれませんが、保健福祉課、また保健センター、包括支援センター、民

生委員さん協議体、いろんな方にお世話になると思いますけれども、申請してもらって、１

か月に１回ごみを回収、これは本当に大切なことだと思いますので、この仕掛けをつくって

いただきたいと思います。 

  町長、今のお話、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） ごみ出しは非常に大変ですね。 

  私も、ステイホームで土日の行事がないもので、女房に使われて、整理していなかったと

ころをごみ出ししてくれというのでやりました。今日は可燃ごみを出す日で、白い袋を６袋

出しました。集積所までこうやって２つ持って、３往復しましたが、非常に重たいですから、

お年寄りの方は、これできないなというふうに思いました。やはり、何らかの皆さんのお手

伝いをいただかないと、ごみ出しもできないというふうなことは分かります。 
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  介護認定によりますと、ホームヘルパー支援がございまして、家事一般の支援の一環とし

て、ごみの排出も含まれるというふうに考えております。社会福祉協議会の有償ボランティ

アの住民参加型在宅福祉サービスでございます。こういうものも使って、お年寄りのごみ出

しを支援をしていかなければならないというふうに思っております。 

  また、各地域として、お年寄りの皆さんにごみ出しを手伝うということも、住民同士が助

け合っていくことも、この地域づくりの一つだというふうに思っておりますので、ごみ出し

は非常に大変で大切だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 14番、青柳はるみ議員。 

○１４番（青柳はるみ君） ホームヘルパーさんが入っているところは、そこで賄えますが、

そうではない家庭があるわけですね。それなので、やはり衛生的に安全で安心に過ごしても

らうためには、ごみ出しというのを非常に課題にしていただきたいと思います。 

  あと、近所の人、友人がごみを手伝ってあげるというのは、非常に大切なんですけれども、

それが言えない人もいるんですね。幾らもやってあげる気持ちは周りじゅうあるんですけれ

ども、言えない家庭がある。そういうことで、申請してもらえば、ごみ回収に上がりますよ

という行政サービスも考えていただきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（須崎幸一君） 答弁をいただきますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 青柳議員から、ごみ出しにつきましてご提言をいただきました。 

  これからも地域がお互いに協力し合って、お年寄りを助けていく。そういったものを日常

の生活として捉えていくようにしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、青柳はるみ議員の質問を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎延会について 

○議長（須崎幸一君） お諮りいたします。本日の会議はこれをもって延会したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（須崎幸一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

  なお、次の本会議は明日６月16日午前10時から開きますから、ご出席をお願いいたしま

す。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎延会の宣告 

○議長（須崎幸一君） 本日はこれをもって延会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

（午後 ３時５２分） 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

◎開議の宣告 

○議長（須崎幸一君） おはようございます。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日は傍聴の申出があり、これを許可いたしました。 

  傍聴される方に申し上げますが、受付の際にお渡しした傍聴人心得をお守りの上、静粛に

傍聴されますよう、よろしくお願いをいたします。 

  なお、新型コロナウイルスの感染防止対策として、傍聴者の皆様にもマスクの着用をお願

いしておりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

  また、傍聴席にございます議案等の傍聴用資料は、お帰りの際にはお返しくださいますよ

う、併せてお願い申し上げます。 

（午前１０時００分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議事日程の報告 

○議長（須崎幸一君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎町政一般質問 

○議長（須崎幸一君） 日程第１、町政一般質問を行います。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 高 橋   弘 君 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋弘議員。 

  ４番、高橋議員。 
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（４番 高橋 弘君 登壇） 

○４番（高橋 弘君） おはようございます。議長の許可をいただきましたので、通告書によ

り一般質問をさせていただきます。 

  今回は、２項目についてお伺いをさせていただきます。 

  まず、１項目でありますけれども、新型コロナウイルス感染症による当町の社会的・経済

的損失と対策についてお伺いいたします。 

  昨年12月に中国・武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症は、世界へと感染が広がっ

ています。３月11日、ＷＨＯは、新型コロナウイルス感染症はパンデミックに相当すると発

表しました。６月12日現在、感染国は187か国、感染者740万人、死者42万人以上に及んで

います。日本では、感染者１万7,358人、死亡929人、退院・療養解除１万6,148人です。 

  この新型コロナウイルスは、１月15日、中国・武漢市に滞在歴のある男性が陽性と確認さ

れたのが１例目であります。日を追うごとに感染者が急増したため、政府から私権制限を伴

う緊急事態宣言が４月７日に７都府県を対象に発令され、16日には全国に発令され、不要不

急の外出自粛、県をまたぐ移動自粛となりました。これにより、各地で開催予定の集会、イ

ベント等も自粛となり、社会経済活動が停滞し、混乱を招いています。 

  政府は５月25日の夜、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態を全面解除しまし

た。幸いにも、当町では庁舎をはじめ、ほかの職場でも様々な対策を講じてきた結果、感染

者は確認されておりません。 

  管内の幼稚園、小学校、中学校が休園・休校となり、教育を受ける権利が奪われ、生徒、

保護者、関係者の方々にご不便、ご迷惑が及んでいます。今後の学習活動について、どのよ

うに取り組んでいくつもりかお伺いいたします。 

  また、町内で営業している商工業、飲食店、宿泊施設、農業等にも経済的損失が発生して

いると思われますが、どのような対策を講じるつもりかお伺いいたします。 

  特に、道の駅・天狗の湯、直売所、あづま温泉桔梗館の営業については、４月18日から５

月21日まで臨時休業し、社会的・経済的損失がどのぐらい出ているのか、そして、今後の対

策をどのようにするのかお伺いいたします。 

  次に、家畜伝染病のＣＳＦ（豚熱）の取組と対策についてお伺いいたします。 

  2018年９月、岐阜県岐阜市の養豚場で国内において26年ぶりに発生が判明してから、感

染拡大が止まらず、ワクチン使用が開始されました。 

  感染源となる野生イノシシ対策として、養豚場への侵入防止柵の設置について、当町は３
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月５日に終了しています。感染したイノシシの分布は年々広がっています。長野原町応桑で

捕獲された野生イノシシ２頭について、５月20日、ＣＳＦの感染が25、26頭目として確認

されました。また、北軽井沢で捕獲された野生イノシシからも６月５日、感染が確認され、

27頭目となりました。今後、当町では、どのような対策を講じていくのかお伺いいたします。 

  また、ワクチンの初回接種は12月末で終了し、２回目は１月から開始しています。事業年

度の３月までは無料でありましたが、４月から１頭340円の有料となっています。 

  管内での養豚産出額は約29億円あります。桐生市、渋川市はワクチン注射に補助していま

すが、当町では補助の考えはありますか、お伺いいたします。 

  あとは自席にて質問をさせていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） おはようございます。 

  それでは、高橋弘議員のご質問にお答えをいたします。 

  １点目の新型コロナウイルス感染症による当町の社会的・経済的損失と対策についてにお

ける、今後の学習活動についてどのように取り組んでいくかでございますが、このたびの新

型コロナウイルス感染拡大防止対策として、小・中学校では４月13日から５月31日までの

間、臨時休業措置を取り、こども園においても、同期間、原則１号認定児の受入れを停止い

たしておりました。 

  令和２年度における計画上の年間授業日数は208日でございましたが、４月と５月の臨時

休業により年間177日となり、限られた授業日数の中で、子供たちの成長と深い学びを保障

するための教育課程の編成が大きな課題となっておりました。 

  そのような事態に対応するとして、５月25日付で県教育長から、学校再開後における教育

課程の編成及び実施についてとの通知がございました。その内容は、県教育委員会として、

夏季休業の短縮を含めた授業日数の確保等、学校再開後の教育課程の編成及び実施に当たり、

県内同一歩調が取れる留意点等について取りまとめ、夏季休業期間中の10日間程度を授業日

に振り替えることを前提として、主要５教科と実技系４教科は通常の70％、生活科が60％、

道徳、学級活動、総合的な学習の時間は30％として、授業を実施するというものでございま

した。 

  教育委員会でも、校長先生や園長先生と慎重に協議を行い、本年度は夏季休業をそれぞれ
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11日間短縮する措置を取ることとし、小・中学校における授業日数と、こども園における教

育・保育を提供する日数を188日といたしました。 

  限られた授業日数の中においても、学習指導要領に示された指導事項は指導することとな

っておりますので、各学校やこども園における教育課程の編成に当たっては、指導方法の工

夫と時間数の精選が図られるよう、教育委員会を中心として、情報提供や必要な支援を行っ

てまいります。 

  また、最大限に子供たちの成長と学びを保障する観点からも、保護者の皆様のご理解とご

協力を今まで以上いただけるよう、丁寧に説明責任を果たしてまいりたいと思います。 

  次に、町内で営業している商工業等にどのような対策を講じるかについてのご質問ですが、

町内の中小事業者の皆様には多額の損失が発生し、事業の継続はもとより、家庭生活にも影

響を及ぼしております。 

  町では、中小企業信用保険法に基づく緊急経済対策融資セーフティネットに対し、速やか

に認定してまいりますとともに、事業継続支援補助金交付事業といたしまして、減収・減益

となった事業者へ、条件や制限はございますが、１社につき一度限り20万円を補助しており、

６月５日支払い分は43件で860万円となりました。 

  また、雇用調整助成金申請費補助金交付事業では、助成金申請手続委託料の一部を要綱の

規定にのっとり、１社１回、上限を50万円として補助を行い、事業者、労働者を守る施策に

取り組んでおります。 

  最後に、緊急経済対策商品券支給事業では、町民皆様１人１万円分を、町民生活の安定、

地域における消費喚起のため支給をいたします。登録をいただきました町内取扱い店で12月

末までご使用いただけます。 

  次に、道の駅あがつま峡及びあづま温泉桔梗館の臨時休業による損失についてのご質問で

すが、両施設とも、町からの指定管理料と営業収益等により運営をしております。 

  休業につきましては、町の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づいて、町から各指定

管理者へ休業の要請を行いました。休業した４月18日から５月21日は、ゴールデンウイー

クを挟んで花や新緑が盛りとなり、多くの人出が期待できる期間です。また、休業に入る前

も既にお客様は減少傾向にあり、再開した後も以前のような集客状況にはなっておりません。

両施設とも、売店や食事の売上げも減少し、販売品や食材を納めております方々を含めて、

大きな減収・減益となってしまいました。 

  今後は、住民サービスや観光行政に支障を来さないため、臨時休業や感染症対策により発
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生した損失補塡等について、各指定管理者と協議を行ってまいります。 

  ２点目の家畜伝染病のＣＳＦ（豚熱）の取組と対策についてでございますが、議員もご存

じのとおり、侵入防止柵の設置は全ての事業体で終了し、野生イノシシからの感染は防げる

と考えております。 

  今後の町としての対策でございますが、各事業体に防疫対策として、昨年度から消毒用石

灰を配布しており、今後も状況に応じて配布の予定でございます。 

  県の対策として、野生イノシシのＣＳＦ感染確認強化として、捕獲時に採取した血液を用

いて感染の確認を行っております。町といたしましても、感染確認のため、猟友会の方々に

検体提供のご協力を引き続きお願いしたいと思っております。 

  また、家畜伝染病予防法で定めております飼養衛生管理基準でございますが、農場ごとに

衛生管理責任者を設置すること、入退場車両の消毒をはじめとする日々の作業における注意

事項のマニュアル作成など、衛生管理を強化する基準の改正が進んでおります。事業体の

方々には、引き続きの防疫対策をお願いするとともに、新たな管理基準の遵守をお願いして

まいりたいと考えております。 

  ワクチン接種の補助でございますが、幾つかの市において補助を実施・検討していること

は把握をしてございます。県家畜伝染病予防法関係手数料条例で340円と規定されておりま

すので、県に対しまして、手数料の減免等を要望してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） 高橋議員、再質問ございますか。 

  ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） どうもありがとうございました。 

  それでは、まず最初の教育関係でありますけれども、教育を受ける権利というものは基本

的人権の一つとされておりまして、社会権に属しているわけでありますけれども、これは日

本国憲法第26条第１項に規定されているようであります。教育を受ける権利は学習者、いわ

ゆる生徒でありますけれども、に対して保障されるということで、学習権の保障につきまし

ては保護者にあるというふうに解釈をしておりますけれども、今回につきましては、教育委

員会のほうから、新型コロナウイルスにより休園・休校となったということであります。 

  そして、先ほど町長の答弁の中にもありましたけれども、休校になった日数が延べで31日

間ということであります。そして、11日間の臨時的に授業を設けるということでありますけ

れども、20日間不足してしまうというような事態が生じてくると思います。 
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  それに基づいて、発達段階にある子供たちにストレスにならないような指導をしていただ

きたいというふうに考えておりますけれども、具体的な内容について、どのように考えてお

りますか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） この点につきましては、教育長から答えさせます。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） いろいろとご配慮いただき、ご心配いただきまして、ありがとうご

ざいます。 

  教育委員会としましては、校長先生、園長先生方と、まず一番は子供たちが学校に来るこ

と、そして、学ぶ意欲を大事にしていくということを基盤にして、その上で授業と遊びの活

動等々に取り組んでいくということで、もう一つは、１点目のことよりも前提になることで

すけれども、コロナ対策に関わる感染症の対策と学びを保障することを併せて進めていくと

いうことの上に立っての、先ほどのようなことでございます。 

  高橋議員さんがご心配のとおり、日数が幾日か足りないんですけれども、その点に関わり

ましては、県の教育委員会が示してくださいました70％、60％、30％という削減に応じた

教育課程を編さんしているということと、もう一つは、これはコロナのほうに最もうんと関

わるわけですけれども、各行事等を少しずつ少なく、削減していると言ったらいいですか、

ですから、例えば、今まで運動会等があったものを、それを、その学校なりのミニ運動会的

なことにしていくとか、そういうようなことをしております。 

  そういった中で、各学校では、やっぱり６年生と中学３年生には、ないないの６年生であ

り、中学３年生でなくてということで、先ほどのような運動会とか体育大会、それから、ど

ちらの学年にとりましても、最大のイベントの一つであります修学旅行を何とか実施してい

きたいというようなこと等も考えてくださっております。 

  なお、中学生の部活等につきましても、中学３年生を特に対象にした郡内での交流会等も

考えてくださっておるようです。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ありがとうございます。 

  先ほども話ししましたけれども、発達段階にある子供たちが集約することによって、いわ

ゆる詰め込み教育になると、ストレスというものが当然出てくるのかなというふうに考えた
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ものですから、そういった指導方針にならないようにご配慮しながら、対応を多分してくれ

るんだろうというふうには思っておりますけれども、特に中学３年生については、高校受験

というのが控えておりますから、受験に対しての妨げにならないような指導方針というんで

すかね、教育内容、そういったものをきちんとカリキュラムの中に組み入れていただいて、

対応をしていくのかなというふうに思っておりますけれども、それについてはどうでしょう

か。 

○議長（須崎幸一君） 教育長。 

○教育長（小林靖能君） ありがとうございます。 

  今の点につきましても、冒頭に申し上げましたように、まず、子供たちの学ぶ意欲という

ことを最優先して、それを起点にして授業に取り組んでいくということ等で進めております

ので、子供たちの様子を参観させてもらう限りは、通常のときとほぼ変わらずにというふう

になっておりますけれども、それでもやっぱり中学２年生なんかですと、39人の１学級です

から、自分たちが使用する予定だった教室じゃなくて、多目的ホールであるとか、広い面積

を有している音楽室で授業をしているとか、そういうことを学校のほうでも、３密になるこ

とを可能な限り避けて授業を進めておりますけれども、非常に先生方が子供たちの現状を受

け入れながら、先生方目線よりも子供たちの目線に立って、授業の中で関わっていくという

様子がうかがえておりますし、それはこのコロナに関わって、こういう状態になったからと

いうことだけでなくて、以前からやはり、そういうような子供たちとの関わり方を小学校、

中学校、そしてこども園でもやってくださっていますから、そういうことをこの非常に重要

な時期に来ましても、生きていると言ったらいいですかね、そんなふうな感じがいたします。

ですから、生徒たちも児童たちも、非常に真剣に学んでいる様子がうかがえました。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ありがとうございます。 

  特に小学生低学年の方につきましては、基本的な生活習慣が身につく時期でありますので、

教育方法を間違わないように対応していただきたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

  特に子供というのは、これからこの町を背負っていってくれるだろうという子供たちへの

教育は、大変重要であるというふうに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 
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  幾つか質問の項目がありますので、教育関係についてはこのぐらいにさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  次でありますけれども、町内で営業している商工関係でありますけれども、これについて、

先ほど町長のほうから、いろいろと支援事業、補助事業等もあるし、町単独の支援事業も行

っているというふうなことでありますけれども、この中で、持続化給付金というのが国の制

度であります。雇用調整助成金というのも、これは国のほうの支援であります。 

  そして、県では感染症対策事業継続支援金というものがありますけれども、これが恐らく

今回、道の駅の関係の休業に伴う支援の対象になるのかなというふうに思いますけれども、

実際に道の駅のほうで、今回のコロナに対する支援事業の対象になった事業は何でしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 道の駅につきましては、国・県の事業、該当するものから申請をして

いくという方針でおるようでございます。それが済んだ後、足らない分がございましたら、

町へも申請をするというふうなことになるかと思います。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） できるだけ国の支援事業なり県の事業があれば、そういったものを該

当させていただきながら、あとの支援については当局のほうで考えていただきたいというふ

うに思いますので、よくご指導のほどをお願いをしたいと思います。 

  そして、農業関係でありますけれども、町の単独事業で東吾妻町事業継続支援補助金とい

うものがありますけれども、この中で、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける町内

中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）が対象になるというふうにありますけれども、

この個人事業主という中には、農業経営者は含まれているんでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） この件に関しましては、商工関係者でございまして、農業関係者は含

まれておらないということでございます。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） この中には、そういった農業者は含まれないというふうなことを、ど

うしても読み解くことができないわけでありますけれども、この町の農業というのは、やっ

ぱり基幹産業であるというふうに思っておりますので、ぜひ、農業者も個人事業主であると

いうふうに私は解釈をするわけでありますけれども、これについて、農業経営者も対象にし

ていただきたいというふうに思っておりますけれども、どうでしょうか。 
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○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） この件につきましては、先ほどお答えをいたしましたように、商工業

者ということで、要綱の中で規定をされておりまして、今回のコロナウイルスの被害、影響

というものが、農業関係者にも及んでくることは当然考えられるわけでございます。 

  今後の状況を見て、町として、我が町の基幹産業である農業に従事する皆さんの支援とい

うものが必要と判断されるなら、新たな事業を構築して支援をしてまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 要綱の中で定められているということであれば、要綱の変更なり、ま

た新たな事業の中で、ぜひ農業者の経営を守るという意味で、支援の補助金について検討、

前向きにお願いをしたいと思いますし、また、ぜひ検討するだけではなくて、実施をしてい

くということでお願いをしたいと思います。 

  そして、第２次補正予算の中で、農林業に対する支援を充実していくというようなことも

あるようでありますので、ぜひそういったものを活用しながら、農業関係についても力強い

ご支援をお願いをしたいと思います。それについて、どうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 議員おっしゃるとおりでございまして、農業者の皆さん、一生懸命頑

張っていただいておる皆さんでございますので、緊急の場合に、町の支援事業というものも

構築してまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ぜひお願いをしたいと思います。 

  隣の中之条町のほうでは、農業経営者についても対象になるというふうに取り組んでおり

ますので、この町もおくれないようにご尽力をしていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

  そして、先ほども申し上げましたけれども、６月12日でありますけれども、２次補正の予

算が約31兆円、国のほうで組まれたようでありますし、自治体向けの臨時交付金も約２兆円

増やしたというようなことが報道されておりますので、ぜひこの町の活性化を図るために、

いろいろな場面で活用していただければありがたいなというふうに思っております。 

  そして、ヒト・モノ・カネをどこに投入し、この難局をどう乗り越えていくか。首長の手

腕が問われる時期ではないかなというふうに思っております。よく言いますけれども、ピン

チをチャンスに変えるという取組が必要であろうかというふうに思っております。 
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  そして、第２次総合計画にもありますけれども、「住民が誇りを持って暮らすまち」とい

うふうになっておりますので、住民がほこりをかぶるようなことがないように、ぜひご努力

をお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  そして、次のＣＳＦの関係でありますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げま

したけれども、そのほかにも６月12日でありますけれども、安中市のほうで６月に捕獲され

た野生イノシシ２頭がＣＳＦの感染が確認をされたということで、県内では28頭目、29頭

目というふうになったわけであります。 

  豚へのワクチン接種は完了しているため、監視対象にはなっておりませんけれども、全国

では、ＣＳＦの陽性の確認というのは16府県、今年に入ってから全国で感染した野生イノシ

シが約500頭、500頭以上でありますけれども、見つかっているというふうなことでありま

す。 

  感染方法については、私が申し上げるまでもなく、ご案内のとおりでありますけれども、

感染動物との直接接触であるとか、鼻汁や排せつ物の飛沫、付着物との間接接触によって蔓

延をされるものでありますから、県内では防止柵は一通り事業として済んだということであ

りますけれども、いつどこで豚にＣＳＦ（豚熱）が感染するか分からないというような状況

にありますので、住民に対しての注意喚起をする必要があろうかと思いますので、チラシで

あるとか、町の広報であるとか、そういったものを使って周知徹底を図っていきたいという

ふうに思っておりますけれども、お考えはどうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 議員ご指摘のとおりでございます。 

  ＣＳＦ、これについては、東吾妻町は畜産、非常に大きな存在を示す産業でございますの

で、しっかりと取り組んでいかなければならないと思っております。引き続き、町民の皆様

にＣＳＦに関する対策のチラシ等をお配りをして、日常から注意喚起を図ってまいりたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ありがとうございます。 

  これから登山シーズンになりますので、登山者であるとか入山者に対しても注意喚起を図

っていってもらいたいと思うんですけれども、それについてはどうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） そうですね、特に東吾妻町にも、登山好きの方が登る岩櫃山等もござ
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います。そういう方にＣＳＦの拡大に注意をしていただくということで、注意喚起を行い、

また、登山口等でのそういった対策も、これから考えてまいりたいと思っております。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ありがとうございます。 

  そして、石灰でありますけれども、多分ＤＬ消石灰、そういった商品名かなというふうに

思いますけれども、この消石灰、確かに靴の裏にすると、べたべた白くなりますので、登山

をする方、入山する方については、多少問題はないかな、というふうに思いますけれども、

それだけでは確実ではないということで、県のほうから、できれば靴の底をアルコール消毒

をするようにというような指示が出ておりますけれども、それについてはどうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 現在、役場の出入り口に設置をしてあります、ああいうような形で登

山口周辺に置くことができれば、また、管理もしなきゃならないということもございますけ

れども、そういう方法もございます。 

  石灰につきましては、確かに足が白くなって、それで足跡がついちゃってということでご

ざいます。登山については、それでもいいのかなという感じもしますけれども、そういうこ

とも考えてまいりたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 靴底のアルコール消毒につきましては、ハンド式というんですかね、

スプレーがあると思うんですけれども、そういったものを、例えば岩櫃に登る場合でしたら、

あそこの売店のところに注意喚起というふうに置いていただいて、下山してきた方について

は靴底をアルコールで、スプレーで消毒していただくというような方法もあろうかと思いま

すので、検討していただきたいと思います。 

  そして、あと、仮にの話になりますけれども、もしもこの管内で、実際の養豚場からＣＳ

Ｆの陽性が確認された場合、その農場については、全部焼却というんですかね、埋却の処分

になると思うんですけれども、埋却の場所については、全ての農場で確保されていますか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） これにつきましては、県のご指導もいただいて、そのような緊急の場

合に、各農場で一定の場所を確保して、そこで処分をするということになっております。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） そうすると、全ての農場で埋却の場所は確保されているということで
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よろしいでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 県の指導によりまして、その点につきましては、そのような措置にな

っております。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） はい、分かりました。 

  あと、野生イノシシの捕獲の関係でありますけれども、本年度につきましては、吾猪狩り

コンテストということで、捕獲実績がかなり上がったのかなというふうに思っておりますけ

れども、その関係についてはどうでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 吾猪狩りコンテスト、県の振興局で主催をいただきまして行いました。

東吾妻町のハンターの方が大活躍をして、上位は全て東吾妻町の方だったということでござ

いまして、大変誇りに思いました。 

  かなりの頭数の成果も上がったということでありますので、今後もこういったイベント的

な企画を含めて、イノシシの捕獲に努めてまいりたいというふうに思います。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ありがとうございます。 

  こういったものも引き続き実施をして、捕獲実績を上げて、密度を下げていただければあ

りがたいなというふうに思っております。 

  県のほうで言うのは、鹿の適正密度というんですかね、これにつきましては、１平方キロ

当たり４頭ぐらいかなというふうにあったと思うんですけれども、イノシシについては、１

平方キロメートル当たり何頭ぐらいが適切でしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） その点につきましては、ちょっと分かりません。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 分からないということなので、私もちょっと調査不足で分からなかっ

たものですから、ちょっと伺ったんですけれども、この管内にどのくらい野生のイノシシが

生息しているかというようなことについて調査したことがあるか、また調査の方法があるの

か、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 
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○町長（中澤恒喜君） イノシシに関する生体調査といいますかね、これにつきましては、実

施をしておらないということであります。 

○議長（須崎幸一君） ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） 何らかの方法で生息頭数が、暫定でもいいんですけれども分からない

と、多分、何頭ぐらい捕獲していいのかも分からなくなっていると思いますので、ぜひその

辺についても、何らかの方法で生息頭数が分かるような形で、適正密度を計ることによって

被害軽減・防止になると思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  次ですけれども、豚肉価格というのは現在は、横ばいと言ったらちょっと語弊があるかも

しれませんけれども、あまり価格変動はないようでありますけれども、牛肉については、か

なり関西のほうで消費が落ちているということで、下がっているようであります。鶏卵につ

いても右肩下がりというような現状にあろうかと思いますけれども、これについて、海外の

ほうでもＡＳＦ、これがすごく蔓延をしているということで、国内に入ってくるのは多分、

防疫のほうできちんと管理はしているんだと思いますけれども、ウイルスでありますから目

に見えませんので、どういうふうな形で判断をするのかということはよく分かりませんけれ

ども、ＡＳＦについてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） ちょっとお伺いいたしますけれども、ＡＳＦとは鳥インフルエンザと

は違うのでしょうか。 

（「アフリカ豚コレラ」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） アフリカ豚コレラにつきましても、今のところ、当町あるいは群馬県

からの指導もございませんので、その点についてはまだ対策はございません。 

○議長（須崎幸一君） 高橋議員に申し上げます。高橋議員の発言時間は終了しておりますけ

れども。 

○４番（高橋 弘君） 分かりました。 

○議長（須崎幸一君） もう１点だけ許可をいたしますので、あと１点質問してください。 

  ４番、高橋議員。 

○４番（高橋 弘君） ありがとうございます。 

  ちょっと時間を見るのを忘れておりましたので、申し訳ありません。 

  先ほども申し上げましたけれども、農業関係、特に畜産関係についても、かなり農業産出
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額が多いわけでありますので、ぜひワクチンも含めて、補助できるような体制づくりをして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 高橋議員の大変、ご質問いただきました。 

  特に東吾妻町におきましては、ＣＳＦに関する対策をしっかりしていかなければならない

というふうに思っております。特に群馬県も、これにしっかり取り組んでおりまして、特に

対策の、県では三種の神器と言っておりますけれども、侵入防止柵、それから経口ワクチン

の散布、それからワクチン接種、この３つを駆使して、これからもＣＳＦ対策をしっかり取

っていくということでございますので、町もこの対策に乗って、取り組んでまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、高橋弘議員の質問を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 井 上 英 樹 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、３番、井上英樹議員。 

  ３番、井上議員。 

（３番 井上英樹君 登壇） 

○３番（井上英樹君） それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきま

す。 

  まず、質問の要旨から説明を申し上げます。 

  １つ目、東吾妻町地域防災計画の更新についてであります。 

  昨年の台風19号をはじめ、今年に入ってからの新型コロナ感染症など、現代は予期せぬ非

常事態が多発をしております。それらの事態に際して、初動対応に自分が何をしてよいか分

からないというのは、住民にとっては大変大きな不安であります。昨年の災害対応の課題を

早急に解決し、また、住民と情報を共有して、次の災害や非常事態に備えることが不可欠と

考えます。 

  地域防災計画の内容は、時間経過とともに情報が古くなっている箇所や、住民側の初動対

応についての説明などに不備が見受けられます。既に梅雨時期に入り、次の緊急事態や災害

はいつ来るか分からない状態であります。よって、この件について速やかな対応を求めます。 
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  質問要旨の２つ目になります。 

  当町の行政の動画配信についてであります。 

  現役世代以下の人々にとって、ネット利用による情報収集が一般的かつ、大変量が増えて

おります。しかも、近年、動画からの情報収集が飛躍的に増加しております。ＳＮＳの利用

はもとより、町報を動画配信化することは、情報伝達の時差をなくし、また、住民からの意

見や情報収集もリアルタイムにできます。開かれた町政、住民が参加しやすい町政を築いて

いくための最良の手段であると考えます。 

  若い世代が町政に対し関心を持ち、また、様々な要望や提案を集めることで、町政が活性

化され、若い世代の流出を防ぐことにもつながります。低予算でもできることが多く、積極

的にインターネットの活用による情報の発信、そして受信をするよう求めます。 

  質問の項目について申し上げます。 

  まず、大きな項目の１つ目、東吾妻町地域防災計画の更新についてであります。 

  その１、策定から年月もたち、事業者や団体等にも変化が見られます。よって、一部内容

の更新が必要と思うが、いかがでしょうか。 

  その２、地域防災計画は、初動対応についての具体的なマニュアルにはなっていないとい

うふうに感じます。 

  昨年の台風19号の際、職員も多くの課題を見いだしたことと思います。各種災害別の初動

対応マニュアルが、役場用、そして関係機関用及び住民用、それぞれの立場に最適化し、か

つ連携した形で作られるべきと考えますが、いかがでしょうか。また、感染症などの初動対

応も同様にマニュアル化し、初動対応マニュアルの一部に加え、利便性の向上を図ると考え

ますが、いかがでしょうか。 

  その３、今年度早々に、住民、自治会向けの防災対応マニュアルの作成と配布を実施する

ということになっていたと思われますが、その進捗状況はいかがでしょうか。 

  その４、今年度の防災訓練の実施計画について、その予定や進捗状況はいかがでしょうか。 

  その５、電力喪失、いわゆるブラックアウトのとき、そのときの対策について、議論は尽

くされているでしょうか。また、その進捗状況はいかがでしょうか。 

  その６、孤立可能性の高い町内５地区、岩島地区で４つ、そして坂上地区で１つ地区があ

ります。その新たな初動対応策や周知は検討されているでしょうか。 

  大きな項目についての２つ目になります。 

  当町行政の動画配信について質問をさせていただきます。 
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  その１、当町のホームページや町報紙について、広報手段として、現状の課題や問題点を

どのように捉えていらっしゃるでしょうか。 

  その２、昨年12月定例会にて町長より、当町ホームページを見やすく更新しますというご

発言がございましたが、まだリニューアルされていないようにも見受けられます。その後の

進捗状況はいかがでしょうか。 

  その３、町政におけるＳＮＳの活用はどのように検討され、また、現在進展していますで

しょうか。 

  その４、昨年、地域おこし協力隊の応募者がなかったというふうに聞きました。 

  最近、動画配信に非常に積極的な若者が多く、また、コロナ自粛等でテレワークの活用や

田舎暮らしを検討している首都圏在住者も大変多いと聞きます。この動画配信を主目的とし

た地域おこし協力隊員を募集してはいかがでしょうか。 

  その５、町報の動画化とともに、町内の各種行事のほか、観光地や特産品のＰＲ、グルメ

紹介など、多彩な内容で配信をしてはいかがでしょうか。 

  制作作業に慣れてくれば、２日から３日に１本程度、週に二、三本の配信が可能でありま

す。これは、一般的にユーチューブ等で配信を頻繁にされている方も、大体個人の作業でこ

のペースでやっておられます。 

  若手職員と地域おこし協力隊員でチームをつくり、町民向けのチャンネル、そして町外Ｐ

Ｒ用チャンネルを設け、町内外の人々が魅力に感じるような当町独自のアプローチを強化し

てはいかがでしょうか。 

  以上であります。 

  以後、自席にて質問させていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、井上議員のご質問にお答えをいたします。 

  １点目の地域防災計画の更新についてでございますが、この計画は、平成19年12月に策

定をされ、平成27年３月に改定をされて、現在に至っております。時代とともに防災につい

ての変化があることから、地域防災計画につきましても更新が必要であると考えております。

しかしながら、更新するには費用がかかりますので、まとめて更新しているのが実情でござ

います。 
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  防災につきましては、防災無線デジタル化が終了した後に、地域防災計画更新のほか、国

土強靱化地域計画の策定を予定しております。そのため、今年度におきましては、住民向け

の初動対応も含んだ防災対応チラシを配布していきたいと考えております。 

  議員が言われる各種災害別の初動対応マニュアルで、役場用、関係機関用、住民用などは、

今後考えていきたいと思います。 

  次に、今年度早々に行政区へ防災対応マニュアルを配布することになっていたが、その進

捗状況はでございますが、４月の区長会議配布資料に、気象災害情報の伝達、異常現象発見

時の対応マニュアルを配布いたしました。議員が言われたものにつきましては、先ほど言っ

た防災対応チラシで対応していきたいと思っております。 

  今年度の防災訓練の実施計画について、その進捗状況ですが、今年度開催できればと考え

ておりまして、消防団とも相談をさせていただきまして、コロナウイルス感染症対策を考慮

した中で、開催の時期や地区を決めていければと思っております。 

  次に、電力喪失時の対策について、町全体を視野に入れた議論には、まだなっていないの

が現状でございます。しかし、災害対策の拠点となる新庁舎では、施設整備を進め、72時間

の自家発電が可能となりました。また、防災行政無線につきましても、デジタル化と併せて、

停電時72時間放送可能な状況に昨年度対応したところでございます。 

  孤立可能性の高い地区についてですが、新たな初動対応策やその周知については、具体策

の検討ができていませんが、松谷地区は道路整備が行われ、交通途絶の可能性が減少してい

ます。須賀尾の飯米場地区には、防災無線の屋外スピーカーを昨年度設置し、通信連絡手段

の確保がされました。 

  ２点目の当町行政の動画配信についてでございますが、ホームページや広報誌について、

広報手段として現状の課題や問題点を挙げるとすると、広報紙については、情報提供から発

行までにタイムラグが発生してしまうこと、また、現在の配布方法では各家庭への配布が遅

れることもあり、期日を過ぎてしまう情報もございます。 

  ホームページについては、掲載をされる情報が増えてきたことから、閲覧者が必要な情報

にたどり着きにくくなっていることが課題でございます。この解決のため、不要になってい

る情報は精査するなどの細やかな更新のほか、リンク先を集約するなどの見直しを行う必要

があると考えております。 

  ホームページを見やすく更新していくことにつきましては、新規ページの作成やリンク先

の修正などを随時実施してまいります。様々な意見を踏まえながら、今後も適切な更新・修
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正を行い、見やすいホームページ作りに努めてまいります。 

  次に、現在の町政におけるＳＮＳの活用については、観光協会において、フェイスブック、

ツイッター、インスタグラムにより観光情報を発信しております。町におきましては、「い

わびつ」、「水仙ちゃん」の２つのアカウントで、フェイスブック、ツイッターにより観光

の情報発信をしております。 

  町民の皆様へのお知らせや当町へ訪れる観光客の方々への情報を、動画で必要なとき、見

たいときにスマートフォンなどで確認できることは、大変重要で有意義なことと認識をして

おります。 

  動画配信に当たっては、議員が言われるとおり、その分野に興味のある地域おこし協力隊

員などの活躍も期待ができます。また、観光や特産品情報などは、観光等でお越しいただく

方をはじめ、多くの方々から情報提供、動画提供を受けることで内容も充実いたします。町

の情報発信の一つのツールとして、動画配信やＳＮＳの活用は大変重要なことと思います。 

  それを若手職員と地域おこし協力隊員でチームをつくり行っていくことは、よいことだと

思っておりますが、地域おこし協力隊員につきましては、隊員である３年間はよいのでござ

いますが、この町に定住してもらうという点では、３年間が終わった後の受皿というものが

ないと、それだけではなかなか当町に来てくれないのが現状でございます。そのことが応募

がなかったことの一因でもあると思っております。 

  そのため、この受皿的なことも踏まえながら、地域おこし協力隊員の活用を検討してまい

りたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） ここで休憩を取りたいと思います。 

  再開を11時15分といたします。 

（午前１１時０４分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  



－149－ 

 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 

○３番（井上英樹君） 町長のご丁寧なご答弁ありがとうございました。 

  まず、地域防災計画の更新について、追加の質問をさせていただきたいと思います。 

  この地域防災計画は、制作するに当たって、大変大きな費用がかかるというふうに思いま

す。ただ、現時点で、この地域防災計画を拝見する限りでは、大規模な見直しというのは不

要ではなかろうかと。基本的な部分は非常によくできているというふうに思います。 

  更新するものとして、関連の法令、そして、ここに記載をされております各種団体、ある

いは事業者名、そして施設名などですね、そういった軽微な更新で十分ではないかというふ

うに思っております。 

  また、今後、町長が答弁で言われましたように、防災無線などの設置が町内で完了しまし

た段階で、その後、また新たな防災計画、抜本的見直しということで取り組んでいただけれ

ばなというふうに思っております。 

  また、再確認として、地域防災計画の中で再確認をするべきものでありますけれども、ま

ず、災害備品の個数及びその配置場所についてであります。台風19号のときに、恐らくそこ

が、対応がちょっとできていなかったのかなというふうなことがありましたので、そこの見

直しをしていただきたいということ。 

  それから、災害協定を民間の事業者さんと結ばれていると思います。例えば、スーパーな

どで食品等の提供でありますとか、そういったことがあろうかと思います。そういった内容

についてでありますけれども、民間事業者の場合は業績変動が年々変わります。よって、そ

のとき協定で結んだものをそのまま、何年も放置しておいて、いざとなったときに対応でき

るかといったら、必ずしもそうではありません。よって、この災害協定の内容の確認という

作業は、これは１年ごと、もしくは２年ごとに、この協定を結んだ関係の方々と再確認をし

ていただくということが重要かと思います。 

  この辺の内容、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 再確認ということで、防災の備品ですね、毛布ですとか水、それから

食料等の確保状況等につきましては、当然確認をして、いざというときのために備えるとい

うことでございます。 

  協定につきましても、水の関係、あるいは、コカ・コーラのように自動販売機を入れてい
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る会社と協定ができておるところでございまして、そういったものの会社の状況等も把握を

し、２年ごとぐらいですか、状況確認をしてもらいたいというふうなことでございます。当

然のことでございまして、こういうことも頭に入れながら、いざというときのために、行政

として、必要なものが入れてもらえるのかどうかというものも再確認をしてまいりたいと思

います。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 

○３番（井上英樹君） ぜひとも、その確認作業をお願いしたいと思います。 

  それから、今年３月の定例会におきまして、一般質問で同僚議員が、地区ごとの自主防災

組織づくりについて大変貴重な提言をされました。 

  行政区長は毎年交代をしていくため、自治会役員を中心とした災害時の初動対応は負担も

大きく、困難ではないかというような問題提起をされました。私も地元の様子を拝見してお

りまして、全く同じ意見を持っております。 

  この件に関して、町長は、行政区長が中心になってもらうのが最もよいと思っていると答

弁されております。この町長の答弁の内容に関しては、地域の実情に即しておらず、私自身

としては、認識が少し甘いのではないかというふうに感じた次第であります。 

  災害時の初動対応については、各地区の消防団員、もしくはその経験者が中心となり、任

期も２年から３年程度の自主防災組織を編成する、もしくは自治会組織の中に、消防団関係

者を中心とした防災専門部をつくるというようなことが必要だと考えます。 

  この件について、自治会役員や消防団員へ聞き取り、もしくはアンケート等の調査の実施

を求めますが、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） ご質問の点でございます。区長さんが自主防災組織の中心ということ

ではなく、消防団員とか経験者ですか、そういう者を入れていけばいいのではないかという

ことでございます。 

  考え方としては、非常にいいのかなというふうに思います。しかし、行政組織として、各

地区とも区長さんがトップに立って行うものでございまして、防災についての担当組織とい

いますかね、そういうものに消防団員、経験者という者が当たるというふうな組織も考えら

れるというふうには思っております。 

  各地区には消防団を経験したＯＢがいらっしゃいます。また、町全体でも消防支援隊とい
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う組織が出ておりまして、消防団の活動を側面から、後方から支援をする団体もあるわけで

ございますので、そういうものもご協力をいただきながら備えてまいりたいと思います。 

  地区の状況において、これにつきましては、それぞれの対応ができるかと思いますので、

今後、行政区長さん等と意見交換をしながら、地区の実情に合ったものにしてまいればいい

のではないかなというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 

○３番（井上英樹君） ぜひ当事者であります自治会の役員さん並びに消防団員の、もしくは

経験者の皆さん、聞き取り、もしくはアンケート、実際の声を聞いた上で判断をしていただ

きたいというふうに思います。 

  それでは、この地域防災計画の内容と関連するものとして、１点ちょっとお尋ねを申し上

げます。 

  今現在、コロナウイルス対策等で様々なことがありますけれども、役場庁舎内において、

職員の多くの方が新型コロナウイルスに感染した場合、もしくは災害等で被災をした場合、

役場の機能として当然低下するわけですね。そのときの対応策について、資料として頂きま

した新型インフルエンザ等対策行動計画、こちらがあります。こちらになります。 

  この計画の中に、事業継続計画というものがございます。この事業継続計画自体は、大変

よくまとまっていると思うんですが、町長、これ、どのタイミングで、この事業継続計画と

いうのは発令されるおつもりでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） このタイミングの問題だということでございますけれども、これにつ

きましては、新型インフルエンザに関しましては、当然、町民の方が感染をして、これから

拡大をする状況に至るかもしれないという状況に、そういった事態に判断をするということ

でございます。 

  そのような災害も含めて、役場組織として対応するものはできておるわけでございますの

で、議員がおっしゃいましたように、その態勢に入るタイミング、時期、この辺はしっかり、

その時期を外さないように取り組んでまいらなければならないというふうには理解をしてお

ります。 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 

○３番（井上英樹君） まず、町長、今ご答弁いただいたんですけれども、はっきりここだと

いうものが伺えませんでしたね。これ、いわゆるファジーというんですね、こういうことを。
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ファジーな感覚で置いておくと、何が起こるかというと、天災が人災に発展してしまうわけ

です。なので、この点につきましては、どの時点で、どういったケースで、この業務継続計

画を発令して、町内で実施していくのか。これは明文化する必要があると思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 議員おっしゃるとおりでございます。 

  過去の災害におきましても、各地区の首長の判断によりまして、災害が大きくなったり、

小さくなったりということは出たわけでございまして、県の防災対策の機関からは、首長は

早めの判断をしろというのは常に言われているわけでございまして、そのようなことから、

我々は常に早めの対応というものを心がけておるわけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 

○３番（井上英樹君） 前向きなお答えありがとうございます。 

  ただ、やっぱり明文化ですね、これはされるべきかと思います。 

  ちなみに、他の自治体の業務継続計画というのをちょっと取り寄せまして、そちらも見て

みました。他の自治体では、それが明文化されておるわけです。どういう状態になったら、

この計画を発令するかということですね。それを見ましたので、参考になればと思いますが、

この資料を後ほど町長にお渡ししたいと思いますので、担当課のほうとぜひ検討していただ

きたいと思います。 

  続きまして、当町行政の動画配信について、追加質問をさせていただきます。 

  昨年６月の定例会において、同僚議員がフォトリポしぶかわの事例を紹介しまして、住民

からの情報収集の方法として、ＳＮＳの活用を提言されました。また、12月定例会におきま

しても、ＳＮＳでの情報発信について提言をした同僚議員がおります。 

  町長のご答弁では、個人情報などの取扱いの問題があるが、それらを検討し、行政区長と

連携して検討するというふうに回答をされております。その後、どのように検討されたか、

もしくは進捗がありましたか、お聞きします。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） ＳＮＳ等につきましての問題意識というものは共有をしているところ

でございますが、具体的に今進んでおるという部分はないということでございます。 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 
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○３番（井上英樹君） なかなか議論が進まない要因として、やっぱり慣れていない方々でそ

れを検討されるというのは、非常に無理のあることだというふうに思う次第であります。 

  役場の職員の中でも、そういったジャンルに関心のある職員、また、積極的にそういった

動画配信やプロモーションに関わってみたいというふうに思う職員、特に若手が多いかと思

うんですけれども、こういった職員を中心に、やはり検討部会を開いて、様々な意見を集約

することがいいのではないかというふうに思います。 

  この際、必要なことは、動画配信、それからＳＮＳ、インターネットの活用、それから庁

舎内のＩＣＴに関する部分まで、そこまで含めたトータルなプロデュース及びトータルなマ

ネジメントというものが、視点としては必要になってきます。よって、そういったことに関

心がある、また、やってみたいという職員で、プロジェクトチームをつくってはいかがでし

ょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 井上議員のご意見、大変いいご意見だというふうに思っております。 

  若手の職員、非常にこういったことに興味があって、また、技術もある職員もいるかと思

います。また、地域おこし協力隊等の話もございましたように、今後こういった部門につき

まして、町の情報発信ということを、動画を含めて、ＳＮＳも含めて積極的に行えるように、

今後も十分に協議をしながら進めてまいりたいと思います。 

  特に35歳未満のグループ等で、岩櫃城、あるいは岩櫃山のプロモーションビデオのコンク

ールに出して、賞を頂いたというふうな実績もあるわけでございまして、そういうものを進

めながら、進めていきたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） ３番、井上議員。 

○３番（井上英樹君） 前向きなお答え、ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと

思います。 

  最後になりますけれども、この２つの大きな項目、最初は災害のものについて、そして、

２番目は動画配信についてというふうに、今回２つお尋ねしました。 

  実はこれ、意外とリンクもしているわけです。なぜかと申しますと、このＳＮＳの利用、

また、動画配信で役場の情報を外に発信するということは、災害時にも有効に使えるわけで

す。なので、ただプロモーションするというだけではなくて、町の実情、万が一何かが起こ

ったときにも、それが有効活用できるということも踏まえて、多角的に検討していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 井上議員から大変いいご提言もいただいたところでございます。 

  まだ、これは正式な資料ではありませんけれども、７月６日に毎戸配布をするものでござ

います。災害に備えて私たちにできることというふうなことから、こういう資料を配布をい

たします。 

  また、その中には、町からのメール配信サービスの登録方法もこの中に説明してございま

すので、こういうものも防災についても利用しながら、町民の皆様の安全も図ってまいりた

いというふうに思っております。こういうものを進めることによって、町の情報発信によっ

て、東吾妻町の全域、観光を含めた振興を図ってまいりたいというふうに思います。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、井上英樹議員の質問を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 髙 橋 徳 樹 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、６番、髙橋徳樹議員。 

  ６番、髙橋議員。 

（６番 髙橋徳樹君 登壇） 

○６番（髙橋徳樹君） それでは、議長の許可をいただきましたので、質問させていただきま

す。 

  まず、冒頭ですけれども、新型コロナに関連しまして、当町におきまして、前線で働いて

おります医療関係者の皆様、それから整美・清掃等々、前線で働いている皆様に改めて感謝

を申し上げたいと思います。 

  それでは、まず、通告書に基づきまして質問させていただきます。 

  第１ですけれども、ふるさと納税の推進でございます。 

  ふるさと納税につきましては、様々な地域で地方創生の起爆剤ということで、利用する自

治体が増えてきております。2008年度から開始されましたふるさと納税ですけれども、魅

力ある農産物が2013年ごろから大幅に出てきたこと、また、2015年から、寄附先が５自治

体なら確定申告の手続が要らない等々、寄附者に対しての制度改革等がいろいろ出てきまし

て、寄附額は年々増えてきておりまして、2018年現在で全国で5,100億円に達してきており

ます。 
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  当町でもふるさと納税、取り組んできておりますけれども、残念ながら寄附額につきまし

ては、ここ数年あまり変化がなく、ほかの自治体等々に比べまして、やや出遅れ感があるよ

うに感じられますので、その辺の現状認識はいかがでしょうか。 

  ふるさと納税につきましては、目的につきましては、地域資源を発掘し、特産物をＰＲす

ることで自治体の認知度を高めるとともに、さらに、自主財源の乏しい自治体にとりまして

は、歳入確保に極めて有効でありまして、当町でも、これから一段と高い目標を設定して、

積極的に推進すべきと考えますが、町長の見解をお伺いします。 

  そこで、簡単な少しアイデアといいますか、提案をさせていただければというふうに思い

ます。 

  これからの活性化を進めるのに当たっては、新たな新製品の開発、また、町民の方にいろ

いろ協力を仰ぐ、また、観光大使等には趣旨を理解していただいた上で、町外に住む家族や

親類宛てにはがきで協力を仰ぐなど、いろいろな町内の皆様に協力をいただきながら進めて

まいるということ、さらに役場内におきましては、ふるさと納税の専属の担当職員を配置し、

さらに農業・商業関係者等の数十名のプロジェクトを立ち上げて、全町挙げて町民の方にも、

皆様含めて、目標達成を果たすべきではないかというふうに思いますが、町長の見解をお伺

いします。 

  ふるさと納税につきましては、12年経過しました。その中で、持続的な寄附を集めるため

には、やはり依然として、魅力ある返礼品があるかないかということで決まるということで

ございますけれども、最近の動きとしましては、それぞれ地域の課題解決に資する事業を示

して寄附を募るクラウドファンディング型方式も推進されてきております。さらに、2019

年度からは、総務省がふるさと納税を活用した地域における企業支援、地域への新しい人の

移住・定住支援プロジェクトも開始されてきております。 

  当町でも、これらの制度を十分に活用して、いわゆる関係人口を増やすクラウドファンデ

ィング型のふるさと納税も実施していかれるのかどうか伺いたいというふうに思います。 

  ２番目でございますけれども、産業振興の担い手の人材確保についてでございます。 

  中山間地域におきましては、人口減少、少子高齢化が進む中で、いろいろな業種にわたり

担い手が減少してきております。その中で、また、都市地域の移住者にあっては、社会環境、

多様化する価値観等々で、農村地域にまた移住、Ｕターンを希望したいという人も増えてき

ております。当町の根幹をなす農業の担い手につきましても、いろいろ６次産業化を受けま

して、様々な担い手の変化が見られます。 
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  それらの受皿の一つとして、総務省管轄の地域おこし協力隊活動があるというふうに思い

ます。同制度につきましては、平成21年度、30市町村89人から始まり、現在では1,061市町

村、5,349名が活動、この地域おこし協力隊につきましては、活動終了後、約６割の方が地

域に来られたところで起業、定着して、いろいろな事業を始めているというような数字があ

ります。 

  当町におきましても、地域おこし協力隊の活動状況につきまして、現況についてお伺いし

たいというふうに思います。また、同時に、期待する役割は何か。また、協力隊終了後の定

着に向け、どのような支援を今後実施し、関係人口を増やしていくのか伺いたいというふう

に思います。 

  最近の自治体への農業の関連の施策は、専門家によれば、農水省のみならず、様々な省庁

が関わってきているというふうに思います。といいますのも、地域産業、地域力という視点

で、いろんな省庁が絡んできておりまして、農業だから農水省ということではなくて、いろ

いろな省庁が絡んできていることは皆さんご承知だと思います。 

  その中で一つの、地域おこし協力隊のような活動のようなことですけれども、ただ、ちょ

っと役割が若干違うと思いますけれども、総務省が平成21年から始めました集落支援員とい

う活動もございます。この集落支援員につきましては、当町におきましては運用されていな

いというふうに聞いておりますけれども、ほかの自治体等につきましては、集落支援員につ

いては、高齢者の見守り、防犯・防災、通院、買物、巡回、農地・森林状況の把握等、様々

な活動をしているケースもありまして、この集落支援員の配置につきましても、今後配置の

可能性があれば、ぜひ活用すべきと考えますが、お伺いいたします。 

  以下、自席にて質問させていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、髙橋議員のご質問にお答えをいたします。 

  当町のふるさと納税につきましては、議員ご指摘のとおり、寄附額はここ数年、大きな変

化はございません。しかしながら、昨年度の寄附件数につきましては、前年比23％増の251

件の寄附を頂いております。中でも、昨年の台風19号における災害支援につきましては、返

礼品をお送りしないのにもかかわらず、全国から108件ものご寄附を頂きました。 

  また、昨年６月から施行されましたふるさと納税に係る指定制度により、多くの自治体が
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これまでの過度な返礼品の見直しを行っております。当町が平成28年６月から始めておりま

す地域産業の振興を目的としている返礼品につきましては、全て国が示した基準に基づいて

実施をしております。 

  寄附額の目標設定につきましては、平成30年度より1,500万円を予算計上し、平成30年度

及び令和元年度の決算額はともに830万円程度となり、なかなか目標額を達成することがで

きません。今後も引き続き、目標達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

  新たな特産品開発につきましては、昨年度より、イチゴやリンゴなどの農産物や、さくや

姫を使用した日本酒などを町内の事業者の皆様からご協力をいただいております。また、町

内のイベントなどに参加ができる体験型の返礼品につきましても、今後検討してまいりたい

と考えております。 

  はがきによる協力につきましては、個人情報の取扱いや特殊詐欺などの対策などを含め、

慎重に検討したいと思います。 

  なお、前年度に寄附を頂いている方々に対しましては、寄附の状況や使い道の報告を兼ね

て、町内の日帰り温泉施設の利用券付のはがきを送付をしております。 

  現在、ふるさと応援寄附金の業務につきましては、１名の担当者が他の業務と兼務で行っ

ております。限られた人員と予算の中で、職員の増員は困難でございますが、全庁を挙げて

最大限の努力をしてまいります。 

  今後につきましては、議員ご指摘のように、当町に寄附を頂いている方とのつながりを大

切にして、関係人口を増やしていきたいと考えております。また、起業支援や移住・定住支

援のイベントなどでもＰＲを行い、町に関心と興味を持っていただけるよう取り組んでまい

ります。 

  ２点目の産業振興の担い手人材確保についてでございますが、現在町では、３名の地域お

こし協力隊員が活動しております。まちづくり推進課では、２名の隊員が自転車型トロッコ

運行に、農林課では、１名の隊員が有害鳥獣対策支援に取り組みながら、地域に定着して活

動しております。 

  期待する役割といたしましては、地域ブランドの開発やＰＲ、農林業への従事など、地域

における活動の中で、人との結びつきを深め、地域リーダーの一員となることを期待してお

ります。また、活動終了後の定着に向けた支援といたしましては、町内に定住し、起業した

協力隊員に対しましては、起業のための助成制度を設け、定住促進を推進しております。 

  次に、集落支援員についてのご質問ですが、現在、町では制度の導入はしておりません。
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この制度は、過疎・高齢化が進む集落において、地域の実情に詳しく、集落対策に関してノ

ウハウを有する人材が集落の目配り役として、集落巡回による現状把握や見守りなどの支援

活動に取り組むものでございます。 

  当町におきましても、過疎化・高齢化は大きな課題であり、集落を維持するためにも、今

後人材の掘り起こしも含め、検討していく必要があると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） ６番、髙橋徳樹議員。 

○６番（髙橋徳樹君） ありがとうございます。 

  今回、ふるさと納税の質問をさせていただくのは２回目だというふうに思います。 

  なぜかといいますと、非常にこの制度では、地方自治体の財政に絡んで、非常に大事な制

度だというふうに思っていますので、再度また質問させていただいておりまして、町で今、

寄附のサイトにつきましては、ふるさとチョイスというサイトということで、拝見させてい

ただきますと、様々な農産物、リンゴですとか、やまと豚とか、もろもろのところで、所管

の職員の人とも話をしましたけれども、そういった農産物等々については、すごく人気があ

るというふうに聞いています。 

  ただ、残念ながら、いろいろ注文があったときに、要は町内でということで、外にさばく

ことの量みたいなのが、あまりないみたいなこともお聞きしました。 

  先ほど町長、今度は、推進ということでお尋ねしたんですけれども、ちょっと目標額等々

につきましては、やや……この１万3,000人、ポテンシャルのある町ということであれば、

私はもうちょっと高い、例えば１億円、２億円なり、そういった目標みたいなのを町長の声

から期待しておったんですけれども、その辺については、町長、目標額についてはいかがお

考えでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 目標額につきましては、それほど大きな額を目標にしているというこ

とではございません。日々の、全国の皆様に発信をしながら、東吾妻町の魅力あるものに興

味を持って、ご寄附を頂くというスタンスでおります。 

  温泉地ですとか、そういうところは、様々な手法を使って、温泉を生かした返礼品という

ものも出しているのでございまして、それが大きな寄附額になっておるということも聞いて

おります。 

  我が町の特色というものを現在も出しながら、寄附を募っているところでございますので、
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今後も町の魅力というものを大いにＰＲし、また、特産品というものも、返礼品というもの

も増やしながら、寄附額を増やしてまいりたいと思っております。 

○議長（須崎幸一君） ６番、髙橋徳樹議員。 

○６番（髙橋徳樹君） いずれにしましても、吾妻の近隣の町村と比べるのが、必ずしもどう

かというのはありますけれども、この三、四年ですけれども、中之条町は７億円、８億円、

あるいは草津も、その辺はいろんな状況が違うにしても、長野原も6,000万円、7,000万円

ということで、当町におきましては、一番多くて800万円ということで、ふるさと納税につ

きましては、これはいろいろ聞きますと、中之条に聞きましたら、６億円、７億円ありまし

ても、実際に返礼品なり様々な諸経費を引くと、大体50％ぐらいの経費ということでござい

ます。 

  様々な自治体のふるさと納税で、かなり先進的にやっているところのあれを見ますと、い

ろいろな寄附している方の声がございます。それは、いろんなイベントに参加して、まず、

あまたある地方自治体の中でまず知っていただく、興味を持っていただいて、そこで、いろ

いろな行事に参加したことによって非常に関心を持ったとか、いろんなコメントがございま

す。 

  やはりそういった、いろんないい事例がいっぱい、全国にいっぱいありますので、そこら

辺のところを、何といいますか、ここに書きましたけれども、やっぱりその第１弾、いろん

な手順的には、順番がちょっと遅いのかもしれませんけれども、もう一度町民の方が、いわ

ゆる、いろんな家族の関係者、親類の方がいろんなところへ出ていますので、その方に改め

て、この町の、何といいますかね、ふるさとを思う気持ちも含めて、掘り起こしといいます

かね、そういったことで、はがきを町で全て用意して出すというようなことをちょっと書か

せていただいたんですけれども、その辺については町長、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） そうですね、当町の町民の皆様の親類縁者の皆様に、はがき等で町の

返礼品等もＰＲして、ふるさと納税を推進していくということも、一つの手法だというふう

に思っております。 

  これにつきましても、個人情報とか特殊詐欺というふうなものもありますので、これにつ

きましては、慎重な対応をしていかなければならないというふうには考えておるところでご

ざいます。 

  いずれにいたしましても、発信を大いにして、そして、これも寄附額の増額につなげてま
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いりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） ６番、髙橋徳樹議員。 

○６番（髙橋徳樹君） やはり、家族の関係者に協力をお願いするということは、あまり個人

情報等に関連、どこまでするのかというのは、ちょっと私も分かりませんけれども、やはり

何といいますかね、町村挙げて、この町はこれだと、○○の里とか、そういったものがやっ

ぱり、今までこれまで、若いいろんな方が、デビルズタンバーガー等々、いろんなことを活

動されたことは承知しておりますけれども、ただ、残念ながら、あのハンバーグ等につきま

しては、ちょっとふるさと納税の返礼品には、なかなか合わないということでございます。 

  様々な自治体については、いろんなもう、何といいますかね、今のふるさと納税の情勢に

つきましては、非常に、泉佐野市等々の話題があって、非常にそういった問題が、だんだん

粛正されて、だんだん非常に、寄附額に応じて３割を超えないとか、いろいろ様々な整備が

総務省でされて、非常に自治体もこれから、かなり本腰を入れてやりましょうという、非常

に安定した制度ということで、非常に前向きに取り組んでいる自治体がああいうふうに、さ

らに増えているというふうに聞いています。 

  やはりこのふるさと、いろいろ様々サイトのところに、いろいろな返礼品といいますか、

これだというものを作っていくためには、やはり相当の、やっぱりそれなりの年数と、何と

いいますかね、グループでみんなで知恵を出し合って、作り上げていかないとできないとい

うふうに、そう簡単じゃないというふうには承知はしておりますけれども、やはり、こうい

う制度が動いている以上、やはりこの町のキャパシティーからいくと、もう少しファンとい

いますかね、関係人口等々増えることが、可能性があるのではないかなというふうに思って

おりますけれども、その辺で、そういったプロジェクトなり、そういったことを立ち上げて、

ぜひこのふるさと納税を、何億円ぐらいの寄附金を集めましょうと、そういったような形に、

ぜひ町長、みんなでそういったような盛り上げをしていければというふうに思いますけれど

も、いかがお考えでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 髙橋議員に申し上げます。録音の関係で、マイクに入っちゃうので、

気をつけていただいて、資料等取扱い、よろしくお願いいたします。 

  町長。 

○町長（中澤恒喜君） 髙橋議員のご提言でございます。 

  東吾妻町にも大変いい農産物の返礼品等もございます。おいしい日本酒もございます。 

  また、東吾妻町は、有名な若い俳優や歌手も出ておるわけでございますので、そういった
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方のイベントですね、いわゆる何といいますか、コンサートですとか、トークショーですか、

そういうものを開くことに、ふるさと納税を絡めた、体験型返礼品というんですかね、そう

いうものも考えられるわけでございまして、そういうものを今後は、許されるなら、実施を

してまいることもいいかと思います。 

  特に特産品として農産物等がございますけれども、特に人材の、東吾妻町は人材が、非常

にいい人材が出ておりますので、そういう人材を活用したふるさと納税というものも考えら

れますので、今後の研究課題ではないかなというふうに思っております。 

○議長（須崎幸一君） ６番、髙橋徳樹議員。 

○６番（髙橋徳樹君） ありがとうございます。 

  最近ちょっと、このふるさと納税のことで、山梨県のある友人と話をしたんですけれども、

若干ちょっと思いつきのところもあるんですけれども、その辺はお許しいただきたいんです

けれども、幾つか参考事例といいますか、何が言いたいかというと、要するに、いろいろの

切り口によって、新しいものが出てくるんじゃないかなという一つの参考事例ですけれども、

今、山梨では、桑の実ですか、私が小さいときに食べたドドメの実が、非常に高級製品とし

て注目されているという話もありました。それはジャムにしたり、あるいは桑の葉をお茶に

したりしているそうです。 

  群馬県は養蚕県でありまして、いろいろ県の試験場に聞きましたら、例えばですけれども、

桑を今後新たに増やすというときには、そんなに年数はかからないだろうという話でござい

ました。 

  やはりこの桑の、小さいときの話ですけれども、例えば桑の実とかドドメとか、一つの例

ですけれども、それを例えば使って、あるいはリンゴだとか、ほかの果物とセットで何か売

るとか、いろいろアイデアといいますか、それでいろんな、また新たな返礼品を作っていく

ことも大事ではないかなというふうに思います。 

  それから、原町の方にいろいろ聞きましたら、昔、お蚕クシがあったとか、あるいは役場

の職員の方から、昔その原町で、サンショウを絡めたお菓子があったとか、いろんなことも

聞きました。そういうことをもう１回、再発掘といいますかね、そういうことも可能性とし

ては、私はあるのかなというふうに思っているところで、一つの例でございますが。 

  それから、まず、農産物が第一で、かなり大きく寄附を集めているところにつきましては、

非常にリピーターがあるという話でございます。まず、これだという返礼品を幾つか、ふる

さとチョイスにも幾つか載っていますけれども、都会のいろいろ東吾妻町に関心を持ってい
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る方に、やっぱり喜んでいただける特産物をまず作って、それから、さらに、クラウドファ

ンディングにつきましては、やっぱりこれも増えているというふうに聞いています。農産物

のみならず、今、当初返礼品が注目されましたけれども、災害等を含めて、クラウドファン

ディングは形式が増えているというふうに聞いています。この東吾妻町でも、多分そういう

形で寄附が来ているというふうに思いますので、いろいろ群馬県のホームページを見ますと、

様々な、例えば尾瀬をきれいにするとか、あるいは小動物の虐待を防ぐとか、いろんな切り

口でクラウドファンディングがされているようで、今回の新型コロナについても、その対応

で非常に寄附が集まっているというふうにありますので、やはり、とにかく全国数ある自治

体の中に、まず見てもらって、関心を持ってもらう。そのためのふるさと納税の力を入れて

いただくことが重要ではないかなというふうに思っています。 

  それから、体験型の実施につきましては、当町でもいろいろやっているというふうに思い

ます。 

  私はちょっと、ふと今アイデア的に思ったのは、何か聞くところによりますと、これも非

常に、体験型のクラウドファンディングといいますか、ふるさと納税につきましては、例え

ば新潟なんかでも、田植えとかは非常に人気があるというふうに聞いています。やはりこの

耶馬渓を今後増やしていく中での散歩コースですとか、あるいは、例えば自治体がふるさと

納税に絡んでくると、都会から来る人たちも、非常に安心を持って参加しやすいというよう

な声もございます。 

  いろいろ岩島の麻の体験のあれですとか、あるいは返礼品につきましても、この東吾妻町

の中心は、私は農林業というふうに思いますので、その中で、農産物はもちろんですけれど

も、林業に関しても、沼田なんかにつきましては、まきですとか炭ですとか、そういったも

のを返礼品に入れているようでございます。 

  ですから、いろんなチャレンジしてみて、非常にこれが、全国でヒットするといいますか、

当たりますと、これ、非常に大きな額に結びつくというふうに聞いて、可能性があるという

ふうに思います。 

  この群馬県内も、東吾妻町の予算に比べて３分の１ぐらいの片品ですとか、それ以外の町

も、様々な取組の中で大きな寄附金を集めているというふうに思いますので、ぜひとも今後、

まず、町長、グループといいますか、１人ではできませんので、まずそういった、集団とい

いますか、それに特化したような、うまく言えないんですけれども、町を挙げたグループみ

たいのを立ち上げて本気でやらないと、金額増えませんので、そういった試みが必要という
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ふうに思いますけれども、商工業、いろいろ巻き込んで、今、いろいろ創生会議等もやられ

ていますけれども、その中の項目でもよろしいんですけれども、そういったような、やっぱ

り試みをお願いできればというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 髙橋議員のご提言いただきましたふるさと納税につきまして、最初に、

返礼品は新たなものを考えたらどうかというふうなことでございました。桑の実を使ったよ

うな食料というか、お菓子とか、そういうものだというふうに思います。 

  また、石坂荘作由来のくるみまんじゅうでしょうかね、そういうものも考えられるかとい

うふうに思います。また、岩島麻の体験型のふるさと納税、また、国指定史跡の岩櫃城跡に

関する、ふるさと納税等も考えられるわけでございます。 

  いずれにいたしましても、大きなふるさと納税、町の課題だと考えておりますので、今後

も様々な面で検討、また改良を加えながら、寄附額の増額に向けて取り組んでまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） ６番、髙橋議員。 

○６番（髙橋徳樹君） ありがとうございます。 

  最後に、全国三千何がしの自治体の中で、地域おこし協力隊ですか、これらの方につきま

しては、東吾妻町を選んで来ていただいて、非常に縁があるということの人のつながりの中

で、この人たちの支援、活動状況というのは、非常に期待したいというふうに思います。 

  それと、集落支援員についてお聞きしたいのは、今、ちょっと私の身近な人で、お年寄り

のために、いろいろ車、軽トラで、いろんな商品を販売しているんですけれども、ただ、そ

れも長野原町で活動している方なんですね。この制度をちょっと、一つの例ですけれども、

こういった東吾妻町の地区内をいろいろ知り尽くした定年後の方等々おりますので、そうい

った方を今後、こういったような制度をうまく協力していただいて、活用をぜひお願いした

いなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 東吾妻町の人材、非常に立派な優れた人材も多いわけでございますの

で、こういった人材を、この地域の町のこれからの振興に向けてお手伝いをいただけるなら、

そういうものをしっかりと踏まえて、考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、髙橋徳樹議員の質問を終わります。 



－164－ 

  ここで休憩を取ります。 

  再開を午後１時といたします。 

（午後 零時０７分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） 再開します。 

（午後 １時００分） 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 重 野 能 之 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、９番、重野能之議員。 

  ９番、重野議員。 

（９番 重野能之君 登壇） 

○９番（重野能之君） それでは、議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきま

す。 

  質問の項目としまして、新型コロナウイルス流行における当町への影響についてというこ

とで、今回質問をさせていただきます。 

  １つ目としまして、私たちの社会は今、かつてない多くの脅威にさらされております。 

  日本の近隣である香港では、言論・表現・身体の自由を守るために、若き青少年・少女た

ちが懸命に活動し、このことは決して対岸の火事ではありません。台湾やアメリカをはじめ、

諸外国から中国政府に対して、強い懸念が表明されてもおります。 

  そして、新型コロナウイルス蔓延の脅威と恐怖であり、私たちの身近な社会普遍の自由と

命が今、脅かされております。 

  この社会の脅威に対する町長の見解をお聞かせください。 

  ２つ目としまして、新型コロナウイルス対策では、特に医療機関、医療従事者の方々には、

医療体制の在り方も含め、想像を超える様々な負担が強いられてまいりました。町としても、

でき得る支援・対策を実施しておりますが、第２、第３波を想定して、課題と対応策として

考えられることをお聞かせください。 
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  ３つ目に、町内経済においても深刻な影響が出ております。商工会の調査では、売上げ減

少率50％以上の町内業者は約５割に上り、商工会より町議会にも要望書が出されています。 

  町長として、この現状をどう受け止め、対応策を講ずる上での主な着眼点は何かお聞かせ

ください。 

  ４つ目に、町内農業への現状と今後の影響については、どのように認識されているでしょ

うか。 

  ５つ目に、学校教育に関しては、特に新入生児童・生徒への不安が指摘されております。

今回と同様の事態を想定して、課題と対応策についての考えをお聞かせください。 

  ６つ目に、子育て関連としては、全国的に独り親家庭、特にシングルマザー家庭の深刻な

状況が指摘されております。ある民間の調査では、４月に収入が減少すると答えたシングル

家庭が75％、同時に、４月に支出が増えたと答えた家庭が91％に上る、このような全国的

な調査も出されております。サポート、支援体制を含め、当町の状況についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

  以上、自席にて失礼いたします。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、重野議員のご質問にお答えをいたします。 

  新型コロナウイルスの蔓延という未知の脅威に対し、町民皆様をはじめ、日本国民、全人

類にとって初めての経験となり、大変な困難に直面をいたしました。改めて、新型コロナウ

イルスによりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、感染された全ての皆様の一日

も早いご快復を願っております。また、感染リスクのある過酷な環境下で、全力を尽くして

くださっている医療等従事者の皆様に心からの敬意を表します。 

  ご質問１点目の社会の脅威に対する見解につきまして、国では緊急事態宣言の解除がなさ

れ、群馬県のガイドラインも警戒度１となり、経済活動の制限が緩和されました。命の危険

と社会経済活動の停滞を余儀なくされた中、今日まで当町から１人の感染者も出さずにこら

れたことは、ひとえに町民皆様のご協力のたまものと感謝をしております。 

  しかしながら、新型コロナウイルス感染症が終息したわけではございません。感染防止に

向けて、これからは感染リスクをコントロールすることが重要になってまいります。 

  そのためには、新しい生活様式に掲げる３密を避け、マスク着用、小まめに換気などを実
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践しながら、新しいやり方で日常の社会経済活動を取り戻していくことが求められておりま

す。町民皆様には、ご自身や大切な方の命を守るため、引き続き一人一人が取り組んでいた

だけるよう、周知徹底と注意喚起を行い、ご理解、ご協力をお願いしてまいります。 

  ２点目の第２、第３波を想定した課題と対応策の質問に関しましては、これまでも行って

まいりましたが、医療現場、福祉施設や町民への供給も視野に入れて、衛生用品等の物資を

町として備蓄できる体制を構築をしてまいります。また、吾妻郡内の医療体制、ＰＣＲ検査

体制や一人一人の行動が重要になってくると考えられます。 

  様々な課題はありますが、対策として町独自で実施できるものは限られます。医療体制の

強化は、国や群馬県及び原町赤十字病院、医師会と連携して推進をしてまいりたいと考えて

おります。 

  町民皆様の行動が一番の感染症対策になりますので、今後もコロナウイルス感染症の正確

な情報を提供し、感染症対策を行ってまいります。 

  患者の発生状況について、県と情報交換の協定を結んだため、今後は的確な情報をお知ら

せできると思います。町民の命を守る抜本的な解決のためには、ワクチンの早期開発を心か

ら望んでおります。 

  ３点目の町内経済においても深刻な影響が出ている。対応策についての質問ですが、東吾

妻町商工会からは、会員の皆様の経営状況が悪化傾向となっており、町へ具体的な対応策を

求める要望が提出をされております。対応策を講ずる上での着眼点は何かとのご質問ですが、

スピード感と平等・公平性を重視して事業を展開してまいります。 

  また、廃業に至る方や職を失う方が生まれないように、東吾妻町商工会と連携し、国の対

策や新型コロナウイルス感染症の感染状況などを常に注視して、最善の施策を講ずるよう努

めてまいります。 

  ４点目の農業の現状についてでございますが、花卉はイベント、結婚式などの減により、

市場価格の低下、イチゴなどは人の移動制限により、直売所での購入の減少、畜産関係では

休校により、牛乳の消費が落ち込んでいるなどの状況は把握をしておりますが、具体的な損

失額等については把握しておりません。また、県においても調査を行っておりますが、金額

等は不明とのことでございます。 

  今後の影響についてでございますが、水稲、コンニャク、野菜などの作付は例年並みに進

んでおるようでございますので、大きな影響はないものと考えております。 

  ５点目の学校教育に関し、特に新入児童・生徒に関するご質問でございますが、管内小・
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中学校では４月７日に入学式と始業式を行い、一時的に教育活動を再開いたしましたが、再

開後４日間の登校の後、子供たちの命を最優先に考え、再び４月13日から５月31日までの

間、臨時休業措置を取らざるを得ませんでした。 

  新入生や保護者の皆様にとっても、社会全体が閉塞感に包まれ、先行きが不透明の中、新

しい環境に慣れる間もなく臨時休業に入ったことで、大変なご心配をおかけすることになっ

てしまいました。 

  各学校では、新入生の特徴や個性を把握できていない状況下であっても、教育課程や年間

指導計画に基づいた課題作成や細やかな指導にご尽力いただき、各家庭と密に連絡を取り合

うことで、子供や家庭を学校につなぎ止めていただき、信頼関係の構築にも努めていただい

ておりました。 

  議員ご質問の課題でございますが、大きくは２点が考えられるかと思っております。 

  １点目の課題は、初めて読み書きから学ぶ小学校１年生に対し、学校での学習活動の内容

と分量をどのように設定していくかということでございます。今後、各学校で臨時休業期間

中に、児童・生徒に対してどのような課題設定をしていたかを把握・検証し、学校間で情報

共有しながら、休業期間中であっても子供たちの成長と学びの保障につながるよりよい対

応・方策等をさらに研究してまいりたいと考えております。 

  また、２点目の課題としては、「早寝・早起き・朝ご飯」の言葉に代表される適度な運動、

調和の取れた食事、十分な休養、睡眠による規則正しい生活習慣を身につけさせ、学校再開

後も元気に登校できる児童・生徒を育てることにあると考えております。 

  ただいま申し上げました家庭における学習や、規則正しい生活習慣の習得には、各家庭の

ご理解とご協力が必要となりますが、そのことが保護者の皆様にとって過度な負担とならぬ

よう、学校、家庭、地域と行政が協働する中で取り組めるよう、対応してまいりたいと思い

ます。 

  ６点目の質問の独り親家庭、シングルマザーの支援につきましては、国では、１人で仕事

と子育てを担う親に対し、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を行うことになりました。町

でも、ひとり親家庭だけではありませんが、子育て世帯に対して、みらい子育て支援事業と

して、子供１人当たり１万円のプリペイドカードの支給を予定をしております。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） 重野議員。 

○９番（重野能之君） ご答弁をいただきました。 
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  教育関連については、先輩議員が非常に重い質問を既にしていただいているところであり

ます。幾つか再質問ということで、関連でさせていただきたいと思います。 

  当町と交流のある台湾・基隆市があります。国内においても東京都杉並区、そういった友

好都市、地区があります。その台湾政府から、日本に４月にマスクが200万枚、５月には防

護服５万着が贈られたというふうに、先日の報道でされておりました。台湾は今度のコロナ

ウイルスの感染対策に非常に有効な対策を打って、これは世界でも評価をされているところ

であります。残念なことにＷＨＯ、そこら辺には招待されずに、非常に残念だったというよ

うな声も世界中で聞かれております。 

  こういった中で、今回のコロナというのは、どの自治体もどこの国も、世界中が完全に被

害者というか、大きな影響を受けているところなんですが、そういった友好都市、特に異国

である友好都市等々、町長からのメッセージであったり、あるいは情報交換であったり、そ

ういったものがなされているか。もしなければ、今後そういった絆をさらに深めていくと、

そういうことも考慮に入れていただいて取組を、町長のメッセージ、あるいは情報交換、こ

ういったことをしていただければというふうに思うんですが、町長のお考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 台湾からは、東日本大震災の折にも、本当に多くのご支援を頂いた国

でございます。今回も多くの医療品等も頂いておるところで、非常にありがたく思っており

ます。特に基隆市とは、文化交流を始めたばかりでございますので、その点からも非常にあ

りがたく思っております。 

  特別、基隆市等と情報交換なり行ったということはございませんが、最近、当町出身の偉

人の石坂荘作に関する著作、本が出版されましたものですから、これを参考に、基隆市の林

市長にお贈りをしたところでございます。それに簡単なメッセージを書かせていただきまし

た。また、台湾の在日の経済代表処、東京の白金台にありますが、我が町に来ていただきま

した代表の謝長廷さんに同じように石坂荘作の本をお贈りをして、また、メッセージも書か

せていただいたところでございます。 

  このように台湾、今回のウイルスに関しましても、議員おっしゃるとおり、大変な情報キ

ャッチが早く、また、それに対応する措置も非常に早い状況で、世界の中でも一番優れた対

策を取った国だというふうに思っております。 

  今後も台湾の基隆市等と東吾妻町、しっかり手を取り合って、このような危機のときにも
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お互いに力を出し合って、乗り越えていくよう努めてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 重野議員。 

○９番（重野能之君） 次に、経済関連ということで質問をさせていただきます。 

  政府は当初、減収世帯に30万円の支給ということで、補正予算を閣議決定をいたしました。

しかし、そこで公明党の山口代表が、これは極めてスピーディーに、国民の窮状をしっかり

と受け止めて判断をする大きな政治判断が必要だと、こういうことで、全ての国民に、小さ

な子供から高齢のお年寄りの方まで、全ての国民の人たちに10万円を支給して安心をしてい

ただく、そして希望を持っていただく、こういった大きな動きをしていただき、今回こうい

った10万円支給というものが実現したんだというふうに思います。 

  これは昨日も小林議員が、子育て関連の質問の中でも、画期的な何か施策・政策をと、こ

ういうことを言われておりました。まさにそのとおりじゃないかというふうに思います。 

  そして、特に当町では、この10万円の一律給付というのが、非常に他の自治体に先駆けて

早い手続を、また給付を行っていただいております。ここら辺には、職員の方々、いろんな

ご尽力があったと思いますが、町長のそこら辺の認識であったり、お考えをお聞かせいただ

きたいんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 特別定額給付金に対しましては、担当課の総務課をはじめ、各課から

の応援もいただいて、そして連携もいただいて、また休日出勤もしながら、これを早めに町

民の皆様に給付できるよう取り組んでまいりました。その結果、非常に早い措置ができたと

思っております。非常に職員の皆様に感謝をしているところでございます。 

  今後もこのような危機的状況の中で、様々な事業、早めに町民の方に実施をしていくよう

努めてまいります。 

○議長（須崎幸一君） ９番、重野議員。 

○９番（重野能之君） まさに、町長のリーダーシップが発揮されているということではない

かというふうに思います。 

  最後に質問をさせていただきたいと思います。 

  先ほど町長も、さらに商工会等と連携をして、町内経済の立て直し全般を図っていくとい

うような答弁をしていただきました。 

  本日、上毛新聞にも掲載をされておりました。非常に分かりやすく、よく上毛新聞の方に
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は掲載をしていただいたというふうに、一議員として本当にうれしく思っております。議長

から、町に対しての経済対策等を含めた要望書であります。これも議長のリーダーシップに

よって実現をいたしました。 

  総務建設常任委員会、自分、今、委員長でお世話になっているんですが、議長にも話をい

ただきまして、この要望書に対しての提案というものもさせていただきました。小林議員か

らも委員会で、既に非常に貴重な提案もしていただきました。また、この提案の締切りぎり

ぎりまで、里見副委員長や竹渕議員、メール等で、これも追加してくれと、これもちゃんと

訴えるべきだというような、ぎりぎりまで政策の提案をいただきました。なおかつ、青柳議

員におかれましては、取りまとめの手助けをしていただきまして、本当に感謝をしていると

ころであります。 

  その中で、今回、高橋弘議員からも文章として提案をしていただいております。「町内で

本当に困窮している方は誰なのか調査をしてもらいたい。お金は生きている。どぶに捨てる

ことのないようにしてもらいたい。困窮している方が真に喜んでくれる政策を」ということ

で、文章としての提案もいただいております。本当に胸に突き刺さりました。 

  議会から、議長から、町長、町に要望書が出されました。町長のお考え、ご見解を最後に

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 町の４月、５月の補正、また今回の６月補正、行いました。また、現

在の状況でも、これまで知ることができなかった状況も把握ができてきているというふうに

思っております。また、議会からの議員の皆様の要望書も頂きました。こういうものを十分

に検討・協議をいたしました。これからさらに、町民の皆様に支援が必要なものにつきまし

ては、早めに措置をしていきたいと考えております。 

  今後も議会の皆様のご協力をいただきながら、まさにこの危機的な状況を乗り切っていか

なければならないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、重野能之議員の質問を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◇ 渡   一 美 君 

○議長（須崎幸一君） 続いて、２番、渡一美議員。 
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  ２番、渡議員。 

（２番 渡 一美君 登壇） 

○２番（渡 一美君） 議長の許可を得ましたので、通告に従いまして一般質問させていただ

きます。 

  現在、急激な社会変化が起きています。今後、町がよくなるのか、悪くなるのか。今まで

のように変化に順応できず、町がどんどん悪くなるのをただ見ていていいのでしょうか。 

  人がいない、何もない、観光客が来ないなど、今まではマイナスにしかならなかったこと

が今後プラスになります。人がいない、密接していないということがよいとされる世の中に

なると、誰が想像していたでしょうか。人々が安心を心から求めています。東吾妻町に移住

して、より安心し、有意義に生活を送ることができる、そんな環境を提案してみてはどうで

しょうか。 

  テレワークをきっかけに、53％以上の人が引っ越しを検討しているそうです。しかし、ま

だまだテレワークには不自由な部分があり、現実的には難しいことも多くあります。しかし、

それを逆手に取り、いかにテレワークがしやすい環境をつくるか。都会ではできない、田舎

ならではのテレワークの仕方を推進するということはどうでしょうか。テレワークでの町お

こしです。 

  原町駅の前を中心として、町並みを残しつつ、低コストでテレワーク用のオフィス街をつ

くってみてはどうでしょうか。移住をしたい人に向けて、テレワークを前提とした家選びや

定住の仕方を提供する。原町駅の前の空き家店舗を活用し、サテライトオフィスの設置、原

町駅前にテレワークを充実している企業の誘致、その後、ほかの地域にそれぞれの合った環

境でテレワークを推進していきます。 

  おしゃれで洗練されている環境は、たくさん都会にはあります。しかし、どこか懐かしい、

何となく落ち着くといった環境を目指し、都会の安定した収入を得て、よい環境の中で生活

する。そして、子供を産み育てる。 

  原町駅から徒歩圏内には、自転車で行動できる範囲に買物から病院、一連の生活を行うこ

とができる環境が整っています。満員電車に揺られることもなく、時間がゆっくりと流れ、

リラックスした休日を送ることができる東吾妻町です。今こそ新しい方向性で、東吾妻町の

魅力を再確認するべきではないでしょうか。 

  あとは自席にて質問させていただきます。 

○議長（須崎幸一君） 町長の答弁を願います。 
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  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） それでは、渡議員のご質問にお答えをいたします。 

  ご案内のとおり、現在、国内はもとより、世界中で新型コロナウイルス感染症の拡大防止

に向けた取組が進められております。 

  国内では、５月25日に緊急事態宣言が解除されて以来、新しい生活様式が推奨されており

ます。その中でも、密集・密閉・密接、このいわゆる３密にならないための方策として、テ

レワークの推進やソーシャルディスタンスの確保など、人と人との距離を空けて行動するこ

とが重要視されております。 

  議員ご指摘のように、都会の密集した環境の中で、ソーシャルディスタンスを取って生活

することは困難でありまして、当町のような地方の生活環境を希望される方が増加をしてお

ります。働き方の新しいスタイルとしてテレワークが普及することにより、移住を選択され

る方も多く出ることが予想されております。 

  インターネット環境の充実は、テレワークに必要不可欠でございますので、テレワークオ

フィスの設置は、本町を移住策として選択する際の一つの基準となると考えております。県

内でも幾つかの自治体で、テレワークオフィスを設置・運営しているところもございますの

で、利用状況などを調査して、検討してまいりたいと考えております。 

  また、原町駅周辺をはじめとして、空き店舗の利活用や企業誘致なども含めて、今後検討

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（須崎幸一君） ２番、渡議員。 

○２番（渡 一美君） 原町周辺の再開発について、テレワークを使ってはどうかということ

なんですけれども、やはり駅周辺でありますし、原町駅から電車に乗って、東京駅まで２時

間12分、5,480円、朝６時半頃出ていくと、東京駅に８時24分に着きます。となると、やは

り９時前に着けるということは、仕事ですと、例えば週に１回とか月に１回でも通うことは

可能かなとは思います。 

  そこに例えば、原町駅周辺で核となるところのサテライトオフィスをつくったとして、そ

こから原町じゃなくても、岩島、坂上、東、太田に１か所ずつでも、例えばつくるとします。

今現在、道の駅でＷｉ－Ｆｉが使えるというふうになっていますが、多分、現在あまり使わ

れていないと思います。でも、そこをもし、外でも仕事をして、カフェにいるような感覚で
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もあると思うんですけれども、コンセントが例えばあれば、そこで仕事をすることも全然可

能ですし、子供の面倒を見ながら、外で遊ばせながら仕事をすることも可能です。といった

考え方もできますし、坂上の移住する体験のところがあると思うんですけれども、例えば、

１か月単位で貸すであるとか、東吾妻町に、例えば２泊３日、短期間ですけれども、そうい

った形で来たとしても、魅力は多分伝わらないと思います。でも、例えば１か月単位でそこ

に来て、周りの状況を見て、週末は周りの観光地に行くんでもいいですし、草津に行ったり、

伊香保に行ったり、四万に行ったりとか、いろいろなことができると思うんですよね。 

  東吾妻町において、観光でどうにかするというのは、やはり今はちょっと難しいかと思う

んです。なので、東吾妻町では、都会からテレワークをした人が越してくるか、例えば、１

か月単位で来た人たちがそこにとどまって、そこから観光地に行くような発信の仕方が、私

はいいかなと思うんですけれども。 

  今、町おこしとして頑張っている地域は、いっぱいあると思います。だけれども、その発

信の仕方を、もっとニッチな方向に向かわせて、もっと大きなところじゃなくて、もっと小

さなところに向かって発信をしていくほうが心にも響くと思いますし、テレワークをしたい

という人だけを、例えば言うのではなくて、そこから、もしかしたらテレワークをしている

人が、温泉が好きな人がテレワークをしている人もいるかもしれない。そうしたら、そうい

う人たちは、確実に東吾妻町に来る可能性はすごく高いと思います。 

  そういう物すごく小さなところで考えて、それを発信していくというものをつくったほう

がいいと私は思ったんですけれども、やっぱり東吾妻町は、インターネット環境とかＳＮＳ

とか、それを発信していくことは物すごく苦手、住民の人もすごく苦手。それをどうにかと

考えると、やはりサテライト的なものをつくって、学校に行く子が、インターネット環境が

ないという子はそこに来て、インターネット環境があるんでもいいし、おばあちゃんとかお

じいちゃんとか、インターネットとかよく分からないんだよねという人も、例えばそこに来

たら、何となくちょっと分かったわという、それだけでもいいと思うんです。 

  なるべく今までは、インターネットはあまりよくないという考え方も、特に子育ての面で

はあったと思います。ＳＮＳもいいところもあるけれども、悪いところもあるし、子供で言

ったら、悪いところの面のほうがより強調されるかもしれないです。でも、それを子供のう

ちに、こういうことは駄目なんだよねというのを教えるのも、やっぱり今の状況下ではすご

く大事で、ＳＮＳでやっぱり、それでひきこもりになっちゃったり、不登校になる子も絶対

出てきます。 
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  それをどうにか、町としての受皿をつくらなきゃいけないんじゃないか。でも、観光もよ

くしなきゃいけない、でも発信もしなきゃいけないとなると、サテライトオフィスみたいな

ものを、でも予算をかけずに、今あるものを生かして、お金をかけずに、お金はないんだか

ら、お金が空から降ってくれば、やっぱりそれは一番いいけれども、何かしないとお金は生

まれないわけだから。だけれども、今現在できることは、お金をかけずに人をどうやって呼

ぶか、どういう人たちに発信するかが一番大切だと思います。 

  なので、私は今回テレワークで、世の中がいっぱいテレワーク、テレワークと騒いでいま

すけれども、やっぱりそれを求めている人たちもいて、でも、町は人がいないことにすごく

困っていて、それを結び合わせるものが、ある一つの施設であったり、地域ごとにあるんで

もいいですし、そういったものを、今あるものを活用して、それをどうやって発信するのか

というものの一つとして考えていただけたらなと思います。 

  町長、お願いします。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 昨年でしたかね、渡議員が、やはりテレワークについてご発言がござ

いました。 

  あの当時と現在の状況を見ますと、やはり新型コロナウイルス感染によりまして、本当に

テレワークの実践が進み、また今後、必要性を理解されてきたということでございます。渡

議員のご提言でございます。 

  原町駅前、旧役場庁舎、今年度解体をいたします。その跡の活性化の施設、そしてまた、

駅前の左側に空き店舗等が今並んでいるところも、東洋大学の研究室とか、国交省の皆さん

と相談しながら、ここ一帯をまた再整備していきたいという方向で考えておりまして、その

ような中で、サテライトオフィスをここへ入れるようなことも考えられるかというふうに思

っております。非常に今後、テレワーク、サテライトオフィス等が重要視されていく方向に

なってまいります。 

  発信の方法につきまして、いろいろとご指導いただきました。また坂上の、正確に言うと、

お試し移住のお試し住宅もございます。こういうものも、Ｗｉ－Ｆｉ整備をしていったらど

うかということでございます。非常によいご提言でございます。各地区で、こういったＷｉ

－Ｆｉ整備というものを行うことも必要かと思っております。 

  岩島には地域振興センターもございます。旧岩島中学校の跡もございます。原町は今言っ

たような状況で、原町駅前ということであります。太田・東地区にも、それぞれ考えられる
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かというふうに思っております。 

  今後もテレワーク、Ｗｉ－Ｆｉ整備等につきまして、しっかりと研究をしながら、ご意見

もいただきながら、取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（須崎幸一君） ２番、渡議員。 

○２番（渡 一美君） 坂上の、先ほどのＷｉ－Ｆｉの設置はすごく賛成でありまして、あそ

こからは、やっぱり小学校も近いですし、もしもＷｉ－Ｆｉがない家庭の方のお子様とかは、

近くから歩いて来て、そこの、Ｗｉ－Ｆｉなので外でもいいわけですから、外に例えば椅子

とテーブルがあれば、そこでＷｉ－Ｆｉの環境があるわけです。 

  そういったことで見ても、これから子供、まだまだ小さい子供だとしても、その子たちが

大きくなっていって、今までは、それが経済的な格差にはつながらないと思うんですけれど

も、今後は絶対それが格差につながっていくと思うんですよね、私は。 

  今までは、面倒くさい、面倒くさいで済んでいたことが、今後はそれじゃ済まなくなって

くるわけであって、それで生活ができなくなっちゃったら困るわけですよね。今もインター

ネットを使ったことがない、通販をしたことがないというおじいちゃん、おばあちゃんだと

しても、物が半額で買えたら、インターネットをやるかもしれないですよね。でも、今まで

は環境がなかったけれども、やらなかったけれども、でも、町でそういうものがあれば、ち

ょっとやってみてもいいかなと思う人も出てくるかもしれないし、今まで議員の皆さんも、

ＬＩＮＥとかあまりよく分からないみたいな感じだったんですけれども、今回ＬＩＮＥのグ

ループをつくったんです。ＬＩＮＥのグループをつくって、ちょっと新しいことに取り組ん

だりとか、執行部の方々もリモートでされたというのもちょっとお話を聞きましたので、す

ごく前に進んだと思います、私は。 

  このことをプラスに取って、このプラスのことをどこまでいいほうに持っていけるかとい

うのは、やっぱり今どういうふうに動くべきなのかということがすごく大事だと思います。 

  坂上において、私はやっぱり移住するのは、すごくマイナスなことが多いのかなと、今ま

では思っていたんですけれども、坂上からは安中の駅がすごく近いと思うんですけれども、

新幹線の駅、安中の新幹線から乗ったとして、4,820円で安中から東京駅まで行けて、原町

駅より1,000円ぐらい安く行けるんですね。時間も７時29分に乗って、８時52分に東京駅に

着く。駐車料金もかからない。となると、安中から東京に向かったほうが、新幹線で行く場

合は、料金的にも抑えられる可能性がある。ということは、坂上の地域のところは、農業を

しながら、東京に向かって、テレワークをしながら仕事をするということが可能になるわけ
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ですよね。 

  発信の仕方をもうちょっと考えると、物すごく発展性があるような私は気がしたので、今

回このテレワークについて、ちょっと質問させてもらったんですけれども、今まで物すごく

いいものを見いだすことが難しかった町が、今後これがすごくいいところに向かっていくよ

うな気がするので、今後の動き方に期待したいと思います。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） 渡議員から今お話を聞いて、坂上地区は安中榛名から乗って、東京に

行くのが速いと。非常に、私はまだ使ったことがないので、非常に斬新な考えだなというふ

うに思っております。坂上地区のこれからの在り方みたいなものが一つ、新しくできたなと

いうふうな感じがいたします。 

  非常に斬新な渡議員のご意見もいただきました。これを踏まえまして、これから、新型コ

ロナウイルスの感染症によりまして、新たな生活様式というものが出てきて、その中でテレ

ワーク、それからＷｉ－Ｆｉというものがさらに重要視され、非常に日常的なものになって

くるというふうに考えておりますので、町として、これからもしっかりと取り組んでまいり

ます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（須崎幸一君） ２番、渡議員。 

○２番（渡 一美君） 最後になんですけれども、議員にならせてもらって１年がたちました。

最初は物すごく心配で、何もできないと思って、みんなも話を聞いてくれないと思っていた

んですね。執行部の皆さんも、岩石のような塊の人間かと思っていたんですけれども、本当

にすごいいい方たちで、議員の皆さんたちもすごくいい方たちです。 

  私は、すごく毎回思うことは、このみんなが力を合わせて何かに向かって進んでいったら、

町は物すごいいいことになると思うんですよね。でもそれを、やっぱり小さな町だからこそ

できることっていっぱいあると思っていて、大きな町だったら、やっぱりまとまって、同じ

方向に向かって、同じ考えで進んでいくことは難しい。だけれども、いろんな人の考えがあ

って、いろんなことがありながら、それを右往左往しながら前に進むことは、小さな町だっ

たらできると思うんですよね。 

  やっぱり何かやることってすごく面倒くさいし、嫌だし、新しいこともやるのも嫌だ、だ

けれども、それを達成していくことってすごく喜びがあるし、新しいことに挑戦するときっ

て、わくわくすると思うんですよね。そんなことを皆さんに思っていただけるような町にし



－177－ 

てほしいと私は思っています。 

  以上です。 

○議長（須崎幸一君） 町長。 

○町長（中澤恒喜君） ロックな町、東吾妻町と言っておりますが、執行部は岩石ではありま

せんので、これからもよいお話をいただきたいというふうに思っております。 

  若い女性から、本当に前向きな、将来が明るくなるようなご発言もいただいております。

非常に今回の一般質問よかったなと、最後の締めくくりでよかったなというふうに思ってお

ります。これからも斬新な意見を、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（須崎幸一君） 以上で、渡一美議員の質問を終わります。 

  これをもって町政一般質問を終わります。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） お諮りいたします。会議規則第45条の規定に基づき、本会議の結果、

その条項、字句、数字その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたい

と思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、条項、字句、数字その他の整理は議長に一任することに決定しました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

○議長（須崎幸一君） お諮りいたします。本定例会に付された事件は全て終了いたしました。 

  したがって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会にしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須崎幸一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会はこれをもって閉会することに決定いたしました。 

  これをもって本日の会議を閉じます。 
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 ────────────────────────────────────────────  

 

◎町長挨拶 

○議長（須崎幸一君） 閉会の前に、町長の挨拶をお願いします。 

  町長。 

（町長 中澤恒喜君 登壇） 

○町長（中澤恒喜君） 令和２年第２回定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

  去る５日に開会されました今期定例会におきましては、教育委員会委員の任命についての

人事案件１件、専決処分の承認１件、東吾妻町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例についてなど条例関係10件、令和２年度東吾妻町一般会計補

正予算など予算関係３件、報告関係２件、その他で契約関係２件の議決をお願いしたところ

でございます。 

  コロナウイルス感染症への対応など、ご理解、ご協力をいただきながら、全てご議決をい

ただきましたことにつきまして感謝を申し上げます。 

  今回の審議の中で、議員の皆様の多岐にわたるご意見等を真摯に受け止め、今後の町政の

執行の中で生かしていく所存でございます。 

  終わりに、議員の皆様方には、公私ともにご多忙な日々が続くと思いますが、健康には十

分ご留意の上、地域の活性化や町の振興発展のために、今後ますますご活躍いただきますよ

うお願いを申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

  誠にありがとうございました。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎議長挨拶 

○議長（須崎幸一君） 閉会に際し、一言ご挨拶を申し上げます。 

  令和２年第２回定例会は、６月５日から本日まで12日間にわたり開催され、専決処分の承

認、人事案件、補正予算３件、条例関係10件、その他２件の執行部提案に加え、委員会提出

議案１件、請願書の審査等、終始熱心にご審議をいただきました。 
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  また、町政一般質問には９人が立ち、ここに終了することができました、 

  会期中、格別なるご精励をいただきました議員各位、また、諸般にわたりご協力をいただ

きました執行部の皆様に心より御礼を申し上げます。 

  会議の中の発言には、町政を執行するに当たり参考になるものがあったかと思います。事

務執行に当たり、それらが十分生かされてくるものと期待しております。 

  さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は５月14日解除されました。今

後は、さらなる感染防止のため、新しい生活様式を踏まえた行動が求められております。 

  これからも蒸し暑い日が続きますが、日常生活と感染防止の両立が必要であります。新型

コロナウイルスとの闘いは長丁場になると思いますが、皆さん協力しながら乗り切っていき

ましょう。 

 

 ────────────────────────────────────────────  

 

◎閉会の宣告 

○議長（須崎幸一君） 以上をもって、令和２年第２回定例会を閉会いたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

（午後 １時５２分） 
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